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○ 副会長 （敬称略）

機 関 ・ 団 体 名 及び 役 職 新 旧

栃木県議会議長 阿 部 寿 一 相 馬 憲 一

栃木県副知事 末 永 洋 之 岡 本 誠 司

(公財)栃木県スポーツ協会理事長 石 松 英 昭 小 祝 章 二

○ 常任委員
機 関 ・ 団 体 名 及び 役 職 新 旧

栃木県議会副議長 佐 藤 良 山 形 修 治

栃木県議会県政経営委員会委員長 池 田 忠 日 向 野 義 幸

栃木県議会生活保健福祉委員会委員長 関 谷 暢 之 池 田 忠

栃木県議会農林環境委員会委員長 琴 寄 昌 男 中 島 宏

栃木県議会経済企業委員会委員長 白 石 資 隆 琴 寄 昌 男

栃木県議会県土整備委員会委員長 高 山 和 典 佐 藤 良

栃木県議会文教警察委員会委員長 渡 辺 幸 子 阿 部 博 美

栃木県経営管理部長 國 井 隆 弘 茂 呂 和 巳

栃木県保健福祉部長 仲 山 信 之 海 老 名 英 治

栃木県産業労働観光部長 □  　 真  夫 小 竹 欣 男

栃木県農政部長 青 栁 俊 明 鈴 木 正 人

栃木県県土整備部長 田 城 均 熊 倉 一 臣

栃木県企業局長 琴 寄 行 雄 矢 野 哲 也

栃木県警察本部長 野 井 祐 一 原 田 義 久

栃木県市議会議長会会長 久 保 田 武 福 田 洋 一

栃木県町村議会議長会会長 鈴 木 繁 薄 井 博 光

栃木県中学校体育連盟会長 長 谷 川 智 星 和 人

(公財)栃木県民公園福祉協会理事長 熊 倉 一 臣 森 澤 隆

栃木県高等学校長会会長 赤 羽 浩 軽 部 幸 治

栃木県中学校長会会長 樽 井 久 初 谷 憲 一

栃木県小学校長会会長 丸 山 周 二 栗 原 武 夫

(公社)栃木県経済同友会筆頭代表理事 松 下 正 直 中 津 正 修

(一社)栃木県バス協会会長 吉 田 元 手 塚 基 文

(公社)栃木県観光物産協会会長 荻 原 正 寿 新 井 俊 一

(福)栃木県社会福祉協議会会長 関 根 房 三 菊 池 康 雄

○ 監事

機 関 ・ 団 体 名 及び 役 職 新 旧

栃木県会計管理者会計局長 熊 倉 精 介 國 井 隆 弘

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会 役員及び委員等の変更

　令和２年８月17日から令和３年８月２日までの間における役員及び委員等の変更
については、次のとおりである。

報告事項１
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○ 委員

機 関 ・ 団 体 名 及び 役 職 新 旧

栃木県議会事務局長 大 橋 哲 也 篠 﨑 和 男

栃木県人事委員会事務局長 清 水 正 則 熊 倉 精 介

栃木県監査委員事務局長 北 條 俊 明 加 藤 高

栃木県労働委員会事務局長 渡 邉 慶 松 崎 禎 彦

足利市長 早 川 尚 秀 和 泉 聡

佐野市長 金 子 裕 岡 部 正 英

日光市長 粉 川 昭 一 大 嶋 一 生

栃木県ウエイトリフティング協会会長 砂 岡 良 治 葛 貫 宏 平

栃木県なぎなた連盟会長 青 木 一 男 木 村 好 成

栃木県ホッケー協会会長 粉 川 昭 一 大 嶋 一 生

栃木県アイスホッケー連盟会長 粉 川 昭 一 大 嶋 一 生

鹿沼市教育委員会教育長 中 村 仁 高 橋 臣 一

栃木県特別支援学校長会会長 植 木 佳 己 久 保 田 幹 雄

栃木県中学校教育研究会特別支援教育部会部会長 加 藤 悦 宏 柿 沼 靖 雄

宇都宮大学学長 池 田 宰 石 田 朋 靖

白鷗大学学長 北 山 修 奥 島 孝 康

(一社)栃木県専修学校各種学校連合会理事長 石 川 尚 子 宮 内 修

栃木県農業協同組合中央会代表理事会長 菊 地 秀 俊 髙 橋 武

東日本旅客鉄道(株)執行役員 高崎支社長 南 沢 千 春 木 村 法 雄

 東日本高速道路(株)関東支社那須管理事務所長 飯 島 知 比 古 松 林 英 太

(一社)栃木県歯科医師会会長 赤 沼 岩 男 宮 下 均

(公財)栃木県消防協会会長 古 山 大 功 福 田 治 雄

(一財)栃木県老人クラブ連合会会長 前 川 昭 一 小 島 正 男

(公財)とちぎ未来づくり財団理事長 森 澤 隆 小 林 延 年

栃木県文化協会会長 上 野 憲 示 飯 塚 真 玄

  (公社)日本青年会議所関東地区栃木ブロック協議会会長 大 阿 久 友 伸 小 野 真 一

自衛隊栃木地方協力本部長 梶 恒 一 郎 稲 田 裕 一

関東運輸局栃木運輸支局長 諏 訪 幸 夫 中 里 直 之

宇都宮地方気象台長 山 田 博 文 本 多 誠 一 郎

○ 顧問・参与

機 関 ・ 団 体 名 及び 役 職

栃木県議会議員 阿 部 博 美

栃木県議会議員 相 馬 憲 一

栃木県議会議員 中 島 宏

栃木県議会議員 日 向 野 義 幸

栃木県議会議員 山 形 修 治

栃木県教育委員会委員 板 橋 信 行

(株)読売新聞社　宇都宮支局長 金 子 尚 敬

(株)毎日新聞社　宇都宮支局長 棚 部 秀 行

(株)産経新聞社　宇都宮支局長 鈴 木 正 行

(株)日刊工業新聞社　栃木支局長 小 野 里 裕 一

(株)時事通信社　宇都宮支局長 都 澤 貴 征
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いちご一会とちぎ国体 競技会会期等の変更 

 

１ 競技会会期の変更 
 
 
 

会場地 
競技名 

(種別) 
競技会場名 会期 

10/2 

(日) 

10/3 

(月) 

10/4 

(火) 

10/5 

(水) 

宇都宮市 
剣道競技 

(全種別) 

ユウケイ武道館 

(栃木県総合運動公園武道館) 

変更前 ● ● ●  

変更後  ● ● ● 

【変更理由】 

競技会場が総合開会式の入場規制エリアとなる見込みとなったため、競技会運営準備や競

技日程について競技団体と協議した結果、会期を 1 日繰り下げることで、より円滑かつ効率

的に競技会運営ができると判断したため。 

 
２ 競技会会期の変更（案） 
 
 
 

（1）変更の趣旨 

   いちご一会とちぎ国体競技会会期について、宇都宮市から陸上競技の競技会会期の変更申請が

あり、下記のとおり変更するもの。 

（2） 競技会会期の変更（案） 

会場地 
競技名 

(種別) 
競技会場名 会期 

10/6 

(木) 

10/7 

(金) 

10/8 

(土) 

10/9 

(日) 

10/10 

(月) 

10/11 

(火) 

宇都宮市 
陸上競技 

(全種別) 

カンセキスタジアムとちぎ 

(栃木県総合運動公園陸上競技場) 

変更前  ● ● ● ● ● 

変更後 ● ● ● ● ●  

【変更理由】 

 陸上競技終了後、同会場で総合閉会式が実施されることに伴い、観客の入替えや競技会関係

者と式典関係者の交錯による密集・滞留が生じるおそれがあることから、新型コロナウイルス

感染症対策の観点により、競技会会期を1日繰り上げることとした。 
 
(3) 今後のスケジュール 

令和３(2021)年８月  日本スポーツ協会国体委員会 審議 → 正式決定 
 

３ 競技会場の変更 
 
 
 

会場地 競技・種目 競技会場名 

栃木市 

なぎなた 
（全種目） 

変更前 学校法人國學院大學栃木学園 四十周年記念館 

変更後 
関東ホーチキにしかた体育館 
（栃木市西方総合文化体育館） 

【変更理由】 

会場変更により、観戦スペースが確保され、観戦者が安全に競技を観戦できる

ため。 

令和３年７月９日 第６回競技運営専門委員会決定事項 

報告事項２ 

令和３年３月４日 令和２年度第４回国体委員会決定事項 

令和２年12月10日 令和２年度第３回国体委員会決定事項 
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会場地 競技名 競技会場名 

佐野市 

ドッジボール 
変更前 佐野市アリーナたぬま 

変更後 佐野市運動公園市民体育館 

【変更理由】 

会場変更により、観戦スペースが確保され、観戦者が安全に競技を観戦できるため。  

市貝町 

フライングディスク 

変更前 城見ヶ丘運動公園 

変更後 
城見ヶ丘運動公園 

市貝町農業者トレーニングセンター（追加） 

【変更理由】 

競技を２種目実施するにあたり、円滑に競技運営を行うため、競技会場を追加

し、種目ごとに会場を分けて実施することとしたため。  

 

４ 競技会場の名称変更 
 
 
 

会場地 競技名 競技会場名 

那須塩原市 

ソフトテニス 

変更前 那須塩原市くろいそ運動場テニスコート 

変更後 
石川スポーツグラウンドくろいそ（那須塩原市

くろいそ運動場）テニスコート 

さいかつぼーる 

変更前 にしなすの運動公園体育館 

変更後 
三和住宅にしなすのスポーツプラザ 

（にしなすの運動公園）体育館※ 

【変更理由】 

ネーミングライツの導入により、名称が変更されたため。 

益子町 

ウォーキング 
変更前 益子町内特設ウォーキングコース 

変更後 サヤド・城内坂周辺アート探訪コース 

【変更理由】 

町内の美術館や藍染工房など、工芸や文化に関する施設を散策することから、

益子町サヤド・城内坂周辺の歴史や文化を楽しむことができるコースであること

を、参加者へ周知するため。 
※いちご一会とちぎ大会（第22回全国障害者スポーツ大会）において、ボッチャの競技会場となる。 

 
 
 
 

会場地 競技名 競技会場名 

佐野市 

ラグビーフット 
ボール 

変更前 （仮称）佐野市運動公園運動広場 

変更後 佐野市運動公園第１多目的球技場 

変更前 佐野市運動公園多目的球技場 

変更後 佐野市運動公園第２多目的球技場 

【変更理由】 

「佐野市都市公園条例」の一部改正に伴い、名称が変更されたため。 

令和３年３月４日 令和２年度第４回国体委員会決定事項 

令和３年７月９日 第５回総務企画専門委員会決定事項 

令和３年３月４日 令和２年度第４回国体委員会報告・決定事項 
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会場地 競技名 競技会場名 

宇都宮市 

バスケットボール、 
体操(体操競技) 

変更前 栃木県総合運動公園メインアリーナ 

変更後 
日環アリーナ栃木メインアリーナ※① 

（栃木県総合運動公園メインアリーナ） 

水泳(競泳、飛込、 
ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ) 

変更前 栃木県総合運動公園屋内水泳場 

変更後 
日環アリーナ栃木屋内水泳場※② 

（栃木県総合運動公園屋内水泳場） 

柔道、剣道、弓道 
変更前 栃木県総合運動公園武道場 

変更後 
ユウケイ武道館 

（栃木県総合運動公園武道館） 
【変更理由】 

ネーミングライツの導入により、名称が変更されたため。 

那須塩原市 
サッカー 

変更前 那須塩原市青木サッカー場グラウンドＢ 

変更後 
キョクトウ青木フィールド 

（那須塩原市青木サッカー場）グラウンドＢ 
【変更理由】 

ネーミングライツの導入により、名称が変更されたため。 

矢板市 

サッカー 

変更前 矢板運動公園陸上競技場 

変更後 
緑新スタジアムＹＡＩＴＡ 
（矢板運動公園陸上競技場） 

【変更理由】 

ネーミングライツの導入により、名称が変更されたため。 

  ※いちご一会とちぎ大会（第22回全国障害者スポーツ大会）において、①はバスケットボールの、②は水
泳の競技会場となる。 

 

５ 冬季大会表彰式会場の変更 
 
 
 

会場地 用途 会 場 

日光市 
表彰式会場 
（スケート競技、アイス

ホッケー競技） 

変更前 日光市霧降スケートセンター 

変更後 観光ホテル 日光千姫物語 

【変更理由】 
 当初計画していた日光市霧降スケートセンターにおける諸室計画を検討したところ、競技運

営で効果的な諸室活用を計るためには表彰式会場を他施設へ変更することが適切であると判断

したため。 
 

６ 冬季大会デモンストレーションスポーツ競技会会期 
 
 
 

会場地 競技名 会 期 競技会場名 

日光市 カーリング 令和４(2022)年２月27日（日） 日光市細尾ドームリンク 

 

令和３年６月10日 令和３年度第１回国体委員会決定事項 

令和２年12月10日 令和２年度第３回国体委員会決定事項 
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７ デモンストレーションスポーツ競技会会期（案） 
 
 
 

（1）趣旨 

   いちご一会とちぎ国体デモンストレーションスポーツにおける競技会会期について、会場地市

町村及び関係競技団体からの報告を基に競技会会期（案）を作成した。 

（2）デモンストレーションスポーツ競技会会期（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）今後のスケジュール 

令和３(2021)年12月  (公財)日本スポーツ協会国体委員会 審議 → 正式決定 

本大会におけるデモンストレーションスポーツ

競　技　名 会場地市町村 実施予定施設

1 アームレスリング 宇都宮市 栃木県総合文化センター 6 月 19 日 ( 日 )

2 インディアカ さくら市 さくら市氏家体育館 9 月 25 日 ( 日 )

鹿沼市  鹿沼市内特設ウォーキングコース 9 月 10 日 ( 土 )

那須烏山市  那須烏山市内特設ウォーキングコース 5 月 7 日 ( 土 )

益子町 サヤド・城内坂周辺アート探訪コース 5 月 28 日 ( 土 )

4 エアロビック 那須町  那須町スポーツセンター 9 月 11 日 ( 日 )

5 オリエンテーリング 矢板市 矢板運動公園 9 月 3 日 ( 土 )

6 カローリング 高根沢町  高根沢町農業者トレーニングセンター 7 月 10 日 ( 日 )

7 キッズトライアスロン 那須塩原市 那珂川河畔公園周辺特設コース 8 月 28 日 ( 日 )

8 キンボールスポーツ 下野市 下野市石橋体育センター 9 月 17 日 ( 土 )

9 クリケット 佐野市 佐野市国際クリケット場 6 月 5 日 ( 日 )

10 さいかつぼーる 那須塩原市
三和住宅にしなすのスポーツプラザ(にしなす
の運動公園)体育館 9 月 11 日 ( 日 )

11 ３Ｂ体操 那珂川町 那珂川町総合体育館 6 月 19 日 ( 日 )

12 スポーツウエルネス吹矢 足利市 足利市民体育館 6 月 26 日 ( 日 )

13 スポーツチャンバラ 大田原市 栃木県立県北体育館 7 月 24 日 ( 日 )

14 スマートフェンシング 上三川町 上三川町体育センター 9 月 4 日 ( 日 )

15 ３x３ 宇都宮市 オリオンスクエア 7 月 3 日 ( 日 )

16 ソフトバレーボール 真岡市 真岡市総合体育館 9 月 11 日 ( 日 )

17 ターゲット・バードゴルフ 壬生町 壬生町総合公園 9 月 11 日 ( 日 )

18 タグラグビー 栃木市 栃木市総合運動公園陸上競技場 8 月 27 日 ( 土 )

19 ダンススポーツ 大田原市 栃木県立県北体育館 8 月 7 日 ( 日 )

20 ドッジボール 佐野市 佐野市運動公園市民体育館 6 月 19 日 ( 日 )

21 長ぐつアイスホッケー 日光市  栃木県立日光霧降アイスアリーナ 7 月 10 日 ( 日 )

22 バウンドテニス 野木町 野木町立野木中学校体育館 9 月 4 日 ( 日 )

23 パークゴルフ 足利市 足利市借宿緑地パークゴルフ場 5 月 15 日 ( 日 )

24 フォークダンス 小山市 栃木県立県南体育館 9 月 25 日 ( 日 )

25 フットサル 宇都宮市 宇都宮市清原体育館 7 月 17 日 ( 日 )

26 フットベースボール 栃木市 栃木市総合運動公園多目的グラウンド 9 月 11 日 ( 日 )

27 フライングディスク 市貝町
城見ヶ丘運動公園
市貝町農業者トレーニングセンター

7 月 16 日 ( 土 )

28 ふれあいトランポリン 茂木町 茂木町民体育館 6 月 19 日 ( 日 )

29 ペタンク 高根沢町 高根沢町町民広場 5 月 28 日 ( 土 )

30 ママさんバレーボール 芳賀町 芳賀町第二体育館 6 月 5 日 ( 日 )

31 リレーマラソン 大田原市 DI　STADIUM（美原公園陸上競技場） 9 月 11 日 ( 日 )

3 ウォーキング

競技会会期

（令和４(2022)年）

令和３年１月28日 第４回競技運営専門委員会決定事項 
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第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 第9日 第10日 第11日

10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

◎

◎

第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 第9日 第10日 第11日

10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

全種別 宇都宮市
カンセキスタジアムとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場）

5 ● ● ● ● ●※

栃木県グリーンスタジアム 3 ● ● ●

宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場 2 ● ●

さくら市 さくら市総合公園さくらスタジアム 2 ● ●

真岡市総合運動公園陸上競技場 4 ● ● ● ●

真岡市総合運動公園運動広場１ 2 ● ●

下野市 下野市大松山運動公園陸上競技場 3 ● ● ●

益子町 益子町南運動公園陸上競技場 2 ● ●

緑新スタジアムＹＡＩＴＡ
（矢板運動公園陸上競技場）

3 ● ● ●

矢板運動公園サッカー場 2 ● ●

那須塩原市
キョクトウ青木フィールド（那須塩原
市青木サッカー場）グラウンドＢ

2 ● ●

栃木県総合運動公園テニスコート 4 ● ● ● ●

宇都宮市屋板運動場庭球場 4 ● ● ● ●

全種別 栃木市 谷中湖特設ボートコース 4 ● ● ● ●

今市青少年スポーツセンター人工芝競技場 5 ● ● ● ● ●

日光市ホッケー場 5 ● ● ● ● ●

成年男子
成年女子
少年男子

成年男子 佐野市 佐野市アリーナたぬま 4 ● ● ● ●

成年女子 鹿沼市 ＴＫＣいちごアリーナ（鹿沼総合体育館） 4 ● ● ● ●

少年男子 宇都宮市清原体育館 4 ● ● ● ●

少年女子 宇都宮市体育館 4 ● ● ● ●

男子
女子

日環アリーナ栃木メインアリーナ
(栃木県総合運動公園メインアリーナ)

5 ● ● ● ● ●

宇都宮市体育館 2 ● ●

栃木県立宇都宮工業高等学校体育館 1 ●

成年男子
少年男子
女子

全種別 千葉市 千葉市稲毛ヨットハーバー 4 ● ● ● ●

成年男子
少年男子
女子

マルワ･アリーナとちぎ
（栃木市総合運動公園総合体育館）

5 ● ● ● ● ●

学校法人國學院大學栃木学園第二体育館 2 ● ●

日立栃木体育館 2 ● ●

下野市 下野市石橋体育センター 5 ● ● ● ● ●

野木町 野木町立野木中学校体育館 3 ● ● ●

トラック・レース 宇都宮市 宇都宮競輪場 4 ● ● ● ●

ロード・レース 那須町 那須町特設ロードレースコース 1 ●

全種別 那須塩原市
石川スポーツグラウンドくろいそ
（那須塩原市くろいそ運動場）テニ
スコート

4 ● ● ● ●

全種別 鹿沼市 ＴＫＣいちごアリーナ（鹿沼総合体育館） 5 ● ● ● ● ●

栃木県総合運動公園硬式野球場 4 ● ● ● ●

宇都宮清原球場 4 ● ● ● ●

日光市 日光市日光運動公園野球場 1 ●

小山市 小山運動公園野球場 2 ● ●

矢板市 矢板運動公園野球場 1 ●

益子町 益子町北公園野球場 2 ● ●

成年男子
少年男子
成年男子
成年女子
少年

全種別 上三川町 上三川町体育センター 4 ● ● ● ●

成年男子
少年男子
女子

陸上競技

【正式競技】

競技（種目） 種別 会場地 競技会場
競技
日数

いちご一会とちぎ国体 競技会会期

会場地

宇都宮市
カンセキスタジアムとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場）

会　場

※R3.8 国体委員会にて正式決定　

テニス 全種別 宇都宮市

ボート

ホッケー 全種別 日光市

サッカー

成年男子
宇都宮市

少年男子

真岡市

少年女子
矢板市

● ●

バレーボール ６人制

宇都宮市

● ● ●ボクシング 日光市 日光市大沢体育館 5

●

バスケットボール 全種別 宇都宮市

体操 トランポリン 茂木町 茂木町民体育館 1

セーリング

ウエイトリフティング 小山市 小山市立体育館 5

● ● ●レスリング 足利市 足利市民体育館 4 ●

● ●

ハンドボール 全種別

栃木市

● ● ●

宇都宮市

相撲 大田原市 栃木県立県北体育館 3 ●

自転車
成年男子
少年男子

女子

ソフトテニス

卓球

軟式野球 成年男子

馬術 那須塩原市 地方競馬教養センター 5

● ●

● ●● ● ●

フェンシング

柔道 宇都宮市
ユウケイ武道館
（栃木県総合運動公園武道館）

3 ● ●●

式 典

総 合 開 会 式

総 合 閉 会 式
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第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 第9日 第10日 第11日

10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

成年男子 黒羽運動公園多目的運動場 3 ● ● ●

美原公園野球場 3 ● ● ●

美原公園第２球場 3 ● ● ●

少年女子 大田原グリーンパーク 3 ● ● ●

足利市総合運動場硬式野球場 3 ● ● ●

足利市総合運動場軟式野球場 3 ● ● ●

全種別 大田原市 栃木県立県北体育館 4 ● ● ● ●

50m、10m 全種別 栃木県ライフル射撃場 4 ● ● ● ●

少年男子
少年女子

25m 成年男子 栃木県警察学校射撃場 3 ● ● ●

全種別 宇都宮市
ユウケイ武道館
（栃木県総合運動公園武道館）

3 ● ● ●

成年男子

女子

佐野市運動公園陸上競技場 4 ● ● ● ●

佐野市運動公園第２多目的球技場 4 ● ● ● ●

リード 3 ● ● ●

ボルダリング 3 ● ● ●

スプリント 全種別 栃木市 谷中湖特設カヌー競技場 4 ● ● ● ●

スラローム 成年男子 2 ● ●

ワイルドウォーター 成年女子 2 ● ●

全種別 那須烏山市 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 3 ● ● ●

全種別 小山市 栃木県立県南体育館 3 ● ● ●

成年男子
少年男子
成年女子
少年女子

全種別 足利市 足利スターレーン 5 ● ● ● ● ●

成年男子 ホウライカントリー倶楽部 2 ● ● ●

少年男子 西那須野カントリー倶楽部 2 ● ● ●

女子 塩原カントリークラブ 2 ● ● ●

成年男子
成年女子

【正式競技（会期前実施競技）】

第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 第9日 第10日

9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

競泳 全種別 3 ● ● ●

飛込 全種別 3 ● ● ●

ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ 少年女子 1 ●

少年男子
女子
男子
女子

体操競技 全種別 宇都宮市
日環アリーナ栃木メインアリーナ
(栃木県総合運動公園メインアリーナ)

4 ● ● ● ●

新体操 少年女子 小山市 栃木県立県南体育館 2 ● ●

少年男子
少年女子

近的 4 ● ● ● ●

遠的 3 ● ● ●

※全種別（成年男子、成年女子、少年男子、少年女子）

【特別競技】

第1日 第2日 第3日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 第9日 第10日 第11日

10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

硬式 － 宇都宮清原球場 3 ● ● ●

軟式 － 栃木県総合運動公園硬式野球場 3 ● ● ●

【公開競技】

－ 大田原市 栃木県立県北体育館 2 ～

－ 鹿沼市 ＴＫＣいちごアリーナ（鹿沼総合体育館） 2 ～

－ 芳賀町 芳賀町第二体育館 3 ～

－ 那珂川町 小川総合福祉センター園地 2 ～

－ 高根沢町 高根沢町町民広場 2 ～

競技（種目） 種別 会場地 競技会場
競技
日数

バドミントン

ソフトボール

大田原市成年女子

少年男子 足利市

●

剣道

ラグビーフットボール 佐野市

佐野市運動公園第１多目的球技場 4

● ●ライフル射撃 宇都宮市ＢＲ、ＢＰ 栃木県総合教育センター体育館 3

少年男子

スポーツ
クライミング

全種別 壬生町

● ● ● ●

壬生町総合運動場特設会場

カヌー
塩谷町 鬼怒川特設カヌー競技場

アーチェリー

空手道

銃剣道 壬生町 栃木県立壬生高等学校体育館 ● ● ●3

ボウリング

ゴルフ 那須塩原市

● ●なぎなた 栃木市
関東ホーチキにしかた体育館
（栃木市西方総合文化体育館）

3 ●

競技（種目） 種別 会場地 競技会場
競技
日数

トライアスロン 那須塩原市 戸田調整池周辺特設コース 1 ●

ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ 市貝町 塩田調整池特設ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ競技場 1 ●

4 ● ● ● ●水球 小山市 栃木県立温水プール館

競技（種目） 種別 会場地 競技会場
競技
日数

弓道 全種別

● ● ●

宇都宮市
ユウケイ武道館
（栃木県総合運動公園武道館）

バレーボール ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 足利市 足利市特設ビーチバレーボール会場 4 ●

会場地 競技会場

水泳

宇都宮市
日環アリーナ栃木屋内水泳場
(栃木県総合運動公園屋内水泳場)

体操

グラウンド・ゴルフ ９月１７日（土） ９月１８日（日）

パワーリフティング ９月１７日（土） ９月１９日（月）

ゲートボール ９月　３日（土） ９月　４日（日）

競技
日数

競技日程

綱引 ６月２５日（土） ６月２６日（日）

武術太極拳 ９月２４日（土） ９月２５日（日）

高等学校野球 宇都宮市

競技（種目） 種別
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本大会におけるデモンストレーションスポーツ

競　技　名 会場地市町村 実施予定施設 備考

1 アームレスリング 宇都宮市 栃木県総合文化センター

2 インディアカ さくら市 さくら市氏家体育館

鹿沼市  鹿沼市内特設ウォーキングコース

那須烏山市  那須烏山市内特設ウォーキングコース

益子町 サヤド･城内坂周辺アート探訪コース ※会場名の変更

4 エアロビック 那須町  那須町スポーツセンター

5 オリエンテーリング 矢板市 矢板運動公園

6 カローリング 高根沢町  高根沢町農業者トレーニングセンター

7 キッズトライアスロン 那須塩原市 那珂川河畔公園周辺特設コース

8 キンボールスポーツ 下野市 下野市石橋体育センター

9 クリケット 佐野市 佐野市国際クリケット場

10 さいかつぼーる 那須塩原市
三和住宅にしなすのスポーツプラザ（にしなすの運
動公園）体育館

※ネーミングライツに
よる名称変更

11 ３Ｂ体操 那珂川町 那珂川町総合体育館

12 スポーツウエルネス吹矢 足利市 足利市民体育館

13 スポーツチャンバラ 大田原市 栃木県立県北体育館

14 スマートフェンシング 上三川町 上三川町体育センター

15 ３x３ 宇都宮市 オリオンスクエア

16 ソフトバレーボール 真岡市 真岡市総合体育館

17 ターゲット・バードゴルフ 壬生町 壬生町総合公園

18 タグラグビー 栃木市 栃木市総合運動公園陸上競技場

19 ダンススポーツ 大田原市 栃木県立県北体育館

20 ドッジボール 佐野市 佐野市運動公園市民体育館 ※競技会場の変更

21 長ぐつアイスホッケー 日光市  栃木県立日光霧降アイスアリーナ

22 バウンドテニス 野木町 野木町立野木中学校体育館

23 パークゴルフ 足利市 足利市借宿緑地パークゴルフ場

24 フォークダンス 小山市 栃木県立県南体育館

25 フットサル 宇都宮市 宇都宮市清原体育館

26 フットベースボール 栃木市 栃木市総合運動公園多目的グラウンド

27 フライングディスク 市貝町
城見ヶ丘運動公園
市貝町農業者トレーニングセンター

※競技会場の追加

28 ふれあいトランポリン 茂木町 茂木町民体育館

29 ペタンク 高根沢町 高根沢町町民広場

30 ママさんバレーボール 芳賀町 芳賀町第二体育館

31 リレーマラソン 大田原市 DI　STADIUM（美原公園陸上競技場）

冬季大会におけるデモンストレーションスポーツ

競　技　名 会場地市町村 実施予定施設 備考

1 カーリング 日光市 日光市細尾ドームリンク

3 ウォーキング

デモンストレーションスポーツ実施競技及び会場地市町村（50音順）
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いちご一会とちぎ国体 競技別リハーサル大会の追加及び日程等の変更 

 

１ 大会の追加・変更 

（1）大会の追加 

 
（2）大会の変更 

 

２ 競技会場の変更 

競技(種目)名 会場地 大会名 競技会場名 大会日程 

なぎなた 栃木市 
第62回 
都道府県対抗 
なぎなた大会 

変更前 
学校法人國學院大學栃木学園

四十周年記念館 令和３(2021)年 
５月22～23日 

変更後 
関東ホーチキにしかた体育館 
(栃木市西方総合文化体育館) 

【変更理由】 
 本大会の競技会場の変更に伴い、競技別リハーサル大会の競技会場を変更するため。 

 

３ 競技会場の名称及び大会日程の変更 

（1）ソフトテニス（那須塩原市） 

大会名 競技会場名 大会日程 

男子第66回女子第65回 
全日本実業団 
ソフトテニス選手権大会 

変更前 
那須塩原市くろいそ運動場 

テニスコート 
令和３(2021)年 
7月22～25日 

変更後 
石川スポーツグラウンドくろいそ(那須
塩原市くろいそ運動場)テニスコート 

令和３(2021)年 
７月23～25日 

【変更理由】 
競技会場の名称：ネーミングライツにより、競技会場の名称が変更となったため。 
大会日程：中央競技団体から日程変更の要望があったため。 

 

 

競技（種目）名 会場地 大会名 競技会場名 大会日程 

水泳 
（水球） 

小山市 
第76回国民体育大会  

関東ブロック大会 
栃木県立温水プール館 

令和３(2021)年 
6月19～20日 

ハンド 

ボール 

栃木市 
下野市 
野木町 

第 26 回ジャパンオープ

ンハンドボールトーナ

メント 

マルワ･アリーナとちぎ 
(栃木市総合運動公園総合体育館) 
日立栃木体育館 
下野市石橋体育センター 

野木町立野木中学校体育館 

令和３(2021)年 
８月11～14日 

水泳 

(ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ 

ｽｲﾐﾝｸﾞ) 

市貝町 

栃木県ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝ

ｸﾞ2022（いちご一会とち

ぎ国体水泳競技ｵｰﾌﾟﾝ 

ｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞﾘﾊｰｻﾙ大会） 

塩田調整池特設 

ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ 

ｽｲﾐﾝｸﾞ競技場 

令和４(2022)年 

７月２～３日 

競技(種目)名 会場地 大会名 大会日程 

トライアスロン 那須塩原市 
変更前 

いちご一会とちぎ国体トライアス
ロン競技リハーサル大会 令和３(2021)年 

９月12日 
変更後 

第４回全国高等学校トライアスロ
ン選手権 

報告事項３ 

令和３年１月25日 第４回競技運営専門委員会決定事項 

令和３年５月18日 第５回競技運営専門委員会決定事項 

令和３年７月９日 第６回競技運営専門委員会報告事項 
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（2）軟式野球（宇都宮市・日光市・小山市・矢板市・益子町） 

大会名 競技会場名 大会日程 

第29回東日本軟式野球 
選手権大会 

栃木県総合運動公園硬式野球場 
宇都宮清原球場 

日光市日光運動公園野球場 
小山運動公園野球場 
矢板運動公園野球場 
益子町北公園野球場 

変更前 
令和３(2021)年 
11月６～９日 

変更後 
令和３(2021)年 

10月30日～11月２日 

【変更理由】 
中央競技団体から日程変更の要望があったため。 

 
（3）ソフトボール（足利市） 

大会名 競技会場名 大会日程 

第76回国民体育大会 
関東ブロック大会 

足利市総合運動場硬式野球場 
足利市総合運動場軟式野球場 

変更前 
令和３(2021)年 
６月26～28日 

変更後 
令和３(2021)年 
８月14～16日 

【変更理由】 
関東ブロック大会の日程が変更になったため。 

 
（4）空手道（小山市） 

大会名 競技会場名 大会日程 

第76回国民体育大会 
関東ブロック大会兼第 52
回関東空手道選手権大会 

栃木県立県南体育館 
変更前 

令和３(2021)年 
８月21～22日 

変更後 
令和３(2021)年 
６月26～27日 

【変更理由】 
関東ブロック大会の日程が変更になったため。 

 
（5）体操〔トランポリン〕（茂木市） 

大会名 競技会場名 大会日程 

第76回国民体育会 

関東ブロック大会 
茂木町民体育館 

変更前 
令和３(2021)年 
７月18～19日 

変更後 
令和３(2021)年 

７月11日 

【変更理由】 

関東ブロック大会の日程が変更となったため。 
 
（6）ラグビーフットボール（佐野市） 

大会名 競技会場名 大会日程 

第76回国民体育大会 

関東ブロック大会 

変更前 

佐野市運動公園陸上競技場 

(仮称)佐野市運動公園運動広場 

佐野市運動公園多目的球技場 令和３(2021)年 

８月27～29日 

変更後 

佐野市運動公園陸上競技場 

佐野市運動公園第１多目的球技場 

佐野市運動公園第２多目的球技場 

【変更理由】 

「佐野市都市公園条例」の一部改正に伴い、競技会場の名称が変更となったため。 
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開始日 終了日

1 宇都宮市 第94回関東陸上競技選手権大会
カンセキスタジアムとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場）

2021/8/20 2021/8/22

競　泳 第４回[2021年度]日本社会人選手権水泳競技大会 2021/11/6 2021/11/7

飛　込 実施しない

アーティスティック
スイミング

第76回国民体育大会　関東ブロック大会

水　球 小山市 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 栃木県立温水プール館 2021/6/19 2021/6/20

オープンウォーター
スイミング 市貝町

栃木県ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ2022（いちご一会とちぎ国体水
泳競技ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞﾘﾊｰｻﾙ大会）

塩田調整池特設ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ競技場 2022/7/2 2022/7/3

栃木県グリーンスタジアム

宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場

真岡市 真岡市総合運動公園陸上競技場

緑新スタジアムＹＡＩＴＡ
（矢板運動公園陸上競技場）

矢板運動公園サッカー場

那須塩原市
キョクトウ青木フィールド（那須塩原市青木サッ
カー場）グラウンドB

さくら市 さくら市総合公園さくらスタジアム

下野市 下野市大松山運動公園陸上競技場

益子町 益子町南運動公園陸上競技場

4 宇都宮市 第45回全日本都市対抗テニス大会 栃木県総合運動公園テニスコート 2021/7/15 2021/7/18

5 栃木市 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 谷中湖特設ボートコース 2021/7/10 2021/7/11

今市青少年スポーツセンター人工芝競技場

日光市ホッケー場

令和3年度 第73回全日本社会人ボクシング選手権大会

令和3年度 第20回全日本女子ボクシング選手権大会

宇都宮市 宇都宮市体育館

佐野市 佐野市アリーナたぬま

鹿沼市
TKCいちごアリーナ
（鹿沼総合体育館）

ビーチバレーボール 足利市 第４回関東ブロックジュニアビーチバレーボール大会 足利市特設ビーチバレーボール会場 2021/8/28 2021/8/29

体操競技 宇都宮市 第76回国民体育大会　関東ブロック大会
日環アリーナ栃木メインアリーナ
（栃木県総合運動公園メインアリーナ）

2021/7/17 2021/7/18

新体操 小山市 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 栃木県立県南体育館 2021/7/16 2021/7/17

トランポリン 茂木町 第76回国民体育大会　関東ブロック大会 茂木町民体育館

10 宇都宮市 第76回国民体育大会　関東ブロック大会
日環アリーナ栃木メインアリーナ
（栃木県総合運動公園メインアリーナ）

2021/8/21 2021/8/22

高松宮妃記念杯第67回全日本実業団ヨット選手権大会

第23回全日本セーリングスピリッツ級選手権大会

2021年全日本セーリング選手権大会

 内閣総理大臣杯 第58回全日本社会人ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会

ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ 第13回全日本女子選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会

マルワ・アリーナとちぎ
（栃木市総合運動公園総合体育館）

日立栃木体育館

下野市 下野市石橋体育センター

野木町 野木町立野木中学校体育館

トラック・レース 宇都宮市 宇都宮競輪場 2021/9/3 2021/9/4

ロード・レース 那須町 那須町特設ロードレースコース

17 鹿沼市 2021年全日本卓球選手権大会（団体の部）
TKCいちごアリーナ
（鹿沼総合体育館）

2021/10/15 2021/10/17

　　いちご一会とちぎ国体　競技別リハーサル大会　【競技別】

2

日環アリーナ栃木屋内水泳場
（栃木県総合運動公園屋内水泳場）

宇都宮市

体　操

8

9

テニス

ボート

2021/8/21

水　泳 2021/5/30

№

-

競技・種目名 市町村名 競技会場名（本大会）大会名
実施予定日

ホッケー6 日光市

7

陸上競技

3 サッカー 第57回全国社会人サッカー選手権大会 2021/10/9 2021/10/13

宇都宮市

矢板市

2021/9/222021/9/182021年度全日本社会人ホッケー選手権大会

2021/8/22

バスケットボール

バレーボール
６人制 第76回国民体育大会　関東ブロック大会

セーリング

2021/11/19小山市立体育館小山市

2021/11/142021/11/13

ウエイトリフティング

2021/9/122021/9/10千葉市稲毛ヨットハーバー 千葉県千葉市

第47回内閣総理大臣杯
令和３年度全日本大学レスリング選手権大会

足利市民体育館足利市レスリング

2021/7/11

16

日光市大沢体育館 2021/10/312021/10/27日光市ボクシング

2021/11/23

15 自転車 第56回　全国都道府県対抗自転車競技大会
2021/9/5

14 ハンドボール 第26回ジャパンオープンハンドボールトーナメント

12

13

11

栃木市

2021/8/11 2021/8/14

ソフトテニス 2021/7/252021/7/23
第66回 全日本実業団ソフトテニス選手権大会（男子）
第65回 全日本実業団ソフトテニス選手権大会（女子）

卓　球

那須塩原市
石川スポーツグラウンドくろいそ（那須塩原市く
ろいそ運動場）テニスコート
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開始日 終了日

　　いちご一会とちぎ国体　競技別リハーサル大会　【競技別】

№ 競技・種目名 市町村名 競技会場名（本大会）大会名
実施予定日

栃木県総合運動公園硬式野球場

宇都宮清原球場

日光市 日光市日光運動公園野球場

小山市 小山運動公園野球場

矢板市 矢板運動公園野球場

益子町 益子町北公園野球場

19 大田原市 第60回全国教職員相撲選手権大会 栃木県立県北体育館

20 那須塩原市 いちご一会とちぎ国体馬術競技リハーサル大会 地方競馬教養センター 2022/6/4 2022/6/5

21 上三川町 第74回全日本フェンシング選手権大会（団体戦） 上三川町体育センター 2021/12/17 2021/12/19

22 宇都宮市 第76回国民体育大会　関東ブロック大会
ユウケイ武道館
（栃木県総合運動公園武道館）

足利市総合運動場硬式野球場

足利市総合運動場軟式野球場

黒羽運動公園多目的運動場

美原公園野球場

美原公園第２球場

24 大田原市 バドミントンＳ/ＪリーグⅡ2021大田原大会 栃木県立県北体育館 2021/11/19 2021/11/21

25 宇都宮市 第68回全日本勤労者弓道選手権大会
ユウケイ武道館
（栃木県総合運動公園武道館）

50m、10m 栃木県ライフル射撃場

BR、BP 栃木県総合教育センター体育館

25m 令和３年度 全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会 栃木県警察学校射撃場 2021/9/18 2021/9/19

27 宇都宮市 第76回国民体育大会　関東ブロック大会
ユウケイ武道館
（栃木県総合運動公園武道館）

佐野市運動公園陸上競技場

佐野市運動公園第１多目的球技場

佐野市運動公園第２多目的球技場

リード

ボルダリング

第76回国民体育大会　関東ブロック大会

2021年関東カヌースプリント選手権大会

第76回国民体育大会　関東ブロック大会

2021年関東カヌースラローム・ワイルドウォーター選手権大会

兼  第77回国民体育大会カヌー競技ﾘﾊｰｻﾙ大会（SL・WW）

31 那須烏山市 第28回インターハイ記念大会 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 2021/7/10 2021/7/11

33 壬生町 いちご一会とちぎ国体銃剣道競技リハーサル大会 栃木県立壬生高等学校体育館

34 栃木市 第62回都道府県対抗なぎなた大会
関東ホーチキにしかた体育館
（栃木市西方総合文化体育館）

36 那須塩原市 第17回栃木県女子社会人アマチュアゴルフ選手権大会 塩原カントリークラブ

37 那須塩原市 第４回　全国高等学校トライアスロン選手権 戸田調整池周辺特設コース

硬　式 宇都宮市 令和4年度（第74回）春季関東地区高等学校野球大会 宇都宮清原球場

軟　式 宇都宮市 令和3年度　第69回春季関東地区高等学校軟式野球大会 栃木県総合運動公園硬式野球場 2021/5/28 2021/6/2

2021/9/12

2022/5予定

銃剣道 2021/8/22

2021/7/8

なぎなた

高等学校野球38

ゴルフ

トライアスロン

2021/11/232021/11/20
内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯
第50回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会

足利スターレーン足利市ボウリング35

相　撲
2021/8/22

中止

馬　術

バドミントン

ソフトボール23

フェンシング

柔　道 2021/6/27

宇都宮市

大田原市 2021/9/202021/9/18第73回全日本総合女子ソフトボール選手権大会

2021/8/162021/8/14第76回国民体育大会　関東ブロック大会足利市

28

剣　道 2021/6/20

26

アーチェリー

29

30

18 軟式野球 第29回東日本軟式野球選手権大会 2021/10/30 2021/11/2

宇都宮市

弓　道

スポーツ
クライミング

ライフル射撃

ラグビーフットボール 2021/8/27第76回国民体育大会　関東ブロック大会佐野市

2022/6/10 2022/6/12

2021/8/29

壬生町

空手道32

2021/7/4谷中湖特設カヌー競技場栃木市スプリント

塩谷町 鬼怒川特設カヌー競技場
スラローム
ﾜｲﾙドｳｫｰﾀｰ

カヌー

 2021/6/4～6
中止

 2021/6/5～6
延期（時期未定）

 2021/5/22～23
中止

2021/6/272021/6/26
第76回国民体育大会　関東ブロック大会
兼第52回関東空手道選手権大会

栃木県立県南体育館小山市

壬生町総合運動場特設会場第９回日本学生スポーツクライミング対校選手権大会

2021/9/202021/9/18令和３年度 全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会
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いちご一会とちぎ国体本大会 特別招待者の範囲 

 

 

  いちご一会とちぎ国体本大会の特別招待者の範囲は、別紙「いちご一会とちぎ国体本

大会 特別招待者の範囲」のとおりとする。 

 

１ 趣旨 

  いちご一会とちぎ国体の総合開会式・総合閉会式に招待する者の範囲を定める。 

 

２ 招待者の範囲設定方針 

  先催県の事例及び本県の状況を勘案の上、設定する。 

 

３ 今後の予定 

実行委員会常任委員会に報告するとともに、国体開催基準要項に基づき、日本スポー

ツ協会と調整の上、報告する。 

 

 

（参考） 

 国民体育大会開催基準要項(2020 年 10 月 15 日版抜粋) 

25 開催県実行委員会及び会場地市町村実行委員会 

(5) 開催県実行委員会は、下記の事項については日本スポーツ協会と調整の上、報

告をしなければならない。 

①大会開催に関する予算及び決算 ②皇族に関する事項 

③実行委員会の規程及び委員 ④大会に関するマスコット ⑤招待者の範囲 

⑥表彰に関する事項 ⑦大会の諸会議日程 ⑧その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 29日 第４回総務企画専門委員会決定事項 

報告事項４ 
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（別紙）

大分類 中分類 小分類

１　都道府県 知事
議会議長
教育長

２　日本オリンピック委員会 顧問
会長
副会長
理事
監事

３　次期開催県等 開催決定県実行委員会事務局長
開催決定県国体局長
開催内定県実行委員会事務局長
開催内定県国体局長
前回開催県実行委員会事務局長
前回開催県国体局長

４　特別協力者 国体特別協力者

１　報道機関 報道関係者

２　県関係 各種行政委員会委員
県スポーツ推進審議会委員

３　市町関係 各市町長
各市町議会議長
各市町教育長
開・閉会式会場地市議会議員
開・閉会式会場地市教育委員
各会場地市町実行委員会事務局長

４　学校関係 (一社)県幼稚園連合会理事長
県保育協議会会長
県民間保育園連盟会長
県日本保育協会会長
県小学校長会会長
県中学校長会会長
県高等学校長会会長
県特別支援学校長会会長
県私立中学高等学校連合会会長
(一社)栃木県専修学校各種学校連合会理事長
各大学・短期大学長
県幼稚園ＰＴＡ連合会会長
県ＰＴＡ連合会会長
県高等学校ＰＴＡ連合会会長
式典協力学校長
県高等学校文化連盟会長

５　体育団体関係 県小学校教育研究会体育部会　部会長
県中学校体育連盟会長
県高等学校体育連盟会長
県女子体育連盟会長
県スポーツ推進委員協議会会長
各市町体育・スポーツ協会等会長
各実施競技団体会長（理事長）

６　県政功労者 県政に功績があった者
７　県実行委員会 実行委員会委員

各専門委員会等委員長及び委員
各部会部会長及び委員

８　特別協力者 国体特別協力者

なお、上記から大会役員及び競技会役員を除くものとする。

県
　
　
外

県
　
　
内

いちご一会とちぎ国体　本大会　特別招待者の範囲

範囲については現時点の案であり、公益財団法人日本スポーツ協会との調整の上、正式決定します。

17



 

 

 

 

いちご一会とちぎ国体冬季大会 招待者の範囲 

 

 

  いちご一会とちぎ国体冬季大会の招待者の範囲は、別紙「いちご一会とちぎ国体冬季

大会 招待者の範囲」のとおりとする。 

 

１ 趣旨 

  いちご一会とちぎ国体冬季大会の開始式・表彰式に招待する者の範囲を定める。 

 

２ 招待者の範囲設定方針 

  先催県の事例及び本県の状況を勘案の上、設定する。 

 

３ 今後の予定 

実行委員会常任委員会に報告するとともに、国体開催基準要項に基づき、日本スポー

ツ協会と調整の上、報告する。 

 

 

（参考） 

 国民体育大会開催基準要項(2020 年 10 月 15 日版抜粋) 

25 開催県実行委員会及び会場地市町村実行委員会 

(5) 開催県実行委員会は、下記の事項については日本スポーツ協会と調整の上、報

告をしなければならない。 

①大会開催に関する予算及び決算 ②皇族に関する事項 

③実行委員会の規程及び委員 ④大会に関するマスコット ⑤招待者の範囲 

⑥表彰に関する事項 ⑦大会の諸会議日程 ⑧その他必要な事項 

 

 

令和３年１月 29日 第４回総務企画専門委員会決定事項 

報告事項５ 
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（別紙）

大分類 中 分 類 小 分 類

１　各都道府県 都道府県知事・議会議長

次の開催都道府県の実行委員会事務局長・国体事務局長及び教育長

(１)　第７８回冬季大会の開催地(岩手県※)

(２)　第７６回冬季大会の開催地(岐阜県・愛知県・秋田県)

３　特別協力者 国体特別協力者

１　報道関係 報道委員会委員・直接大会に協力した報道関係者

２　県関係 スポーツ推進審議会委員

３　市町関係 市町長・議会議長

４　学校関係 大会協力学校長

５　体育団体関係
県中学校体育連盟会長・県高等学校体育連盟会長・県スポーツ推進委
員協議会会長・市スポーツ推進委員会会長

６　県・市政功労者 県政及び市政に功績のあったもの

７　県･市実行委員会 顧問･参与・監事･委員

８　特別協力者 国体特別協力者

なお、上記から大会役員及び競技会役員を除くものとする。

※ 第７８回冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会開催地は未定（岩手県はスキー競技会開催地）

いちご一会とちぎ国体冬季大会　招待者の範囲

県
内

県
外

２　次期開催県等

範囲については現時点の案であり、公益財団法人日本スポーツ協会との調整の上、正式決定します。
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いちご一会とちぎ国体 競技施設整備計画【第５次】 

 

１ 趣旨 

第 77 回国民体育大会の競技施設の整備を計画的かつ円滑に推進するため、「第 77 回国民

体育大会競技施設整備基本方針」及び「同競技施設基準」に基づき、中央競技団体正規視察

の結果を踏まえ、会場地市町村との協議を基に、全体的な整備計画を策定するものである。 

 

２ 対象施設 

・国体本大会正式競技（オリンピック対策追加競技を含む。）及び特別競技の競技施設 

・国体冬季大会正式競技の競技施設 

 

３ 会場変更及び名称変更 

 (1) 会場変更 

会場地 競技名 競技施設名（変更前） 競技施設名（変更後） 

栃木市 なぎなた 学校法人國學院大學栃木学園四十周年記念館 
関東ホーチキにしかた体育館 
（栃木市西方総合文化体育館） 

 (2) 名称変更 

会場地 競技名 競技施設名（変更前） 競技施設名（変更後） 

宇都宮市 

陸上競技 (仮称)総合スポーツゾーン新スタジアム 
カンセキスタジアムとちぎ 
（栃木県総合運動公園陸上競技場） 

水泳 (仮称)総合スポーツゾーン新屋内水泳場 栃木県総合運動公園屋内水泳場 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 
体操 

(仮称)総合スポーツゾーン新体育館 栃木県総合運動公園メインアリーナ 

柔道 
剣道 
弓道 

(仮称)総合スポーツゾーン新武道館 栃木県総合運動公園武道館 

栃木市 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 栃木市総合運動公園総合体育館 
マルワ・アリーナとちぎ 
（栃木市総合運動公園総合体育館） 

那須塩原市 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 那須塩原市くろいそ運動場テニスコート 
石川スポーツグラウンドくろいそ
（那須塩原市くろいそ運動場） 
テニスコート 

 

４ 施設整備区分一覧（令和２年 12 月現在） 

 新設 改修 仮設 既設 計 

県 4 (4) 9 (9) 1 (1) 3 (3) 17 (17) 

市町村 4 (4) 30 (29) 10 (10) 8 (8) 52 (51) 

民間 0 (0) 2 (2) 0 (0) 6 (7) 8 (9) 

計 8 (8) 41 (40) 11 (11) 17 (18) 77 (77) 

※（ ）は【第４次】の施設数 

令和３年２月 26日 第４回常任委員会決定事項 

報告事項６ 
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５ 用語の説明 

(1) 整備区分は次のとおりとする。 

新設 新たに常設の競技施設を整備するもの。 

改修 既存の競技施設を改修するもの（通常の維持修繕を行うものを含まない。）。 

仮設 国体に合わせて臨時的に競技施設を整備するもの（競技施設基準に基づき競技

に直接必要な部分を仮設するものに限る。）。 

既設 既存の競技施設をそのまま使用するもの（通常の維持修繕を行うものを含む。）。 

(2) 施設の概要は、新設は整備後の数値、改修及び既設は現状の数値、仮設は競技施設基

準の数値を記載した。 

(3) 整備年度は、設計等の期間を除き、工事期間のみを記載した。 
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構造･表層 縦(m) 横(m) 面数等
照度
(ﾙｸｽ)

観客席
(固定席)

H29 H30 R1 R2 R3 R4

陸上競技 全種別
ｶﾝｾｷｽﾀｼﾞｱﾑとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場）

1,500 25,000 県 新設 ｽﾀｼﾞｱﾑの新設 H28-R1 ⇒ ⇒ ⇒
更衣室、ｼｬﾜｰ室、
救護室、放送室、
会議室等

栃木県ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 天然芝 105 69 1 1,500 10,013 県 改修
天然芝の張替、ﾄｲﾚ改
修、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置等

R1,R3 ⇒ ⇒
会議室、医務室、更衣
室、放送操作室、貴賓
室、大型映像装置等

宇都宮市河内総合運動公園陸上競
技場

天然芝 105 68 1 − 342 市 既設 − −
会議室、医務室、
更衣室、ｼｬﾜｰ室等

水泳
競泳・全種別
飛込・全種別
ＡＳ・少年女子

栃木県総合運動公園屋内水泳場 2,000 県 新設 屋内水泳場の新設 H30-R2 ⇒ ⇒ ⇒
控室、更衣室、ｼｬﾜｰ
室、救護室、役員室、
放送室、会議室等

栃木県総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ
500

(6面)
569 県 改修

人工芝の張替、夜間照
明設置、観客席増設

R1 ⇒
ﾛｯｶｰ室、更衣室、
ｼｬﾜｰ室等

宇都宮市屋板運動場庭球場 500 − 市 改修
人工芝の張替、ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ
新設、夜間照明改修

R2 ⇒ 屋外ﾄｲﾚ等

宇都宮市清原体育館 RC造 54 38 2 1,700 1,438 市 改修
競技場床塗装、空調設
置、ﾄｲﾚ改修、手すり･ｽ
ﾛｰﾌﾟ改修

R2-R3 ⇒ ⇒
会議室、更衣ﾛｯｶｰ
室、ｼｬﾜｰ室、幼児運
動場、柔剣道場等

栃木県立宇都宮工業高等学校体育
館

RC造 37 29 1 630 − 県 既設 − − 更衣室等

4

体操
体操競技
全種別

1

高等学校野球 硬式

高等学校野球 軟式

⇒

控室、更衣室、ｼｬ
ﾜｰ室、救護室、役
員室、放送室、会
議室等

会議室、役員室、
ﾛｯｶｰ室、医務室等

栃木県総合運動公園硬式野球場 改修
夜間照明設置、ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ
耐震改修、内野ｽﾀﾝﾄﾞ解
体・新築等

H28-R1 ⇒ ⇒

軟式野球

土
天然芝

中堅
122

両翼
98

1 750 15,365 県

⇒

ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、控室、更
衣室、ｼｬﾜｰ室、救
護室、役員室、放
送室、会議室等

宇都宮清原球場
土

人工芝
中堅
122

両翼
97.6

1
2,000

〜
4,000

18,000 市 既設 − −

会議室、医務室、
控室、更衣ﾛｯｶｰ
室、ｼｬﾜｰ室、幼児
体育室等

全種別ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

栃木県総合運動公園ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ RC造 47 76 1,400 3,000 県 新設 体育館の新設 H30-R2 ⇒ ⇒

⇒ ⇒市 改修
床支柱穴設置、競技場
床塗装

R1,R3宇都宮市

ｻｯｶｰ 成年男子

ﾃﾆｽ 全種別

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
6人制

少年男子
少年女子

宇都宮市体育館 RC造 50 38 2 1,300 2,114

成年男子

いちご一会とちぎ国体　競技施設整備計画【第５次】

整備
区分

主な整備内容
整備
年度

整備年次計画
付帯施設等

施設の概要
整備
主体

競技施設名種目･種別競技名
会場地
市町村

日本陸連第1種公認陸上競技場
400ｍﾄﾗｯｸ　9ﾚｰﾝ

日本水泳連盟公認ﾌﾟｰﾙ
50m、10ﾚｰﾝ

25m、8ﾚｰﾝ/飛込兼用

砂入り人工芝ｺｰﾄ16面

砂入り人工芝ｺｰﾄ12面

構造･表層 縦(m) 横(m) 面数等
照度
(ﾙｸｽ)

観客席
(固定席)

H29 H30 R1 R2 R3 R4

いちご一会とちぎ国体　競技施設整備計画【第５次】

整備
区分

主な整備内容
整備
年度

整備年次計画
付帯施設等

施設の概要
整備
主体

競技施設名種目･種別競技名
会場地
市町村

自転車

ﾄﾗｯｸ･ﾚｰｽ
成年男子
少年男子

女子

宇都宮競輪場 2,815 市 既設 − − 応接室等

柔道
成年男子
少年男子

女子

剣道 全種別

弓道 全種別 300 200

25m
成年男子

栃木県警察学校射撃場 RC造 25.16 22.95 16射座
470〜

610
96 県 改修

固定標的装置改修、照
明改修、防弾堤改修

H30-R2 ⇒ ⇒ ⇒
指揮所、控室、倉
庫
※国改修

50m、10m
全種別

栃木県ﾗｲﾌﾙ射撃場 − 県 改修 射撃場改修 R1-R3 ⇒ ⇒ ⇒
審査室、控室、更
衣室、銃器手入室
等

BR、BP
少年男子
少年女子

栃木県総合教育ｾﾝﾀｰ体育館
RC造

一部S造
31 28 1 733 − 県 既設 − −

更衣室、ｼｬﾜｰ室、
研修室

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

少年男子
少年女子

足利市特設ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ会場 − − 市 仮設 ｺｰﾄ増設 R4 ⇒

ﾚｽﾘﾝｸﾞ
成年男子
少年男子

女子
足利市民体育館

RC造
一部S造

39 43 4 745 1,005 市 改修 耐震改修、ﾄｲﾚ改修 H29,R2 ⇒ ⇒
放送室、補助競技
場、会議室、幼児
室、更衣室等

足利市総合運動場硬式野球場
土

天然芝
中堅
122

両翼
98

1 1,145 2,670 市 改修
ｽﾀﾝﾄﾞ改修、諸室等天井
床改修、ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ改修、
ﾄｲﾚ改修、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ改修

H30-R2 ⇒ ⇒ ⇒

会議室、医務室、本部
室、放送室、来賓室、審
判員室、報道室、更衣室
等

足利市総合運動場軟式野球場
土

天然芝
80 112 1 800 − 市 改修 ﾌｪﾝｽ改修、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ改修 R2 ⇒

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ 全種別 足利ｽﾀｰﾚｰﾝ
S造

一部RC
造

36 48.5 40ﾚｰﾝ 600 − 民間 既設 − − 会議室

ﾎﾞｰﾄ 全種別 谷中湖特設ﾎﾞｰﾄｺｰｽ 市 仮設 ｺｰｽ、桟橋等の設置 R3-R4 ⇒ ⇒

ﾏﾙﾜ･ｱﾘｰﾅとちぎ
（栃木市総合運動公園総合体育館）

RC造 46 35 1 960 772 市 改修
給排水設備改修、床張
替

H30-R2 ⇒ ⇒ ⇒
ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、更衣室、ｼｬ
ﾜｰ室、放送室、医務
室、幼児室、研修室等

学校法人國學院大學栃木学園第二
体育館

RC造 46 26 1 470 − 民間 既設 − −
第1ｱﾘｰﾅ、救護室、
会議室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
場、ｼｬﾜｰ室等

足利市

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子

栃木市

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 全種別

⇒
ｻﾌﾞ武道場、控室、
更衣室、ｼｬﾜｰ室、
会議室等

ﾗｲﾌﾙ射撃

宇都宮市

H29-R3 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

750 1,500

県 新設 武道館の新設栃木県総合運動公園武道館 RC造

47.8 37 6

ｺｰｽ長1,000m、6ﾚｰﾝ

ｽﾓｰﾙﾎﾞｱ・ﾗｲﾌﾙ射撃場 28射座
ｴｱ･ﾗｲﾌﾙ射撃場 26射座

近的6人立ち×2
遠的6人立ち×1

1周500m

砂ｺｰﾄ4面
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構造･表層 縦(m) 横(m) 面数等
照度
(ﾙｸｽ)

観客席
(固定席)

H29 H30 R1 R2 R3 R4

いちご一会とちぎ国体　競技施設整備計画【第５次】

整備
区分

主な整備内容
整備
年度

整備年次計画
付帯施設等

施設の概要
整備
主体

競技施設名種目･種別競技名
会場地
市町村

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 全種別 日立栃木体育館 RC造 44 28 1 930 − 民間 既設 − −
ﾛｯｶｰ室、ｼｬﾜｰ室、
会議室、放送室等

ｶﾇｰ
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ
全種別

谷中湖特設ｶﾇｰ競技場 市 仮設 ｺｰｽ、桟橋等の設置 R3-R4 ⇒ ⇒

なぎなた
成年女子
少年女子

関東ﾎｰﾁｷにしかた体育館
（栃木市西方総合文化体育館）

RC造 41 36 2 800 216 市 既設 − −

ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、会議室、
研修室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ﾙｰﾑ、更衣室、ｼｬ
ﾜｰ室

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
6人制

成年男子
佐野市ｱﾘｰﾅたぬま

RC造
一部S造

32 48 2 1,000 384 市 改修 競技場床改修 R2 ⇒
控室、更衣室、ｼｬﾜｰ
室、救護室、役員室、
放送室、会議室等

佐野市運動公園陸上競技場 天然芝 106 73 1 − 1,400 市 改修 天然芝の張替、ﾄｲﾚ改修 R2 ⇒
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ、会議
室、放送室、事務室、
ｼｬﾜｰ室、更衣室等

佐野市運動公園多目的球技場 人工芝 117 80 1 − 200 市 改修 防球ﾈｯﾄ改修 R1 ⇒
ｼｬﾜｰ室、ﾛｯｶｰﾙｰ
ﾑ等

成年男子
女子

（仮称）佐野市運動公園運動広場 人工芝 125 90 1 − 500 市 新設 ﾗｸﾞﾋﾞｰ場の新設 R1-R2 ⇒ ⇒
ｼｬﾜｰ室、ﾛｯｶｰﾙｰ
ﾑ等

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
6人制

成年女子
2 1,500

卓球 全種別 12 1,300

今市青少年ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ人工芝競技
場

人工芝 109 76 1 − 270 民間 改修
人工芝張替、ﾄｲﾚ改修、
更衣ｼｬﾜｰ室設置

R1-R2 ⇒ ⇒
ﾎｯｹｰ場（ｸﾚｰ・
天然芝、研修室

日光市ﾎｯｹｰ場 人工芝 114 78 1
200〜

400
400 市 既設 − − 管理棟

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ
成年男子
成年女子
少年男子

日光市大沢体育館
RC造

一部S造
47.2 34.6 2

1,200
以上

− 市 改修 照明改修 R1 ⇒ 会議室、研修室等

軟式野球 成年男子 日光市日光運動公園野球場
土

天然芝
中堅
120

両翼
92

1 410 400 市 改修
天然芝の張替、ﾌｪﾝｽ等ﾗ
ﾊﾞｰ設置、ﾌｧｰﾙﾎﾟｰﾙ改
修、ﾄｲﾚ改修

R1-R3 ⇒ ⇒ ⇒

ｽｹｰﾄ
ｽﾋﾟｰﾄﾞ
全種別

日光市霧降ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ 1 300 756 市 改修
冷凍機・冷却塔改修、ﾘﾝ
ｸ路面改修、諸室防水改
修等

R1-R3 ⇒ ⇒ ⇒ 管理棟、記録室等

控室、更衣室、多
目的室、放送室、
会議室等

ﾎｯｹｰ 全種別

日光市

⇒ ⇒市 改修
照明改修、空調改修、床
支柱穴設置、ﾄｲﾚ改修等

R1ｰR2
RC造

一部S造
35 47 1,514鹿沼市

栃木市

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ

少年男子佐野市

TKCいちごｱﾘｰﾅ
（鹿沼総合体育館）

ｺｰｽ長500m以上、9ﾚｰﾝ

400m公認基準
ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾗｯｸ

構造･表層 縦(m) 横(m) 面数等
照度
(ﾙｸｽ)

観客席
(固定席)

H29 H30 R1 R2 R3 R4

いちご一会とちぎ国体　競技施設整備計画【第５次】

整備
区分

主な整備内容
整備
年度

整備年次計画
付帯施設等

施設の概要
整備
主体

競技施設名種目･種別競技名
会場地
市町村

ｽｹｰﾄ
ﾌｨｷﾞｭｱ
全種別

ｱｲｽﾎｯｹｰ 全種別

ｽｹｰﾄ
ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ

全種別

日光市細尾ﾄﾞｰﾑﾘﾝｸ S造 61 30 1 1,500 60 市 改修
冷凍機・冷却塔改修、ｽｺ
ｱﾎﾞｰﾄﾞ改修、観客席改修
等

R2-R3 ⇒ ⇒

水泳
水球

少年男子
女子

栃木県立温水ﾌﾟｰﾙ館
RC造

一部S造
50 25 1 1,500 1,000 県 改修

照明改修、送風機改修、
音響設備改修、中央監
視装置改修、ﾄｲﾚ改修等

R3-R4 　 ⇒ ⇒

会議室、放送室、監視員
室、控室、医務室、更衣
室、ｼｬﾜｰ室、ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰ、
採暖室等

体操
新体操

少年女子
1 1,460

空手道 全種別 4
1,460
可動
540

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
成年男子
少年男子

女子
小山市立体育館

RC造
一部S造

38 49.5 1 1,511 702 市 新設 体育館の新設 R1-R3 ⇒ ⇒ ⇒

ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、研修室、多目
的ｽﾀｼﾞｵ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室、
ﾛｯｶｰ室、ｼｬﾜｰ室、医務
室、放送室等

軟式野球 成年男子 小山運動公園野球場
土

天然芝
中堅
115

両翼
95

1 750 3,000 市 改修
夜間照明設置、内外野
防護ﾏｯﾄ改修、ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ
改修

H29 ⇒
本部室、放送室、
審判員室等

真岡市総合運動公園陸上競技場 天然芝 105 68 1 − 576 市 改修 更衣室・ｼｬﾜｰ室増設 H30 ⇒
本部室、放送室、
救護室、更衣室、
ｼｬﾜｰ室、ﾄｲﾚ等

真岡市総合運動公園運動広場1 人工芝 105 68 1 200 252 市 新設 ｻｯｶｰ場の新設 R2-R3 ⇒ ⇒

相撲
成年男子
少年男子

1
1,500
可動
534

ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ 全種別 8 1,500

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 美原公園野球場
土

天然芝
中堅
116

両翼
95

1 － 3,000 市 既設 － － 本部室、放送室

事務室、研修室、
放送室、控室、医
務室、更衣室、ｼｬ
ﾜｰ室等

⇒ ⇒ ⇒ ⇒1,500 県 改修

遮光ｶｰﾃﾝ改修、照明改
修、吊物設備改修、ﾄｲﾚ
改修、中央監視装置改
修

H30-R3

大田原市

栃木県立県北体育館
SRC造

一部S造

⇒

ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、柔道場、
剣道場、会議室、
放送室、控室、医
務室、更衣室、ｼｬ
ﾜｰ室等

真岡市 ｻｯｶｰ 少年男子

ﾛｯｶｰﾙｰﾑ、控室、ﾄ
ｲﾚ等

小山市

栃木県立県南体育館
RC造

一部S造
50 38 1,700 県 改修

照明改修、ﾄｲﾚ改修、中
央監視装置改修、吸収
冷温水発生機改修

R1-R4 ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

選手控室、競技役
員控室、審判員控
室、放送室、会議
室等

今市青少年ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ屋内ｽｹｰﾄﾘﾝ
ｸ

ｱｲｽﾎｯｹｰ 全種別

日光市

S造 60 30 1 694 − 民間 改修
ﾘﾝｸﾌｪﾝｽ改修、照明改
修、天井膜設置、ｷｭｰﾋﾞｸ
ﾙ更新

R2-R3

⇒ ⇒ ⇒栃木県立日光霧降ｱｲｽｱﾘｰﾅ SRC造 60 30 1 3,224 1,604 県 改修

漏水対策工事、製氷設
備改修、ﾘﾝｸ凍上対策工
事、空調設備改修、音響
設備工事、暖房設備改
修、ﾄｲﾚ改修

R1-R3

50 40
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構造･表層 縦(m) 横(m) 面数等
照度
(ﾙｸｽ)

観客席
(固定席)

H29 H30 R1 R2 R3 R4

いちご一会とちぎ国体　競技施設整備計画【第５次】

整備
区分

主な整備内容
整備
年度

整備年次計画
付帯施設等

施設の概要
整備
主体

競技施設名種目･種別競技名
会場地
市町村

成年女子 美原公園第2球場 土
中堅

95
両翼

91
1 1,000 800 市 改修

壁防護ﾏｯﾄ設置、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
排水改修

R2 ⇒
本部室、会議室、
放送室、更衣室等

少年女子 大田原ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ
土

天然芝
中堅

65
両翼

65
2

A面
1,000

－ 市 既設 － －
会議室、更衣室兼
ｼｬﾜｰ室等

成年男子 黒羽運動公園多目的運動場 土
中堅

85
両翼

85
2

A面
1,000

－ 市 既設 － －
会議室、更衣室、
ｼｬﾜｰ室

矢板運動公園陸上競技場 天然芝 112 72 1 － 700 市 改修
天然芝の張替、ﾄｲﾚ改
修、放送室等改修、ﾌｪﾝ
ｽ改修

R2-R3 ⇒ ⇒
放送室、更衣室、
器具庫等

矢板運動公園ｻｯｶｰ場 天然芝 140 80 1 － － 市 改修 天然芝の張替、ﾄｲﾚ改修 R1-R2 ⇒ ⇒ 更衣室等

軟式野球 成年男子 矢板運動公園野球場
土

天然芝
中堅
122

両翼
97.6

1 － 1,000 市 改修 ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ改修 R1 ⇒
本部室、放送室、
審判控室、会議室
等

ｻｯｶｰ 少年女子 那須塩原市青木ｻｯｶｰ場ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞB 人工芝 120 81 1 － 1,215 市 改修 人工芝への張替等 H30 ⇒ 管理棟、体育館

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 全種別
石川ｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗｳﾝﾄﾞくろいそ（那須塩原
市くろいそ運動場）ﾃﾆｽｺｰﾄ

500 960 市 改修 ｺｰﾄ増設等 H30 ⇒
管理棟、体育館、
武道館

馬術
成年男子
成年女子

少年
地方競馬教養ｾﾝﾀｰ 市 仮設 馬術競技場整備 R2-R4 ⇒ ⇒ ⇒

女子 塩原ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 民間 既設 − −
控室、更衣室、浴
室、ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ

成年男子 ﾎｳﾗｲｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 民間 既設 − −
控室、更衣室、浴
室、ｺﾃｰｼﾞ、ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝ
ｸﾞﾚﾝｼﾞ

少年男子 西那須野ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 民間 既設 − −
控室、更衣室、浴
室、ｺﾃｰｼﾞ、ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝ
ｸﾞﾚﾝｼﾞ

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ
成年男子
成年女子

戸田調整池周辺特設ｺｰｽ 市 仮設 ｺｰｽ設営 R3-R4 　 ⇒ ⇒

さくら市 ｻｯｶｰ 成年男子 さくら市総合公園さくらｽﾀｼﾞｱﾑ 天然芝 105 68 1 200 312 市 改修 ﾄｲﾚ改修 R3 ⇒
更衣室兼ｼｬﾜｰ室、
救護室、会議室

那須烏山市 ｱｰﾁｪﾘｰ 全種別
那須烏山市緑地運動公園多目的競
技場

市 仮設 ｱｰﾁｪﾘｰ場設営 R3-R4 ⇒ ⇒

下野市 ｻｯｶｰ 少年男子 下野市大松山運動公園陸上競技場 天然芝 107 75 1 200 348 市 新設 ｻｯｶｰ場の新設 H29-H30 ⇒ ⇒
更衣室、ｼｬﾜｰ室、
本部室、放送室、
会議室、救護室等

那須塩原市

ｺﾞﾙﾌ

大田原市 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

矢板市

ｻｯｶｰ 少年女子

ｽｲﾑ1.5km、ﾊﾞｲｸ40km、ﾗﾝ10km

18ﾎｰﾙ

18ﾎｰﾙ

18ﾎｰﾙ

砂入り人工芝ｺｰﾄ20面

障害馬術競技場1面
馬場馬術競技場1面

射程距離70m

構造･表層 縦(m) 横(m) 面数等
照度
(ﾙｸｽ)

観客席
(固定席)

H29 H30 R1 R2 R3 R4

いちご一会とちぎ国体　競技施設整備計画【第５次】

整備
区分

主な整備内容
整備
年度

整備年次計画
付帯施設等

施設の概要
整備
主体

競技施設名種目･種別競技名
会場地
市町村

下野市 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 全種別 下野市石橋体育ｾﾝﾀｰ
SRC造

一部RC造
44.1 30.8 1 600 － 市 改修

照明改修、防護ﾏｯﾄ設置
等

R2 ⇒
更衣室、放送室、
会議室等

上三川町 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 全種別 上三川町体育ｾﾝﾀｰ
RC構造
一部S造

42 34.5 8 400 － 町 改修
耐震改修、体育館増築
等

R1-R2 ⇒ ⇒
ﾛﾋﾞｰ、更衣室、ｼｬﾜｰ
室、ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ、卓
球室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ等

ｻｯｶｰ 少年男子 益子町南運動公園陸上競技場 天然芝 105 68 1 － 364 町 改修 ﾄｲﾚ改修、天然芝の張替 H30,R3 ⇒ ⇒
更衣室、ｼｬﾜｰ室、
放送室等

軟式野球 成年男子 益子町北公園野球場
土

天然芝
中堅
120

両翼
99

1
560～
1,170

630 町 改修
ﾄｲﾚ改修、BSO表示設置
等

H30,
R2-R3

⇒ ⇒ ⇒ 更衣室、会議室等

茂木町 体操
ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ

男子
女子

茂木町民体育館
RC造

一部S造
34 48 2 1,000 444 町 改修 ﾄｲﾚ改修 R3 ⇒

ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ、会議室、
更衣室等

市貝町 水泳

ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ
ｽｲﾐﾝｸﾞ
男子
女子

塩田調整池特設ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ
競技場

町 仮設 ｺｰｽ設営 R4 ⇒

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ
ﾘｰﾄﾞ

ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ
全種別

壬生町総合運動場特設会場 町 仮設 ｳｫｰﾙ設置等 R3-R4 ⇒ ⇒

銃剣道
成年男子
少年男子

栃木県立壬生高等学校体育館 RC造 31.7 27.7 1 600 － 県 既設 － － 更衣室等

野木町 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 全種別 野木町立野木中学校体育館 RC造 58 30 1 800 － 町 改修
照明改修、遮光ｶｰﾃﾝの
設置、競技場床研磨塗
装、ﾄｲﾚ改修

H29,R2 ⇒ ⇒ 更衣室等

塩谷町 ｶﾇｰ

ｽﾗﾛｰﾑ
ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ

成年男子
成年女子

鬼怒川特設ｶﾇｰ競技場 町 仮設 ｺｰｽ設営 R2-R4 ⇒ ⇒ ⇒

那須町 自転車

ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ
成年男子
少年男子

女子

那須町特設ﾛｰﾄﾞﾚｰｽｺｰｽ 町 仮設 ｺｰｽ設営 R3-R4 ⇒ ⇒

千葉市 ｾｰﾘﾝｸﾞ 全種別 千葉市稲毛ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ 県 仮設 ｺｰｽ設営 R3-R4 ⇒ ⇒

益子町

壬生町

ﾘｰﾄﾞｳｫｰﾙ2面
ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞｳｫｰﾙ2基

2海面

1周10㎞以上

ｺｰｽ長1,500m

ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾑ5㎞
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いちご一会とちぎ国体競技会における新型コロナウイルス感染症 

感染防止対策ガイドラインについて 

 

１ 概要 

  いちご一会とちぎ国体の競技会開催に当たり、新型コロナウイルスの感染防止のため、

競技会における各主体の役割分担や参加者が遵守すべき事項を定めるとともに、市町、

市町実行委員会及び各競技団体において実施することが望ましい標準的な対策をとり

まとめたもの。 

 

２ 対象競技 

  いちご一会とちぎ国体の各競技会（正式競技、特別競技、公開競技、デモンストレー

ションスポーツ及び競技別リハーサル大会） 

 

３ ガイドラインの位置付け 

 

                       ※各ガイドライン等の名称は略称 

４ その他 

  本ガイドラインは、次のことを踏まえ随時改訂を行う。 

  ・新型コロナウイルス感染症の感染状況 

  ・競技別リハーサル大会におけるガイドライン運用上の課題等の整理、検証 

  ・東京オリンピック・パラリンピック及び三重国体における大会運営、感染防止対策

の状況 

  ・国民体育大会開催における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する基本方針（(公

財)日本スポーツ協会）の改訂 

 

５ 今後のスケジュール 

  令和３（2021）年８月  日本スポーツ協会国体委員会で報告

令和３年７月９日 第６回競技運営専門委員会決定事項 

報告事項７ 
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いちご一会とちぎ国体競技会における新型コロナウイルス感染症 

感染防止対策ガイドラインの主な内容 

 

１ 共通項目 

  市町実行委員会や各競技団体において実施することが望ましい共通的な感染予防対策 

  ・手指衛生の励行、マスク着用、３密の回避 等 

 

２ 役割分担 

  県実行委員会、市町実行委員会、各競技団体等の役割分担 

  ・県実行委員会………ガイドラインの作成、関係機関との調整 等 

  ・市町実行委員会……ガイドラインに基づく競技会場における感染防止対策の検討、 

実施 等 

  ・各競技団体…………選手等の体調把握 等 

 

３ 参加者において遵守すべき事項 

  選手や競技関係者、観客、報道員等の参加者に求める感染防止対策 

  ・入場時に検温を受けること、体調管理チェックシートを提出（又は体調管理アプリ

「GLOBAL SAFETY」を提示）すること、観覧席の移動や大声による応援を控えること 

等 

 

４ 競技会場において実施すべき事項 

  市町実行委員会や各競技団体が競技会場において実施することが望ましい 感染防止対策 

  ・受付等…………透明ビニールカーテン等の設置や動線を区分すること 等 

  ・トイレ等………身体的距離をおいて並べるよう目印を設置すること 等 

  ・控室等諸室……レイアウトの工夫により密を回避すること 等 

  ・観客席…………座席位置の記録等、観戦時の注意事項を掲示すること 等 

  ・売店等…………金銭のやり取りはトレーを介して行うこと 等 

 

５ 宿泊、輸送 

  県実行委員会や市町実行委員会が宿泊施設や宿泊者、バス事業者等に依頼する感染防

止対策 

  ・宿泊施設・バス事業者等…最新の業種別ガイドラインを遵守すること 等 

 

６ 各種会議、開始式等 

  監督会議や開始式等を行うに当たり求められる感染予防対策 

  ・監督会議…議題見直し、参加人数の制限、オンラインでの実施 等 

  ・開始式等…参加人数の制限、時間短縮 等 
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いちご一会とちぎ国体競技会における 

新型コロナウイルス感染症 感染防止対策ガイドライン 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３(2021)年８月 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会 
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１ はじめに 

  本ガイドラインは、「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイド

ライン」（公益財団法人日本スポーツ協会・公益財団法人日本障がい者スポー

ツ協会）や「国民体育大会開催における新型コロナウイルス感染拡大防止に関

する基本方針」（公益財団法人日本スポーツ協会）、各中央競技団体等が定める

ガイドライン、各業界団体が定めるガイドライン、「新型コロナウイルス感染

症対策に係る栃木県の基本的対応方針」等を参考に作成したものである。 

 

２ 目的 

  本ガイドラインは、第 77 回国民体育大会（以下「いちご一会とちぎ国体」

という。）の競技会開催に当たって新型コロナウイルス感染症の感染防止のた

め、競技会における、各主体の役割分担や参加者が遵守すべき事項を定めると

ともに、市町、市町実行委員会及び各競技団体において実施することが望まし

い標準的な対策をとりまとめたものである。 

  なお、競技固有の特性により必要となる対策は、各中央競技団体等が定める

ガイドラインに従い実施するものとする。 

  また、本ガイドラインは、現時点での新型コロナウイルス感染症の感染状況

に基づいてとりまとめたものであり、今後の感染拡大等の状況に応じて随時

改訂を行うものとする。 

 
３ 対象競技 

  本ガイドラインは、いちご一会とちぎ国体の正式競技、特別競技、公開競技、

デモンストレーションスポーツ及び競技別リハーサル大会に位置付けられた

競技会を対象とする。 

  ただし、競技別リハーサル大会のうち、関東ブロック大会等として開催され

る競技会で別途実行委員会や競技団体等主催者が定めたガイドラインがある

場合には、当該ガイドラインを適用する。 

 

４ 共通項目 

 (1) 感染防止対策 

ア 手指衛生の励行 

・会場では、出入口、受付、控室など、各所に手指用のアルコール消毒液

（以下「手指消毒アルコール」という。）を設置し、常時、手指の消毒が
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可能な環境を整える。 

・会場の手洗い場には、石鹸（ポンプ式が望ましい）を用意するとともに、

手洗い啓発ポスターを掲示し、来場者に対しこまめな手洗いを促す。 

 ・来場者に対し手洗い後に手を拭くためのマイタオルの持参を求める。 

イ マスク着用の徹底 

  会場では、マスク着用の掲示や着用を促すアナウンスを随時行うととも

に、会場を巡回してマスク未着用の者には個別に着用を促す。 

ウ ３密の回避 

(ｱ) 密閉の回避 

・選手控室、役員控室やプレスセンターなどの個室については、可能な

限り、窓の開放及び換気扇の利用により、定期的（目安：毎時２回）

な換気を実施する。 

(ｲ) 密集の回避 

・会場においては、人と人との接触を可能な限り避け身体的距離（でき

るだけ２ｍ、最低１ｍ）を確保できる対策を講じる。 

・受付、シャトルバス乗り場、トイレ、おもてなしスペースなど、人が

並ぶ可能性がある場所では、目印の設置やスタッフによる呼びかけな

どにより、可能な限り身体的距離を確保するための対策を講じる。 

(ｳ) 密接の回避 

・受付など人と人が近距離で対面して話す場所には、可能な限り飛沫感

染防止のため透明ビニールカーテン又はアクリル板等を設置する。設

置できない場合、受付等の担当者はフェイスシールド等を着用する。 

(ｴ) ゾーニングの確保 

・ID 所持者と観客の動線は明確に分け、立入禁止の掲示やロープなど

で、両者が交わることがないようゾーニングを行う。 

(2) 参加・入場について 

ア 会場地入り（来県日または競技会場へ来場する初日）の 14 日前の時点

もしくはそれ以降に、次の事項が確認された場合、参加・来場しないこ

と及び入場できないことを事前に周知する。 

 (ｱ) 体調が良くない場合 

(例：発熱（37.5℃以上）・咳・喉の痛み、倦怠感、味覚嗅覚の異常な

ど) 
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 (ｲ) 新型コロナウイルス感染症感染者との濃厚接触がある場合 

 (ｳ) 同居家族や身近な人に感染が疑われる者がいる場合 

 (ｴ) 会場地入り前 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必

要とされている国、地域等への渡航歴がある場合 

 (ｵ) 会場地入り前 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必

要とされている国、地域等への渡航歴がある者又は当該国、地域等の在

住者との濃厚接触がある場合 

  イ 全ての入場者に対し、入場時に、非接触型体温計・サーモグラフィー等

による検温を実施する。 

(3) その他 

  ア 全ての参加者に対し、厚生労働省の接触確認アプリ「COCOA」及び栃

木県の「栃木県新型コロナ対策パーソナルサポート」の活用を促すため、

事前登録の周知や会場に QR コードを掲示する。 

  イ 喫煙は新型コロナウイルス感染症重症化のリスク因子と考えられてい

るため、禁煙を強く推奨する。 

 
５ 役割分担 

 (1) 県実行委員会 

  ア 本ガイドラインの改訂 

  イ 感染症対策に関し、必要に応じ関係機関との調整を行う。 

 (2) 市町実行委員会 

  ア 本ガイドライン等に基づき、各競技会場における具体的な感染防止対

策を競技団体と検討し、実施する。 

  イ 体調管理チェックシート又は健康管理アプリ「GLOBAL SAFETY」（以

下「健康管理アプリ」という。）等により参加者（競技会役員、競技会係

員、競技会補助員、ボランティア、観客、報道員、視察員、会場設営・売

店事業者等）の体調把握を行う。 

  ウ 提出された体調管理チェックシートは保管し、保管期間終了後（提出か

ら１か月以上経過後）は廃棄する。 

 (3) 競技団体 

  ア 体調管理チェックシート又は健康管理アプリにより参加者（競技役員、

競技補助員）の体調把握を行うとともに、体調管理チェックシート（競技

役員、競技補助員、選手団分）については取りまとめの上、市町実行委員
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会へ提出する。 

  イ 本ガイドライン及び各中央競技団体等が定めるガイドラインに基づき、

適切な感染防止対策を講じた競技運営を実施する。 

 (4) 選手団 

  ア 体調管理チェックシート又は健康管理アプリにより参加者（選手・監督

（チームスタッフを含む））の体調把握を行うとともに、体調管理チェッ

クシート（様式１又は様式２）については取りまとめの上、競技団体へ提

出する。 

  イ 本ガイドライン及び中央競技団体等が定めるガイドラインを遵守する

ことにより、感染防止に努める。 

 

６ 参加者において遵守すべき事項 

 (1) 選手・監督（チームスタッフを含む） 

  ア 体調管理チェックシート（様式１）により、競技会参加日の 14 日前か

ら健康状態等を記録し、競技会参加初日に競技団体へ提出する。また、期

間中は毎日、体調管理チェックシート（様式２）により、健康状態等を記

録し、競技団体へ提出する。なお、代表受付を行う場合は、代表者が全員

分の体調管理チェックシート（様式１又は様式２）の記載を確認した上で、

体調管理チェックシート総括表（様式３）を添付して競技団体へ提出する。 

    なお、健康管理アプリの利用が認められている競技会については、体調

管理チェックシートへの記録及び提出を健康管理アプリへの記録及び画

面提示に代えることができる（観客を除く体調管理チェックシートの扱

いに関し、以下同じ）。 

  イ 競技中及びウォームアップ中を除き、原則としてマスクを着用する。 

 (2) 競技役員・競技補助員 

  ア 体調管理チェックシート（様式１）により、競技会参加日の 14 日前か

ら健康状態等を記録し、競技会参加初日に競技団体へ提出する。また、期

間中は毎日、体調管理チェックシート（様式２）により、健康状態等を記

録し、競技団体へ提出する。競技団体の代表者は、全員分の体調管理チェ

ックシート（様式１又は様式２）の記載を確認した上で、市町実行委員会

へ提出する。 

  イ 会場内では、原則としてマスクを着用する。 
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 (3) 競技会役員、競技会係員、競技会補助員、ボランティア 

  ア 体調管理チェックシート（様式１）により、競技会参加日の 14 日前か

ら健康状態等を記録し、競技会参加初日に市町実行委員会へ提出する。ま

た、期間中は毎日、体調管理チェックシート（様式２）により、健康状態

等を記録し、市町実行委員会へ提出する。 

  イ 会場内では、原則としてマスクを着用する。 

 (4) 報道員 

  ア 体調管理チェックシート（様式１）により、競技会参加日の 14 日前か

ら健康状態等を記録し、競技会参加初日に市町実行委員会へ提出する。ま

た、期間中は毎日、体調管理チェックシート（様式２）により、健康状態

等を記録し、市町実行委員会へ提出する。 

  イ 会場内では、原則としてマスクを着用する。 

  ウ 取材は事前申請とし、取材日ごとに受付を行うとともに、報道員ＩＤと

報道員ビブス及び自社腕章を着用する。 

  エ 取材人数は、出来る限り少なくする。 

  オ 囲み取材・インタビューは、競技者同意のもと、身体的距離（取材対象

者、取材者及び取材者同士の距離）を確保するとともに、簡潔に短時間で

実施する。 

 (5) 視察員 

  ア 体調管理チェックシート（様式１）により、競技会参加日の 14 日前か

ら健康状態等を記録し、競技会参加初日に市町実行委員会へ提出する。ま

た、期間中は毎日、体調管理チェックシート（様式２）により、健康状態

等を記録し、市町実行委員会へ提出する。 

  イ 会場内では、原則としてマスクを着用する。 

 (6) 会場設営・売店事業者等 

  ア 体調管理チェックシート（様式１）により、競技会場で業務に従事する

日の 14 日前から健康状態等を記録し、業務に従事する初日に市町実行委

員会へ提出する。また、期間中は毎日、体調管理チェックシート（様式２）

により、健康状態等を記録し、市町実行委員会へ提出する。 

  イ 会場内では、原則としてマスクを着用する。 

 (7) 観客 

  ア 氏名及び連絡先の提出等、市町実行委員会の要請に協力する。 
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  イ 観覧席の移動は極力行わないこととし、座席番号を写真に撮るなど観

覧位置を記録するよう努める。 

  ウ 会場内では、原則としてマスクを着用する。 

  エ 飛沫感染や接触感染防止のため、次の応援は控える。 

   (ｱ) 大声で歌を歌う、大声を出しての応援、指笛 

   (ｲ) メガホン、トランペットなど道具・楽器の使用 

   (ｳ) ハイタッチ、肩組み 

   (ｴ) タオル・フラッグ等を振り回す 

  オ 市町実行委員会から体調管理チェックシートの記入、提出の要請があ

った場合は協力する。 

 (8) その他 

  ア 入場時には、非接触型体温計・サーモグラフィー等による検温を受ける。 

  イ 食事の際は、対面での飲食を避け、会話は自粛する。会話が必要な場合

は、食事中であってもマスクを着用する。 

  ウ 競技会場内では、市町実行委員会等の案内及び指示に従う。 

  エ 競技会参加後又は会場業務従事後 14 日間は、体調管理チェックシート

により健康状態等を確認する。 

 
７ 競技会場において実施すべき事項 

 (1) 競技エリア 

   競技固有の特性により必要となる対策は、各中央競技団体等が定めるガ

イドラインに従い実施する。 

 (2) 受付等 

  ア 人と人が対面する場所には、透明ビニールカーテン又はアクリル板等

を設置する。設置できない場合、受付等の担当者はマスクのほかフェイス

シールド等を着用する。 

  イ 身体的距離をおいて並べるように目印の設置等を行う。 

  ウ 受付や入退場時の滞留、密集を回避するため、事前申請や代表受付、時

間差入場、動線区分等の措置を講じる。 

  エ 受付や招集所では、大声を出さないように、案内表示の掲示やハンドマ

イク等を活用する。 

 (3) 手洗い場所・トイレ 

  ア 手洗い場には石鹸（ポンプ式が望ましい）を用意する。また、手洗い後
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に手を拭くためのペーパータオルを必要に応じて用意する（手指を乾燥

させる設備は使用しない）。 

  イ トイレ内の不特定多数の者が触れると考えられる場所（ドアノブ、水洗

トイレのレバー等）については、こまめに消毒する。 

  ウ 身体的距離をおいて並べるように目印の設置等を行う。 

 (4) 控室・更衣室等の諸室 

  ア 広さにはゆとりを持たせ、レイアウトを工夫し、密になることを避ける。 

  イ ゆとりを持たせることが難しい場合は、一度に入室する人数を制限す

る又は別室を用意する等の措置を講じる。 

  ウ 不特定多数の者が触れると考えられる場所（ドアノブ、ロッカーの取手、

テーブル、椅子等）については、こまめに消毒する。 

  エ 換気扇を回す、窓を開ける等、換気に配慮する。 

 (5) 観客席 

  ア 屋内競技では収容定員の 50％以内とする。 

  イ 屋外競技で、収容定員のある会場は、収容定員の 50％以内とする。 

  ウ 収容定員のない会場は、人と人との距離を十分に確保する（１ｍ以上）。 

  エ 仮設スタンド等、収容可能人数の算出が可能な観客席を設置する場合

は、収容可能人数の 50％以内とする。 

  オ 選手団用の座席を設ける場合は、一般の観客席と区分けし、極力離れた

場所とする。 

  カ 観客席には、座席位置の記録や応援時の禁止事項等、観戦時の注意事項

を掲示する。 

 (6) 取材エリア 

  ア 取材は事前申請とし、取材日ごとに受付を行う。 

  イ 競技や会場の特性に応じて、取材エリアや撮影場所、取材ルールを定め、

報道員へ周知する。 

  ウ 取材場所は、アクリル板の設置や目印の設置等で身体的距離を確保す

るほか、オンラインでの実施等も検討する。 

 (7) おもてなし、売店、休憩所等 

  ア 出店（出展）場所には、透明ビニールカーテン又はアクリル板等を設置

する。 

  イ 出店（出展）者は、マスク・手袋等を着用し、金銭のやり取りはトレー
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を介して行う。 

  ウ 参加者が距離をおいて（できるだけ２ｍ、最低１ｍ）並べるように目印

の設置等を行う。 

  エ 休憩所を設置する場合は、密を避けることができるよう座席数や席の

配置に留意する。対面での飲食は避けるとともに、食事中の会話は自粛す

る。設置する備品（テーブル・いす等）はこまめに消毒する。 

  オ これらア～エの感染防止対策を講じることができない場合は、設置を

中止する。 

 
８ 宿泊、輸送 

 (1) 宿泊 

  ア 県実行委員会及び市町実行委員会が実施（合同配宿業務） 

   (ｱ) 宿泊施設に対し、最新の業種別ガイドライン（「宿泊施設における新

型コロナウイルス対応ガイドライン」（全国旅館ホテル生活衛生同業組

合連合会、日本旅館協会、全日本シティホテル連盟））の遵守を依頼す

る。 

   (ｲ) 宿泊者に対し、下記「宿泊に当たっての留意事項」について協力依頼

を行う。 

  イ 市町実行委員会が実施（合同配宿業務の対象とならない競技等） 

    宿泊者に対し、下記「宿泊に当たっての留意事項」について協力依頼を

行う。 

   【宿泊に当たっての留意事項】 

    ① 基本的な感染防止対策の徹底 

     ・身体的距離を確保し、従業員や他の宿泊者との接触を避ける。 

     ・マスクを着用する。 

     ・定期的に手洗い、手指消毒を行う。 

     ・入館時の検温等、感染防止のために行う宿泊施設の指示に従って行

動する。 

     ・宿泊施設滞在中は、不要不急の外出を控える。 

    ② フロント、ロビー、エレベーター等の共用スペース 

     ・フロントでの手続きは代表者がまとめて行う。 

     ・ロビーでの待機時、エレベーター利用時等は、分散して三密を避け

る。 
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    ③ 客室 

     ・同室者がいる場合は、客室内でもマスクを着用する。 

     ・定期的に窓を開けて換気を行う。空調による換気が可能な場合は常

時換気を行う。 

     ・トイレ使用後はフタを閉めてから水洗する。 

    ④ 食事会場 

     ・会場に入る前に手洗い・手指消毒を行い、食事開始までマスクを着

用する。 

     ・宿泊施設から着席方法や滞在時間について指示があった場合には、

これに従う。 

     ・食事中の会話は自粛する。会話が必要な場合は、食事中であっても

マスクを着用する。 

    ⑤ 浴室等 

     ・浴室、脱衣場及び休憩室では、他の者との対人距離を確保し、会話

を控える。 

 (2) 輸送 

   市町実行委員会は、バス事業者その他の交通事業者（以下「バス事業者等」

という。）及びバス等利用者に次の感染防止対策を徹底するよう依頼する。 

  ア バス事業者等に対し、業種別ガイドライン（「バスにおける「新型コロ

ナウイルス感染症対策ガイドライン」（日本バス協会）、「タクシーにおけ

る新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」（全国ハイヤー・タクシ

ー協会））の遵守を依頼する。 

  イ バス等利用者に対し、下記「バス等利用に当たっての留意事項」につい

て協力依頼を行う。 

   【バス等利用に当たっての留意事項】 

    ① 基本的な感染防止対策の徹底 

     ・マスクを着用する。 

     ・飲食はできる限り控え、食事中の会話は自粛する。特に大声による

会話は行わない。 

     ・乗車前に手指を消毒する。 

    ② 乗車時及び降車時 

     ・乗車待機時は、できる限り身体的距離を確保する。 
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     ・通路に立ち列ができないよう、順次に乗車又は離席する。 

    ③ 乗車中 

     ・できる限り他の利用者と距離を置いて着席する。 

     ・往路・復路で同じ利用者が乗車する場合には、できる限り同じ席に

着席する。 

 
９ 各種会議、開始式等 

 (1) 監督会議等 

  ア 監督会議等については、会議での伝達事項や議題等を見直した上で、実

施の要否やオンラインでの実施など実施方法について検討する。 

  イ 監督会議等を実施する場合は、会議の運営方法や議題等の見直しによ

る時間短縮や参加人数の制限等の感染防止対策を講じる。 

 (2) 開始式、表彰式等 

  ア 各競技の開始式は、感染防止の観点から、原則実施しない。諸般の事情

により実施する必要がある場合には、参加人数の制限による間隔の確保

やプログラムの見直しによる時間短縮など感染防止対策を講じる。 

  イ 表彰式を実施する場合は、参加人数の制限による間隔の確保やプログ

ラムの見直しによる時間短縮など簡素化に努め、感染防止対策を講じる。 

  ウ 競技会に係るレセプション等は、感染防止の観点から、実施しない。 
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大会が複数日間開催される場合、２日目以降の健康状態等は本シートに記入してください。

体温や該当する項目にチェック（✔）又は必要事項を記入してください。

　
※
濃

濃厚接触とは、新型コロナウイルス感染症に感染していることが確認された方と１ｍ程度以内で15分以上接触があった場
合とします。

本シートは、大会開催に当たり新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加者の皆様の健康状態及び行動歴を確認する
ことを目的としています。
本シートに記入いただいた個人情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、入場や参加可否の判断及び必要
な連絡のために利用します。
また、感染者又は感染の疑いのある方が判明した場合には、必要な範囲で保健所等の関係機関に情報を提供することがありますの
で、ご了承ください。
なお、本シートは、一定期間保管した後破棄します。

行
動
歴

新型コロナウイルス感染症の陽性者と濃厚接触※がある

感染が疑われる人が身近にいた

政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航歴がある又は
これら国、地域等への渡航歴がある者若しくは在住者と濃厚接触がある

該当する場合は国、地域等記入してください。

体温（0.1℃単位）
℃

症状なし

健
康
状
態

せき、のどの痛み、鼻水など風邪の症状がある

倦怠感（だるさ）がある

息苦しさがある

からだが重い、疲れやすい

味覚や嗅覚の異常がある

氏　名

電話番号
(携帯電話等)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 日付（記入してください）

項目（体温や該当項目に✔等を記入してください）
／

様式２

体調管理チェックシート（期間中（２日目以降）用）

団体名

（ふりがな）
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（ ）

名 名

当選手団所属選手等の 本日及び本日以前14日間の
健康状態等は次のとおりです。

当競技団体所属選手団選手等の 本日の

※いずれかの□に✔を記入 ※いずれかの□に✔を記入

　

本シートに記入いただいた個人情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、入場や参加可否の判断及び必要
な連絡のために利用します。
また、感染者又は感染の疑いのある方が判明した場合には、必要な範囲で保健所等の関係機関に情報を提供することがありますの
で、ご了承ください。
なお、本シートは、一定期間保管した後破棄します。

行
動
歴 「政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航歴がある又

はこれら国、地域等への渡航歴がある者若しくは在住者と濃厚接触がある」に該当する者が
いる

「クラスターが発生している都道府県や地域を訪れた」に該当する者がいる

新型コロナウイルス感染症の陽性者と濃厚接触がある

感染が疑われる人が身近にいた

本シートは、大会開催に当たり新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加者の皆様の健康状態及び行動歴を確認する
ことを目的としています。

下のいずれの項目にも該当する者がいない。

37.5℃以上の発熱がある者がいる

健
康
状
態

「せき、のどの痛み、鼻水など風邪の症状がある」に該当する者がいる

「倦怠感（だるさ）がある」に該当する者がいる

「息苦しさがある」に該当する者がいる

「からだが重い、疲れやすい」に該当する者がいる

「味覚や嗅覚の異常がある」に該当する者がいる

スタッフ数
（うち体調管理チェックシー
トの提出枚数）

選手数
（うち体調管理チェックシー
トの提出枚数）（　　　　　　　　　　　枚） （　　　　　　　　　　　枚）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日付（記入してください）

項目（該当する項目にチェック（✔）を記入してください）
／

競技名
種別

（種目）

代
表
者

ふりがな メールアドレス

氏名
電話番号

（携帯電話等）

住所

様式３

体調管理チェックシート（総括表）

○選手団の代表者は、所属選手及び監督（チームスタッフを含む）の体調管理チェックシートの記載等を確認したう
えで、本シート（総括表）を作成し、競技団体に提出してください。
○競技団体の代表者は、各選手団の体調管理チェックシートの記載を確認したうえで、本シート（総括表）を作成
し、市町又は市町実行委員会に提出してください。

都道府県名 団体名
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いちご一会とちぎ国体 大会実施要項総則 

 

１ 概要 

国民体育大会開催基準要項第 26 項及び同細則第 10 項に基づき、開催県実行委員会が作成する。  

 

２ 構成 

大会実施要項【項目】           

１ 大会日程と会場地一覧表 

２ 総 則 

３ 各競技実施要項  

４ 天皇杯・皇后杯授与規定 

５ 大会会長トロフィー授与規定 

６ 参加人数及び競技得点分類等一覧 

７ 日本スポーツ協会加盟競技団体一覧表 

８  開催県体育・スポーツ協会加盟競技団体一覧表 

９ 開催県各会場地市町村実行委員会事務局一覧表 

10 参加選手・監督交代（変更）届・棄権届 

 

 

 

 

 

 

【備考】 

(1) 総則  

   競技別プログラムにも掲載される。 

(2) 各競技別実施要項 

    会場地市町村及び関係競技団体が中央競技団体と調整の上、作成中。 

  

３ 今後のスケジュール 

令和３(2021)年11月   県実行委員会にて、各競技別実施要項等の取りまとめ 

令和３(2021)年12月  （公財）日本スポーツ協会へ大会実施要項（案）提出 

           （公財）日本スポーツ協会国体委員会で大会実施要項（案）審議 

令和４(2022)年３月  （公財）日本スポーツ協会国体委員会で大会実施要項最終決定 

※（案）からの修正の承認を得る 

 

 

総則  

・開催の趣旨 

・実施方針 

 １ 実施競技 

 ２ 会期及び会場地 

 ３ 競技方法 

 ４ ドーピング検査の実施 

 ５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

 ６ 各正式競技の総合成績決定方法 

 ７ 表彰 

 ８ 参加申込方法 

 ９ 棄権手続 

 10 大会参加負担金 

 11 宿泊申込 

 12 都道府県選手団本部役員編成 

 13 視察員 

 14 大会参加章、記念章及び視察員章の交付 

 15 参加上の注意 

 16 個人情報及び肖像権に関わる取り扱い 

 17 都道府県大会及びブロック大会 

 18 国民体育大会参加者障害補償制度 

 19 その他 

令和３年６月 10日 令和３年度第１回国体委員会決定事項 

報告事項８ 
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２ 総    則 

 

開 催 の 趣 旨 

 

国民体育大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進

と体力の向上を図り、併せて地方スポーツの推進と地方文化の発展に寄与するとともに、国民生

活を明るく豊かにしようとする国内最大のスポーツの祭典である。 

栃木県で開催する第 77 回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」は、「夢を感動へ。感動を未

来へ。」のスローガンのもと、「県民総参加で感動を創出する国体」、「栃木の魅力を発信する国体」、

「生涯にわたりスポーツ活動を推進する国体」、「地域スポーツの活性化につながる国体」を大き

な柱として掲げ、環境への配慮というテーマを共有しながら、県民の総力を結集して、夢や希望、

感動を与える大会とするとともに、栃木に集う多くの方々をおもてなしの心で温かくお迎えし、

さらには、国体を契機とした「新しいとちぎづくり」につながる大会を目指して開催する。 

 

 

実 施 方 針 

 

１ 実施競技 

(1) 正式競技（37競技） 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、体操、 

バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、ハンドボール、 

自転車、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、 

バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、スポーツクライミング、 

カヌー、アーチェリー、空手道、銃剣道、なぎなた、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン 

(2) 公開競技（５競技）  

綱引、ゲートボール、武術太極拳、パワーリフティング、グラウンド・ゴルフ 

(3) デモンストレーションスポーツ（31競技） 

アームレスリング、インディアカ、ウォーキング、エアロビック、オリエンテーリング、 

カローリング、キッズトライアスロン、キンボールスポーツ、クリケット、さいかつぼーる、

３Ｂ体操、スポーツウエルネス吹矢、スポーツチャンバラ、スマートフェンシング、３ｘ３、

ソフトバレーボール、ターゲット・バードゴルフ、タグラグビー、ダンススポーツ、 

ドッジボール、長ぐつアイスホッケー、バウンドテニス、パークゴルフ、フォークダンス、 

フットサル、フットベースボール、フライングディスク、ふれあいトランポリン、ペタンク、

ママさんバレーボール、リレーマラソン 

(4) 特別競技（１競技） 

高等学校野球 
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２ 会期及び会場地 

(1) 正式競技・特別競技（15市、８町：計 23市町） 

会 期 会 場 地 

2022 年 10 月 １日(土) 

～10 月 11 日(火) 

〔11 日間〕 

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、 

真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、 

下野市、上三川町、益子町、茂木町、壬生町、野木町、塩谷町、 

那須町、千葉県千葉市 

2022 年９月 10日(土) 

～９月 19日(月) 

〔10 日間〕 

宇都宮市、足利市、小山市、市貝町 

※ 水泳、バレーボール（ビーチバレーボール）、 

体操（体操競技、新体操）、弓道競技会は上記会場地で実施 

(2) 公開競技（２市、３町：計５市町） 

会 期 会 場 地 

2022 年６月 25日(土) 

～９月 25日(日) 
鹿沼市、大田原市、芳賀町、高根沢町、那珂川町 

(3) デモンストレーションスポーツ（14市、10 町：計 24市町） 

会 期 会 場 地 

2022 年５月 ７日(土) 

～９月 25日(日) 

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、 

真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、 

下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、 

野木町、高根沢町、那須町、那珂川町 

(4) 文化プログラム 

    文化プログラムの実施については、「文化プログラム実施基準」に基づき、2022 年４月１日

から 2022 年 12 月 31 日までの期間で、原則として、県内市町で開催する。 

 

３ 競技方法 

  各競技別実施要項に示す方法とし、正式競技は都道府県対抗で実施する。 

 

４ ドーピング検査の実施 

大会におけるアンチ・ドーピング活動（ドーピング検査及びアンチ・ドーピング教育・啓発活

動）は、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構が定める「日本アンチ・ドーピング規程」及

び別に定める「国民体育大会アンチ・ドーピング活動に関するガイドライン」に基づき実施する。 

なお、治療の目的で禁止物質・禁止方法を用いる必要がある場合は、事前に「治療使用特例」

（TUE）の手続きを行うこと。 

各都道府県の代表選手は、大会期間中は常に「国民体育大会ドーピング検査同意書」を所持し

なければならない。選手が 18歳未満の場合、本人の署名及び親権者の署名、捺印がある同意書を

所持すること。 

 

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

  選手及び監督の参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準は、次のとおりとする。 

  なお、参加資格については、「第 77回国民体育大会参加資格、所属都道府県及び年齢基準等の

44



3 

 

解釈・説明」を併せて確認すること。 

   【 公益財団法人日本スポーツ協会ホームページ http://www.japan-sports.or.jp/ 】 

(1) 参加資格 

ア 日本国籍を有する者であることとするが、選手及び監督のうち、次の者については、日本

国籍を有しない者であっても、大会に参加することができる。 

(ｱ) 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち「永住者」（「日本国との平和条

約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める「特別永住

者」を含む。） 

(ｲ) 少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者 

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍する学生又は生徒で、「８ 参加申込方

法」で定めた参加申込締切時に１年以上在籍していること。 

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、「留学」又は「家族滞在」

（中学３年生）に該当していること。  

(ｳ) 成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者 

ａ 少年種別年齢域にあった時点において前号(ｲ)に該当していた者であること。 

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、大会参加時から終了時まで

「留学」に該当しないこと。 

［注］上記(ｳ)b について、大学及び専修学校等に在籍する成年種別の年齢域に該当する

者は、「出入国管理及び難民認定法」に定める「留学」以外の在留資格を有する場合も

「留学」と同等に扱う。 

 

イ 選手及び監督は、所属都道府県の当該競技団体会長（代表者）と体育・スポーツ協会会長

（代表者）が代表として認め、選抜した者であること。 

ウ 第 75 回又は第 76 回大会（都道府県大会及びブロック大会を含む）において選手又は監

督として参加した者は、次の場合を除き、第 75回又は第 76回大会と異なる都道府県から参

加することはできない。 

(ｱ) 成年種別 

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校を卒業した者 

ｂ 結婚又は離婚に係る者 [注]a及びbは当該要件発生後、初めて参加するものに限る。 

ｃ ふるさと選手制度を活用する者（別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」による。） 

[注]別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受 

け、ふるさと選手として参加する者を含む。 

ｄ 東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者（別記５「東日本大震災に係る選

手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」による。） 

(ｲ) 少年種別 

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校を卒業した者 

ｂ 結婚又は離婚に係る者 

ｃ 一家転住に係る者（別記２「『一家転住等』に伴う特例措置」による。） 

[注] ａからｃは当該要件発生後、初めて参加するものに限る。 

ｄ JOC エリートアカデミーに在籍する者（別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手

の参加資格の特例措置」による。） 

ｅ 東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者（別記５「東日本大震災に係る選
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手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」による。） 

エ 選手と監督の兼任は、同一種別内に限る。 

オ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、冬季大会及び本大会にそれぞれ 1 競技

に限り参加できる。 

カ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することはで

きない。 

キ 上記のほか、選手については次のとおりとする。 

(ｱ) 都道府県大会及びブロック大会に参加し、これを通過した者であること。 

(ｲ) 健康診断を受け、健康であることが証明された者であること。 

(ｳ) ドーピング検査対象に選定された場合は、検査を受けなければならない。 

ク 上記のほか、監督については公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」

という。）公認スポーツ指導者制度に基づく競技別指導者資格を有する者とし、各競技におけ

る対象資格については当該競技実施要項によるものとする。 

(2) 所属都道府県 

    所属都道府県は、当該競技団体が限定する場合を除き、次のいずれかが属する都道府県から

選択することができる。                    

ア 成年種別 

(ｱ) 居住地を示す現住所 

(ｲ) 勤務地 

(ｳ) ふるさと（別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」による。） 

[注]別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受け、

ふるさと選手として参加する者を含む。 

イ 少年種別                          

(ｱ) 居住地を示す現住所 

(ｲ) 「学校教育法」第１条に規定する学校の所在地（以下「学校所在地」という。） 

(ｳ) 勤務地 

(ｴ) 別記３「JOCエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」に定める小学校の 

所在地 

※ 「居住地を示す現住所」、「勤務地」、「学校所在地」のいずれかから参加する場合は、2022

年４月 30 日以前から本大会終了時（2022 年 10 月 11 日）まで、引き続き当該地に、それぞ

れ居住、勤務、又は通学していなければならない。ただし、次の者はこの限りではない。 

［成年種別］ 

ａ 別記４「トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置」の適用を受ける者 

ｂ 別記５「東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」の適 

用を受ける者 

［少年種別］ 

ａ 別記２「『一家転住等』に伴う特例措置」の適用を受ける者 

ｂ 別記４「トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置」の適用を受ける者 

ｃ 別記５「東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」の適 

用を受ける者 

(3) 選手の年齢基準 

ア 選手の年齢基準については、下記を原則とする。 
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(ｱ) 成年種別に参加する者は、2004 年４月１日以前に生まれた者とする。 

(ｲ) 少年種別に参加する者は、2004年４月２日から2007年４月１日までに生まれた者とす

る。 

(ｳ) 年齢を区分している種別へ参加する者の年齢計算は、2022年４月１日を基準とする。 

イ 日本スポーツ協会が特に認める場合は、上記アにかかわらず、競技ごとに年齢区分を設定     

することができる。ただし、年齢の下限は中学３年生（2007 年４月２日から 2008 年４月１

日までに生まれた者）とする。 

(4) 前記の各事項に疑義のあるときは、日本スポーツ協会及び当該競技団体が調査・審議の上、

日本スポーツ協会がその可否を決定する。 

 

６ 各正式競技の総合成績決定方法 

  各正式競技の総合成績決定方法は次のとおりとする。 

(1)  次のア、イの得点を合計したものを男女総合成績（天皇杯得点）及び女子総合成績（皇后杯

得点）とする。 

ア 競技得点 

競技得点は、各種別、種目などの第１位から第８位までの都道府県に与え、次のとおりと  

する。ただし、同順位の場合は、次の順位のものを加え、当該都道府県で等分し、割り切れ

ない場合は、小数第３位以下を切り捨てる。 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 

 

種別 

４人以下 24 点 21 点 18 点 15 点 12 点 ９点 ６点 ３点 

５人以上７人以下 40 点 35 点 30 点 25 点 20 点 15 点 10 点 ５点 

８人以上 64 点 56 点 48 点 40 点 32 点 24 点 16 点 ８点 

種目  ８点 ７点 ６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 

[注]「種別」：種別などに与える競技得点  「種目」：種目などに与える競技得点 

イ 参加得点 

参加得点は 10 点とし、大会（ブロック大会を含む。）に参加した都道府県に与える。 

ただし、ブロック大会で本大会の出場権を獲得しながら、本大会に参加しなかった場合は与

えない。 

(2)  各競技の総合成績は、当該競技団体が決定する。 

ただし、天候その他の事情により一部競技が中止になった場合は、当該競技団体と大会総務

委員会が協議する。 

(3) 参加資格違反等に関わる得点等の取り扱いについては、「国民体育大会における違反に対

する処分に関する規程」によるものとする。 

 

７ 表彰 

(1) 冬季大会及び本大会で実施した全正式競技の男女総合成績第１位の都道府県に天皇杯を、

同じく女子総合成績第１位の都道府県に皇后杯をそれぞれ授与する。 

(2) 冬季大会及び本大会で実施した全正式競技の男女総合成績及び女子総合成績の第１位から

第８位までの都道府県に、それぞれ表彰状を授与する。 

(3) 各正式競技の男女総合成績第１位の都道府県に、国民体育大会会長トロフィーを授与する。 

(4) 各正式競技の男女総合成績及び女子総合成績の第１位から第８位までの都道府県に、それ

ぞれ表彰状を授与する。 
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(5) 各競技の各種別及び各種目などの第１位から第８位までに賞状を授与する。団体競技の場

合は、その都道府県名とチーム全員（監督を含む）の氏名を記載したものを都道府県用に１枚、

更にその都道府県名と個人名を記載したもの、又は都道府県名とチーム全員（監督を含む）の

氏名を記載したものをチーム全員に授与する。 

 

８ 参加申込方法 

(1)  参加申込 

都道府県体育・スポーツ協会会長(代表者)及び競技団体会長(代表者)は、連署の上、都道府

県大会又はブロック大会において選抜された者及び公益財団法人日本高等学校野球連盟が選

出したチームを、大会会長宛に申込むものとする。 

(2)  参加申込締切 

参加申込は、定められた締切日までに国民体育大会参加申込システムにより行う。 

(3)  参加申込締切日 

 締 切 日 競  技 

2022 年 

８月 24 日（水）

【13 競技】 

水泳、ボート、バレーボール（ビーチバレーボール）、体操、レスリング、 

セーリング、自転車、相撲、弓道、カヌー、ボウリング、ゴルフ、 

トライアスロン 

2022 年 

９月７日（水） 

【26 競技】 

陸上競技、サッカー、テニス、ホッケー、ボクシング、 

バレーボール（６人制）、バスケットボール、ウエイトリフティング、 

ハンドボール、ソフトテニス、卓球、軟式野球、馬術、フェンシング、柔道、

ソフトボール、バドミントン、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、

スポーツクライミング、アーチェリー、空手道、銃剣道、なぎなた、 

高等学校野球 

(4)  参加申込様式 

参加申込様式は、日本スポーツ協会が実施競技団体と協議の上、作成する。 

(5)  公開競技の参加申込 

    公開競技については、別途当該中央競技団体が定める所定の手続きにより行う。 

(6)  選手の交代 

参加申込締切後の選手の交代は、特別な事情がない限り認めない。特別な事情で選手を交代

する場合は、所定の様式、方法により次のア～ウ宛に届け出なければならない。 

ア 全国を統轄する各中央競技団体事務局 

イ いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局 

ウ いちご一会とちぎ国体各競技会場地市町実行委員会事務局 

      なお、日本スポーツ協会に対しては、大会終了後、所定の手続きにより参加申込情報を修

正すること。 

 

９ 棄権手続 

参加申込締切後から競技初戦までの間において、特別な事情で選手が競技会を棄権する場合に

は、所定の棄権手続きをとらなければならない。 

なお、棄権手続きに係る届出については選手交代届と同じ様式を用いること。 

 

 

48



7 

 

10 大会参加負担金 

(1) 大会に参加選手団（視察員を除く）を派遣する都道府県体育・スポーツ協会は、大会参加負

担金を納入する。一人当たりの大会参加負担金の額は下記のとおりとする。 

区   分 負 担 金 

少年の種別に参加する選手 2,000 円 

上記以外の者（本部役員、監督、成年の種別に参加する選手等） 4,000 円 

（注）地震、風水害、感染症およびその他主催者の責によらない事由により大会を中止した場合、

大会参加負担金の返金は行わない。 

(2) 大会参加負担金は、都道府県体育・スポーツ協会で取りまとめ、次のとおり納入する。 

   ア 納入締切日 2022 年９月７日（水） 

   イ 納入先   みずほ銀行 渋谷支店 普通預金口座 513729 

公益財団法人日本スポーツ協会 

 

11 宿泊申込 

  大会参加者は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会が指定した所定の様式により、

定められた締切日までに申込む。 

   

12 都道府県選手団本部役員編成 

(1)  都道府県選手団本部役員は、次のとおりとする。 

ア 参加選手 500 名以上の場合は、団長、総監督及び総務ほか、計 20名以内とする。 

イ 参加選手 300 名以上 500 名未満の場合は、団長、総監督及び総務ほか、計 15 名以内とす

る。 

ウ 参加選手 300 名未満の場合は、団長、総監督及び総務ほか、計 10名以内とする。 

(2)  上記役員のほか、５名以内の顧問を設けることができる。 

(3)  上記(1)及び(2)による本部役員総数の範囲内で、スポーツドクターを帯同するものとする。 

なお、帯同するスポーツドクターは日本スポーツ協会公認スポーツドクター資格を有する 

者とする。 

(4) 上記(1)及び(2)による本部役員総数の範囲内で、原則としてアスレティックトレーナーを

帯同するものとする。 

なお、帯同するアスレティックトレーナーは日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナ

ー資格を有する者とする。 

(5) 都道府県選手団本部役員の１日あたりの編成人数については、上記(1)及び(2)による人数

を上限とする。 

(6) 都道府県選手団本部役員の参加申込は、2022 年９月７日（水）までに国民体育大会参加申

込システムにより行う。 

 

13 視察員 

(1) 視察員は、１都道府県３名以内とする。ただし、2023 年以降の国民体育大会または国民ス

ポーツ大会の開催が決定又は内定している県については、鹿児島県 100 名以内、佐賀県及び滋

賀県 60 名以内、青森県及び宮崎県 40 名以内とする。 

(2) 都道府県の視察員の参加申込は、2022 年９月７日（水）までに国民体育大会参加申込シス

テムにより行う。 
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14 大会参加章、記念章及び視察員章の交付 

  大会参加章、記念章及び視察員章は、次の者に交付する。 

(1)  大会参加章 

都道府県選手団本部役員、監督及び選手並びに大会役員、競技会役員及び競技団体が指定 

した競技役員 

(2)  記念章 

公開競技・デモンストレーションスポーツ参加者 

※ 公開競技参加者への交付は、中央競技団体との協議による。 

(3)  視察員章 

視察員 

 

15 参加上の注意 

 (1) 大会期間中は、交付された大会参加章、記念章又は視察員章を携帯しなければならない。 

 (2) 各都道府県の代表選手は、競技に際し、「国民体育大会ユニフォーム規程」に基づき、ユニ

フォームを着用しなければならない。 

 

16 個人情報及び肖像権に関わる取り扱い 

日本スポーツ協会、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会、いちご一会とちぎ国体各

競技会場地市町実行委員会及び国民体育大会実施競技中央競技団体（以下「国体関係機関・団体」

という。）は、参加申込等を通じて取得する個人情報及び肖像権の取り扱いに関して以下のとおり

対応するものとする。 

(1) 個人情報の取り扱い 

ア 利用目的 

大会参加申込として国民体育大会参加申込システムへ登録された個人情報は、国体関係 

機関・団体において、参加資格の確認や競技組合せなどをはじめとする大会運営業務のため

に利用し、目的以外に利用しない。 

イ 公表の範囲と方法 

個人情報のうち、所属都道府県、氏名、性別、年齢、学校名、チーム名等、所属と個人を

識別するために必要な情報については、以下の方法等により公表することがある。 

(ｱ) 総合プログラム及び競技別プログラムへの掲載 

(ｲ) 競技会場内におけるアナウンス等による紹介 

(ｳ) 競技会場内外の掲示板等への掲載 

(ｴ) 大会関連ホームページへの掲載 

(ｵ) 報道機関への提供 

ウ 競技結果（記録）等 

競技結果（記録）については、上記イで定めた個人情報とともに、以下の方法等により公

表することがある。 

(ｱ) いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会が設置する記録本部を通じた公開 

(ｲ) 国体関係機関・団体及び報道機関等による新聞・雑誌及び関連ホームページ等への掲   

  載 

(ｳ) 国体関係機関・団体が作成する大会報告書等への掲載 

(ｴ) 次回以降の大会プログラムへの掲載【新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等】 
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(2) 肖像権に関する取り扱い 

ア 写真 

国体関係機関・団体又はこれらに認められた報道機関等によって撮影された写真が、新 

聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等で公開されることがある。 

イ 写真（写真撮影企業等） 

国体関係機関・団体に認められた写真撮影企業等によって撮影された写真等が販売される

ことがある。 

なお、各競技・会場における販売の有無等の詳細は、当該中央競技団体を中心に対応する。 

ウ 映像 

国体関係機関・団体又はこれらに認められた報道機関等によって撮影された映像が、中継・

録画放映及びインターネットによって配信されることがある。また、DVD 等に編集され、販

売・配付されることがある。 

なお、各競技における販売の有無等の詳細は、当該中央競技団体を中心に対応する。 

(3) 対応 

ア 承諾の確認 

大会参加申込として国民体育大会参加申込システムへ登録された時点で、上記取り扱いに

関する承諾を得たものとして対応する。 

なお、各競技会における取り扱いに伴い、別途、当該中央競技団体等によって個別に承諾

を確認することがある。 

イ 役員等 

大会役員、競技役員、運営役員、その他各種委員や補助員、国体関係機関・団体と大会に

関する契約をしている者及び大会運営関係者については、上記取り扱いに関する承諾を得た

ものとして対応する。 

 

17 都道府県大会及びブロック大会 

正式競技については、本大会の予選として次のとおり都道府県大会（ブロック大会）を開催し

なければならない。 

(1) 都道府県の主催団体は、必要に応じて日本スポーツ協会及び中央競技団体等関係団体と協

議の上、本要項に基づき実施要項を作成する。 

なお、日本スポーツ協会及び中央競技団体は、その内容に不備がある場合、適宜指導を行う

ものとする。 

(2) 都道府県大会の実施にあたり、当該都道府県主催団体は、適正な手続きに則り決定した代表

選手の選抜方法・選考基準について、予め関係者に周知徹底を図るものとする。 

(3) 参加者は、実施要項に基づき当該主催団体に申込む。 

なお、参加は１人１競技に限る。 

(4) ブロック大会の申込みは、原則として国民体育大会参加申込システムにより行い、様式は日

本スポーツ協会及び当該主催団体が協議の上、作成する。 

なお、参加申込システムを使用しない場合の様式については、当該主催団体において別途作

成する。 

(5) 都道府県大会の参加申込様式は、当該主催団体において作成する。 

(6) 参加料を徴収する場合の金額は、当該主催団体が中央競技団体と協議の上、定める。 

(7) 競技運営に差し支えない限り、栃木県選手は当該競技ブロック大会を経ることなく本大会
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に参加することができる。 

 

18 国民体育大会参加者傷害補償制度 

日本スポーツ協会及び都道府県体育・スポーツ協会は、国民体育大会参加者に対する社会的責

任体制を整えるとともに、大会参加者の相互扶助の精神に基づいた補償制度として大会参加者に

よる国民体育大会参加者傷害補償制度を運営する。 

(1) 本制度の対象となる参加者は、ブロック大会及び本大会に参加する本制度給付規定に定め

られた選手、監督、選手団本部役員(顧問を含む）、視察員並びにその他選手団役員とする。 

(2) 大会参加の都道府県体育・スポーツ協会は、国民体育大会参加者傷害補償制度の対象となる

参加者数に応じた制度負担金(一人あたり 1,000 円）を、日本スポーツ協会に納入する。 

(3) 納入締切日及び納入先については、別途日本スポーツ協会から都道府県体育・スポーツ協会

へ通知する。 

 

19 その他 

(1) 参加申込及び宿泊申込が、定められた締切日までに行われない場合、又は、参加負担金が定

められた納入締切日までに納入されない場合は、本大会への参加を認めない。 

(2) その他の事項については、国民体育大会開催基準要項及び同細則による。 

(3)  大会の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、政府方針をは

じめ、公益財団法人日本スポーツ協会策定の「国民体育大会開催における新型コロナウイル

ス感染拡大防止に関する基本方針」、開催地版ガイドライン、競技別ガイドライン、業種別

ガイドライン等を基に、大会運営に必要な対策を十分に講じた上で開催することとする。な

お、感染拡大防止対策として個人の健康管理の記録に際しては、体調管理アプリケーション

又は体調管理チェックシートを利用するものとし、使用する体調管理アプリケーション又は

体調管理チェックシートで取得した個人情報については、大会への出場・参加・来場資格の

確認および大会運営業務のために利用し、目的以外に利用しない。 
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日
光
市
平
ヶ
崎

1
6
0
番
地
 

表
彰

式
 

（
ス
ケ
ー
ト
）
 

 
 

 
 

午
後

○
 

 
 

観
光

ホ
テ

ル
 

日
光

千
姫

物
語
 

日
光
市
安
川
町
 

６
-
4
8 

表
彰

式
 

（
ア
イ

ス
ホ
ッ
ケ
ー
）
 

 
 

 
 

 
 

午
後
 

○
 

ス ケ □ ト  

ス
ピ
ー
ド
 

 
○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

日
光

市
 

霧
降

ｽ
ｹ
ｰ
ﾄ
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ 

日
光
市
所
野

2
8
5
4
番
地
先
 

シ
ョ
ー
ト
 

ト
ラ
ッ
ク
 

○
 

午
前
 

○
 

 
 

 
 

 
今

市
青

少
年

ｽ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾂ

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
屋

内
ｽ
ｹ
ｰ
ﾄ
ﾘ
ﾝ
ｸ 

日
光
市
根
室

6
0
9
-
１
 

フ
ィ
ギ
ュ
ア
 

○
 

○
 

○
 

午
前

○
 

 
 

 
栃

木
県

立
 

日
光

霧
降

ｱ
ｲ
ｽ
ｱ
ﾘ
ｰ
ﾅ 

日
光
市
所
野

2
8
5
4
番
地
先
 

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
 

 
 

 
午
後

○
 

○
 

○
 

○
 

栃
木

県
立
 

日
光

霧
降

ｱ
ｲ
ｽ
ｱ
ﾘ
ｰ
ﾅ 

日
光
市
所
野

2
8
5
4
番
地
先
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

日
光

市
 

細
尾

ﾄ
ﾞ
ｰ
ﾑ
ﾘ
ﾝ
ｸ 

日
光
市
細
尾
町

6
7
6
-
1
2 

 
 

○
 

○
 

 
 

 
今

市
青

少
年

ｽ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾂ

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
屋

内
ｽ
ｹ
ｰ
ﾄ
ﾘ
ﾝ
ｸ 

日
光
市
根
室

6
0
9
-
１
 

  全
国

会
議

 

全
国
代
表
者
会
議
 

書
面
開
催
 

・
会
議
資
料
を
事
前
送
付
 

・
質
問
は
、
メ
ー
ル
ま
た
は
電
話
で
受
付
 

・
回
答
は
、
い
ち
ご
一
会
と
ち
ぎ
国
体
・
と
ち
ぎ
大
会
実
行
委
員
会
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
 

全
国
報
道
員
会
議
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２
 

実
施

要
項

総
則

 
 

開
催

の
趣

旨
 

 
国

民
体

育
大

会
は

、
広

く
国
民

の
間

に
ス

ポ
ー
ツ

を
普
及
し

、
ス

ポ
ー
ツ

精
神
を

高
揚
し

て
国

民
の

健
康
増

進
と

体
力

の
向
上

を
図
り

、
併

せ
て

地
方

ス
ポ

ー
ツ
の

推
進
と
地

方
文

化
の

発
展
に

寄
与
す
る

と
と

も
に

、
国

民
生

活
を

明
る

く
豊
か

に
し
よ

う
と
す
る

国
内

最
大

の
ス
ポ

ー
ツ
の
祭

典
で

あ
る

。
 

雄
大

な
自
然

と
歴
史

・
文
化
が

調
和

す
る

ま
ち
、

栃
木
県
日

光
市

で
開

催
す
る

第
7
7
回

国
民

体
育

大
会
「

い
ち

ご
一

会
と
ち

ぎ
国
体

」
冬

季
大

会
ス

ケ
ー

ト
競
技

会
・
ア
イ

ス
ホ

ッ
ケ

ー
競
技

会
は

、「
夢

を
感

動
へ

。
感
動

を
未
来

へ
。
」
の

ス
ロ

ー
ガ
ン

の
も
と

、
氷

上
競
技

の
普
及
・
発
展

に
寄

与
す

る
と
と

も
に

、
多

く
の

来
県

者
を
お

も
て
な
し

の
心

で
温
か

く
お
迎

え
し

、
い

ち
ご

一
会

と
ち
ぎ

国
体
の
幕

開
け

と
し

て
、
栃
木

の
魅
力
・
実

力
を
全

国
に
発

信
す

る
大

会
を
目

指
し
て

開
催
す
る

。
 

 
実

施
方

針
 

 １
 

実
施
競

技
 

 
 
正
式

競
技
：

ス
ケ
ー

ト
、

ア
イ

ス
ホ

ッ
ケ
ー

 
 ２

 
会

期
及

び
会
場

地
 

競
技

会
名

 
会

 
 

 
 

 
 
期
 

会
場

地
 

ス
ケ

ー
ト

競
技

会
 

2
0
2
2
年

１
月

2
4
日

（
月
）
～

１
月

2
8
日

（
金
）

５
日
間

 
日

光
市
 

ア
イ

ス
ホ
ッ

ケ
ー
競

技
会
 

2
0
2
2
年

１
月

2
6
日

（
水
）
～

１
月

3
0
日

（
日
）

５
日
間

 
日

光
市
 

 
 

 
３

 
競

技
方

法
 

 
 
各
競

技
実
施

要
項
に

示
す

方
法

と
し

、
都
道

府
県
対
抗

で
実

施
す

る
。

 
 ４

 
ド

ー
ピ

ン
グ
検

査
の
実
施

 

 
 
大
会

に
お
け

る
ア
ン

チ
・
ド

ー
ピ

ン
グ
活

動
（

ド
ー
ピ

ン
グ

検
査

及
び
ア

ン
チ
・
ド

ー
ピ

ン
グ

教
育
・
啓
発

活

動
）
は
、
公

益
財

団
法
人

日
本

ア
ン

チ
・
ド
ー

ピ
ン

グ
機
構

が
定

め
る
「
日

本
ア

ン
チ
・
ド

ー
ピ

ン
グ
規

程
」
及

び
別

に
定
め

る
「
国

民
体
育
大

会
ア

ン
チ
・
ド

ー
ピ

ン
グ
活

動
に

関
す

る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン

」
に

基
づ

き
実
施

す
る
。
 

 
 

な
お

、
治

療
の

目
的

で
禁

止
物

質
・

禁
止

方
法

を
用

い
る

必
要

が
あ

る
場

合
は

、
事

前
に

「
治

療
使

用
特

例
」

（
T
U
E
）

の
手

続
き
を

行
う
こ

と
。
 

 
 

各
都
道

府
県
の

代
表
選
手

は
、
大

会
期

間
中
は

常
に
「

国
民

体
育
大

会
ド
ー

ピ
ン
グ

検
査

同
意

書
」
を
所

持
し

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
選
手
が

1
8
歳

未
満
の

場
合
、

本
人

の
署

名
及

び
親
権

者
の
署
名

、
捺

印
が

あ
る
同

意
書

を
所

持
す
る

こ
と
。

 

 ５
 

参
加
資

格
、
所

属
都
道
府

県
及

び
選

手
の
年

齢
基
準

 

 
 
選
手

及
び
監

督
の
参

加
資

格
、

所
属

都
道
府

県
及
び
選

手
の

年
齢

基
準
は

、
次
の
と

お
り

と
す

る
。
 

 
 

な
お

、
参

加
資
格

に
つ
い

て
は

、「
第

7
7
回
国

民
体
育

大
会

参
加

資
格

、
所

属
都
道

府
県

及
び

年
齢
基

準
等
の

解
釈

・
説
明

」
を
合

わ
せ
て
確

認
す

る
こ

と
。
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【

 
公
益

財
団
法

人
日
本
ス

ポ
ー

ツ
協

会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

 
h
t
t
p
:/
/
w
w
w
.j
a
p
a
n
-s
p
o
r
t
s
.
o
r
.j
p
/
 
】

 

(
1
)
 

参
加
資

格
 

ア
 

日
本
国

籍
を
有

す
る
者
で

あ
る

こ
と

と
す
る

が
、
選
手

及
び

監
督

の
う
ち

、
次
の
者

に
つ

い
て

は
、
日

本

国
籍

を
有
し

な
い
者

で
あ
っ
て

も
、

大
会

に
参
加

す
る
こ
と

が
で

き
る

。
 

(ア
) 

｢
出

入
国

管
理
及

び
難
民

認
定

法
｣に

定
め
る

在
留
資

格
の

う
ち

、
｢
永
住

者
｣
(｢
日

本
国

と
の

平
和
条

約

に
基

づ
き

日
本

の
国

籍
を

離
脱

し
た

者
等

の
出

入
国

管
理

に
関

す
る

特
例

法
｣
に

定
め

る
｢
特

別
永

住
者

｣

を
含

む
。
）
 

(イ
) 

少
年
種

別
年
齢

域
に
該
当

し
、

次
の

要
件
を

い
ず
れ
も

満
た

す
者
 

 
 

ａ
 

｢
学

校
教

育
法

｣
第

１
条

に
規

定
す

る
学

校
に

在
籍

す
る

学
生

又
は

生
徒

で
、

｢
８

 
参

加
申

込
方

法
｣
で

定
め
た

参
加
申

込
締
切

時
【

2
0
22

年
１
月

６
日
(木

)
】

に
１
年

以
上
在

籍
し
て

い
る

こ
と

。
 

 
 

ｂ
 

｢
出

入
国

管
理

及
び

難
民

認
定

法
｣
に

定
め

る
在

留
資

格
の

う
ち

、
｢
留

学
｣
又

は
｢
家

族
滞

在
｣
(
中

学
３

年
生

)に
該

当
し

て
い
る

こ
と

。
 

(ウ
) 

成
年
種

別
年
齢

域
に
該
当

し
、

次
の

要
件
を

い
ず
れ
も

満
た

す
者
 

ａ
 

少
年
種

別
年
齢

域
に
あ
っ

た
時

点
に

お
い
て

前
号

(ｲ
)
に

該
当

し
て

い
た
者

で
あ
る

こ
と

。
 

ｂ
 

｢
出

入
国

管
理
及

び
難
民

認
定

法
｣に

定
め
る

在
留
資

格
の

う
ち

｢
留

学
｣
又

は
｢家

族
滞

在
｣(
中
 

 
学

３
年
生

)
に

該
当

し
て
い

る
こ

と
。
 

 
[
注

]
 

上
記

(
ｳ)
ｂ

に
つ
い
て

、
大

学
及

び
専

修
学

校
等
に

在
籍

す
る

成
年

種
別

の
年
齢

域
に

該
当
す

る
者

は
、

｢
出
入

国
管

理
及
び

難
民

認
定

法
｣
に

定
め

る
｢留

学
｣
以

外
の
在

留
資

格
を
有

す
る

場
合

も
｢
留

学
｣と

同
様
に

扱
う
。
 

イ
 

選
手
及

び
監
督

は
、
所
属

都
道

府
県

の
当
該

競
技
団
体

会
長

(
代
表

者
)と

体
育
・
ス

ポ
ー

ツ
協

会
会
長

(
代

表
者

)
が

代
表

と
し
て

認
め
、

選
抜

し
た

者
で
あ

る
こ
と
。

 

 
 

ウ
 
第

7
5
回
又

は
第

7
6
回

大
会
(
都

道
府

県
大
会
及

び
ブ

ロ
ッ

ク
大
会

を
含
む
。
)
に

お
い

て
選

手
又
は

監
督

と
し

て
参
加

し
た
者

は
、
次
の

場
合

を
除

き
、
第

7
5
回
又

は
第

7
6
回

大
会
と

異
な
る

都
道

府
県

か
ら
参

加

す
る

こ
と
は

で
き
な

い
。
 

(ア
) 

成
年
種

別
 

ａ
 

｢
学

校
教

育
法
｣
第

１
条
に

規
定

す
る

学
校
を

卒
業
し
た

者
 

ｂ
 

結
婚
又

は
離
婚

に
係
る
者

 

ｃ
 

ふ
る
さ

と
選
手

制
度
を
活

用
す

る
者
（
別

記
１
「

国
民

体
育

大
会

ふ
る
さ

と
選
手
制

度
」
に

よ
る

。）
 

ｄ
 

東
日
本

大
震
災

に
係
る
参

加
資

格
特

別
措
置

を
活
用
す

る
者
（
別

記
４
「

東
日
本
大

震
災

に
係

る
 

選
手

及
び
監

督
の
国

民
体
育
大

会
の

参
加

資
格
の

特
例
措
置

」
に

よ
る

。
）
 

[
注

]
 

ａ
及

び
ｂ
は

当
該
要
件

発
生

後
、

初
め
て

参
加
す
る

者
に

限
る

。
 

(イ
) 

少
年
種

別
 

ａ
 

｢
学

校
教

育
法
｣
第

１
条
に

規
定

す
る

学
校
を

卒
業
し
た

者
 

ｂ
 

結
婚
又

は
離
婚

に
係
る
者

 

ｃ
 

一
家
転

住
に
係

る
者

(別
記

２
｢
『
一

家
転
住

等
』
に

伴
う

特
例

措
置
」

に
よ
る
。
）
 

ｄ
 

東
日
本

大
震
災

に
係
る
参

加
資

格
特

別
措
置

を
活
用
す

る
者
（
別

記
４
「

東
日
本
大

震
災

に
係

る

選
手

及
び
監

督
の
国

民
体
育
大

会
参

加
資

格
の
特

例
措
置
」

に
よ

る
。）

 

[
注

]
 

ａ
か

ら
ｃ
は

当
該
要
件

発
生

後
、

初
め
て

参
加
す
る

者
に

限
る

。
 

エ
 

選
手
と

監
督
の

兼
任
は
、

同
一

種
別

内
に
限

る
。
 

オ
 

選
手
及

び
監
督

は
、
回
数

を
同

じ
く

す
る
大

会
に
お
い

て
、
冬

季
大

会
及
び

本
大
会

に
そ

れ
ぞ

れ
１
競

技

- 4
 - 

に
限

り
参
加

す
る
こ

と
が
で
き

る
。
 

カ
 

選
手
及

び
監
督

は
、
回
数

を
同

じ
く

す
る
大

会
に
お
い

て
、
異

な
る

都
道
府

県
か
ら

参
加

す
る

こ
と
は

で

き
な

い
。
 

キ
 

上
記
の

ほ
か
、

選
手
に
つ

い
て

は
次

の
と
お

り
と
す
る

。
 

(ア
) 

都
道
府

県
大
会

及
び
ブ
ロ

ッ
ク

大
会

に
参
加

し
、
こ
れ

を
通

過
し

た
者
で

あ
る
こ
と

。
 

(イ
) 

健
康
診

断
を
受

け
、
健
康

で
あ

る
こ

と
が
証

明
さ
れ
た

者
で

あ
る

こ
と
。
 

(ウ
) 

ド
ー
ピ

ン
グ
検

査
対
象
に

選
定

さ
れ

た
場
合

に
は
、
検

査
を

受
け

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

 
 

ク
 
上

記
の
ほ

か
、
監
督

に
つ

い
て

は
、
公

益
財

団
法

人
日

本
ス

ポ
ー
ツ

協
会
（
以

下
「
日

本
ス
ポ

ー
ツ
協

会
」

と
い

う
。
）

公
認

ス
ポ

ー
ツ

指
導

者
制

度
に

基
づ

く
競

技
別

指
導

者
資

格
を

有
す

る
者

と
し

、
各

競
技

に
お

け
る

対
象
資

格
に
つ

い
て
は
当

該
競

技
実

施
要
項

に
よ
る
も

の
と

す
る

。
 

(
2
)
 

所
属
都

道
府
県
 

所
属

都
道
府

県
は

、
当

該
競
技

団
体

が
限

定
す
る

場
合
を
除

き
、
次

の
い

ず
れ
か

が
属
す

る
都

道
府

県
か
ら

選
択

す
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

ア
 

成
年
種

別
 

(ア
) 

居
住
地

を
示
す

現
住
所
 

 
 

 
(イ

) 
勤

務
地
 

 
 

 
(ウ

) 
ふ

る
さ

と
（
別
記

１
｢
国

民
体

育
大
会

ふ
る
さ

と
選

手
制

度
｣
に
よ

る
。）

 

 
 

イ
 
少

年
種
別
 

 
 

 
(ア

) 
居

住
地

を
示
す
現

住
所
 

 
 

 
(イ

) 
｢
学

校
教

育
法
｣第

１
条

に
規

定
す
る

学
校
の
所

在
地

(
以
下

｢
学
校

所
在
地
｣
と

い
う

。）
 

 
 

 
(ウ

) 
勤

務
地
 

[
注

]
 

｢
居
住

地
を
示

す
現
住

所
｣
、「

勤
務

地
」
、「

学
校
所

在
地

」
の
い

ず
れ

か
か

ら
参

加
す

る
場

合
は
、

2
0
2
1
年

４
月

3
0
日
以

前
か
ら

各
競

技
会

終
了
時

(
ス

ケ
ー

ト
競

技
会

2
0
2
2
年

1
月

28
日

／
ア

イ
ス

ホ
ッ

ケ
ー
競

技
会

2
02
2
年
１

月
3
0
日

)
ま
で

、
引
き
続

き
当

該
地

に
そ
れ

ぞ
れ
居
住

、
通

勤
又

は

通
学

し
て
い

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

た
だ

し
、
次

の
者
は
こ

の
限

り
で

な
い
。
 

[
成

年
種

別
] 

ａ
 

別
記
３
「
ト

ッ
プ
ア

ス
リ

ー
ト

の
国

民
体
育

大
会
参
加

資
格

の
特

例
措
置

」
の

適
用

を
受

け
る

者
 

ｂ
 

別
記
４
「
東

日
本
大

震
災

に
係

る
選

手
及
び

監
督
の
国

民
体

育
大

会
参
加

資
格
の
特

例
措

置
」
の
 

 
適

用
を
受

け
る
者
 

[
少

年
種

別
] 

ａ
 

別
記
２

「
『

一
家

転
住
等

』
に

伴
う

特
例
措

置
」
の
適

用
を

受
け

る
者
 

 
 

 
 
 

ｂ
 
別

記
３
「
ト

ッ
プ

ア
ス

リ
ー
ト

の
国
民
体

育
大

会
参

加
資
格

の
特
例
措

置
」
の

適
用

を
受
け

る
者
 

ｃ
 

別
記
４
「

東
日

本
大
震
災

に
係

る
選

手
及
び

監
督
の
国

民
体

育
大

会
参
加

資
格
の
特

例
措

置
」
の
 

適
用

を
受
け

る
者
 

(
3
)
 

選
手
の

年
齢
基

準
 

ア
 

選
手
の

年
齢
基

準
に
つ
い

て
は

、
以

下
を
原

則
と
す
る

。
 

(ア
) 

成
年
種

別
に
参

加
す
る
者

は
、

2
0
03

年
４
月

１
日
以

前
に

生
ま

れ
た
者

と
す
る
。
 

 
 

 
(イ

) 
少

年
種

別
に
参
加

す
る

者
は

、
2
0
03

年
４
月

２
日

か
ら

2
0
0
6
年

４
月
１

日
に

生
ま

れ
た
者

と
す
る
。

 

 
 

 
(ウ

) 
年

齢
を

区
分
し
て

い
る

種
別

へ
参
加

す
る
者
の

年
齢

計
算

は
、

20
2
1
年
４

月
１

日
を

基
準
と

す
る
。
 

 
 

イ
 
ス

ケ
ー
ト

競
技
に
つ

い
て

は
、

中
学
３

年
生

(2
0
0
6
年

４
月
２

日
か
ら

2
0
07

年
４

月
１
日

ま
で
に

生
ま

60
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れ
た

者
)
が
参

加
で
き

る
も
の

と
す

る
。
 

(
4
)
 

前
記

の
各

事
項

に
疑

義
の

あ
る

と
き

は
、

日
本

ス
ポ

ー
ツ

協
会

及
び

当
該

競
技

団
体

が
調

査
・

審
議

の
上

、

日
本

ス
ポ
ー

ツ
協
会

が
そ
の
可

否
を

決
定

す
る
。

 

 ６
 

各
正
式

競
技
の

総
合
成
績

決
定

方
法

 

 
 
各
正

式
競
技

の
総
合

成
績

決
定

方
法

は
、
次

の
と
お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 

次
の
ア

、
イ
の

得
点
を

合
計

し
た

も
の
を

男
女
総
合

成
績

及
び

女
子
総

合
成
績
と

す
る

。
 

ア
 

競
技
得

点
 

 
 

競
技
得

点
は
、
各

種
別
、
種

目
な
ど

の
第
１

位
か
ら
第

８
位

ま
で

の
都
道

府
県
に
与

え
、
次
の

と
お
り

と

す
る

。
た

だ
し

、
同
順

位
の
場

合
は

、
次
の

順
位
の

も
の
を

加
え

、
当
該

都
道
府

県
で
等

分
し

、
割
り

切
れ

な
い

場
合
は

、
小
数

点
第
３
位

以
下

を
切

り
捨
て

る
。
 

 
 

１
位
 

２
位
 

３
位
 

４
位
 

５
位
 

６
位
 

７
位
 

８
位
 

種
 

別
 

フ
ィ

ギ
ュ
ア
 

2
4
点
 

2
1
点
 

1
8
点
 

1
5
点
 

1
2
点
 

９
点
 

６
点
 

３
点
 

ア
イ

ス
ホ
ッ

ケ
ー
 

4
0
点
 

3
5
点
 

3
0
点
 

2
5
点
 

2
0
点
 

1
5
点
 

1
0
点
 

５
点
 

種
 

目
 

ス
ピ

ー
ド
 

シ
ョ

ー
ト
ト

ラ
ッ
ク
 

８
点
 

７
点
 

６
点
 

５
点
 

４
点
 

３
点
 

２
点
 

１
点
 

[
注

]
 

「
種

別
」
：
種

別
な
ど

に
与

え
る

競
技
得

点
 
「
種

目
」
：

種
目

な
ど
に

与
え
る

競
技

得
点
 

イ
 

参
加
得

点
 

 
 

参
加
得

点
は

1
0
点

と
し

、
大

会
(ブ

ロ
ッ
ク

大
会
を

含
む

｡
)に

参
加
し

た
都
道
府

県
に

与
え

る
。
 

 
 

た
だ
し

、
ブ

ロ
ッ

ク
大
会

で
各

競
技

会
の
出

場
権
を
獲

得
し

な
が

ら
、
各
競

技
会
に

参
加

し
な

か
っ
た

場

合
は

与
え
な

い
。
 

(
2
)
 

各
競
技

会
の
総

合
成
績

は
、

当
該

競
技
団

体
が
決
定

す
る

。
 

た
だ

し
、
天
候

そ
の
他

の
事
情

に
よ

り
一

部
競
技

が
中
止
に

な
っ

た
場

合
は

、
当

該
競
技

団
体

と
大

会
総
務

委
員

が
協
議

す
る
。
 

(
3
)
 

参
加

資
格

違
反

等
に

関
わ

る
得

点
等

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
は

、
｢
国

民
体

育
大

会
に

お
け

る
違

反
に

対
す

る
処

分
に
関

す
る
規

程
｣
に
よ

る
も

の
と

す
る
。

 

 ７
 

表
彰

 

(
1
)
 
各

正
式

競
技

の
男

女
総

合
成

績
第

１
位

の
都

道
府

県
に

、
国

民
体

育
大

会
会

長
ト

ロ
フ

ィ
ー

を
授

与
す

る
。 

(
2
)
 

各
正
式

競
技
の

男
女
総

合
成

績
及

び
女
子

総
合
成
績

第
１

位
か

ら
第
８

位
ま
で
の

都
道

府
県

に
、
そ

れ
ぞ

れ

表
彰

状
を
授

与
す
る

。
 

(
3
)
 

各
正
式

競
技
の

各
種
別

及
び

各
種

目
の
第

１
位
か
ら

第
８

位
ま

で
に
賞

状
を
授
与

す
る
。
団

体
競

技
の
場

合

は
、
そ
の

都
道
府

県
名
と

チ
ー

ム
全

員
（

監
督

を
含
む

。）
の

氏
名

を
記

載
し
た

も
の
を
都

道
府

県
用

に
１
枚

、

さ
ら

に
、
そ
の

都
道
府

県
名
と

個
人

名
を

記
載
し

た
も
の
又

は
都

道
府

県
と
各

チ
ー
ム
全

員
（

監
督
を

含
む

。）

の
氏

名
を
記

載
し
た

も
の
を
チ

ー
ム

全
員

に
授
与

す
る
。

 

 ８
 

参
加
申

込
方
法

 

(
1
)
 

都
道
府

県
の
体

育
・
ス

ポ
ー

ツ
協

会
会
長

(
代

表
者

)
及

び
各
競

技
団
体

会
長
(代

表
者

)
は
、
連
署

の
上
、
都

道
府

県
大
会

又
は
ブ

ロ
ッ
ク
大

会
に

お
い

て
選
抜

さ
れ
た
者

を
、

第
7
7
回

国
民
体

育
大

会
会

長
宛

に
申
込

む

も
の

と
す
る

。
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(
2
)
 

参
加
申

込
は
、

定
め
ら

れ
た

締
切

日
ま
で

に
国
民
体

育
大

会
参

加
申
込

シ
ス
テ
ム

に
よ

り
行

う
。
 

(
3
)
 

参
加
申

込
締
切

日
は
、

2
0
2
2
年
１

月
６
日

(
木

)と
す

る
。
 

(
4
)
 

参
加
申

込
様
式

は
、
日

本
ス

ポ
ー

ツ
協
会

が
実
施
競

技
団

体
と

協
議
の

上
、
作
成

す
る

。
 

(
5
)
 

参
加
申

込
締
切

後
の
選

手
又

は
監

督
の
交

代
は

、
特

別
な

事
情

が
な
い

限
り
認
め

な
い

。
特
別

な
事
情

で
選

手
又

は
監
督

を
交
代

す
る
場
合

は
、
下

記
宛
に

所
定
の

様
式

(
本

要
項
4
2
ペ

ー
ジ

)
に
て
届

け
出

な
け

れ
ば
な

ら

な
い

。
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

な
お

、
交
代

の
可
否

は
、
監
督

会
議

で
決

定
す
る

。
 

 
ア

 
公
益

財
団
法

人
日
本
ス

ケ
ー

ト
連

盟
 

 
イ

 
公
益

財
団
法

人
日
本
ア

イ
ス

ホ
ッ

ケ
ー
連

盟
 

 
ウ

 
い
ち

ご
一
会

と
ち
ぎ
国

体
・

と
ち

ぎ
大
会

実
行
委
員

会
事

務
局
 

 
[
注

]
 
ス

ケ
ー
ト

競
技

(ス
ピ

ー
ド
、
シ
ョ

ー
ト
ト

ラ
ッ

ク
、
フ

ィ
ギ
ュ

ア
)参

加
者

に
つ

い
て

は
、
ア

及
び

ウ

に
、

ア
イ
ス

ホ
ッ
ケ

ー
競
技
参

加
者

に
つ

い
て
は

、
イ
及
び

ウ
に

提
出

す
る
も

の
と
す
る

。
 

 
 

 
 
 

 
な
お

、
日
本
ス

ポ
ー

ツ
協

会
に
対

し
て
は
、
各

競
技
会

終
了
後

、
所
定
の

手
続

き
に

よ
り
参

加
申
込
情

報
を

修
正
す

る
こ
と

。
 

 

９
 

棄
権
手

続
 

 
 
参
加

申
込
締

切
後
か

ら
競

技
初

戦
ま

で
の
間

に
お
い
て

、
特

別
な

事
情
で

選
手
が
競

技
会

を
棄

権
す
る

場
合
に

は
、

所
定
の

棄
権
手

続
を
と
ら

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
 

な
お
、

棄
権
手

続
に
係
る

届
出

に
つ

い
て
は

、
選
手
交

代
届

と
同

じ
様
式

(
本

要
項

4
2
ペ

ー
ジ
)
を

用
い

る
も

の
と

す
る
。

 

 1
0
 

大
会
参

加
負
担

金
 

(
1
)
 

大
会

に
選

手
団

(
視

察
員

を
除

く
｡
)
を

派
遣

す
る

都
道

府
県

体
育

・
ス

ポ
ー

ツ
協

会
は

、
一

人
あ

た
り

次
の

と
お

り
参
加

負
担
金

を
納
入
す

る
も

の
と

す
る
。
 

参
 

加
 
区

 
分
 

参
加

負
担
金
 

少
年

の
種
別

に
参
加

す
る
選
手

 
2
,
0
0
0
円
 

上
記

以
外
の

者
(
本
部

役
員
、
監

督
、
成

年
の

種
別
に

参
加

す
る

選
手

等
) 

4
,
0
0
0
円
 

 
 

[
注

] 
地

震
、
風

水
害
、
感

染
症

及
び

そ
の
他

主
催
者

の
責

に
よ

ら
な
い

事
由
に
よ

り
大

会
を

中
止
し

た
場
合
、

大
会

参
加
負

担
金
の

返
金
は
行

わ
な

い
。

 
 

(
2
)
 

大
会
参

加
負
担

金
は
、

各
都

道
府

県
体
育

・
ス
ポ
ー

ツ
協

会
で

取
り
ま

と
め
、
次

の
と

お
り

納
入
す

る
。
 

 
 

ア
 
納

入
締
切

日
 
 
2
0
2
2
年

１
月

６
日
(
木

) 

 
 

イ
 
納

入
先
 

 
み
ず

ほ
銀
行
 

渋
谷

支
店

 
普
通

預
金
口
座

 
5
1
3
7
29
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
公

益
財

団
法

人
日
本

ス
ポ
ー
ツ

協
会

 

 1
1
 

宿
泊
申

込
 

 
 
大

会
参

加
者

は
、

い
ち

ご
一

会
と

ち
ぎ

国
体

・
と

ち
ぎ

大
会

実
行

委
員

会
が

指
定

し
た

所
定

の
様

式
に

よ
り

、

定
め

ら
れ
た

申
込
期

限
ま
で
に

申
し

込
む

も
の
と

す
る
。

 

 
 

 

61



- 7
 - 

1
2
 

都
道
府

県
選
手

団
本
部
役

員
編

成
 

 
 

都
道
府

県
選
手

団
本
部
役

員
の

編
成

は
、
次

の
と
お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 

１
都
道

府
県
当

た
り
、

団
長

、
総

監
督
及

び
総
務
ほ

か
、

計
５

名
以
内

と
す
る
。
 

(
2
)
 

上
記
役

員
の
ほ

か
、
５

名
以

内
の

顧
問
を

設
け
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

(
3
)
 

上
記

(
1)

及
び

(
2)

に
よ

る
本

部
役

員
総

数
の

範
囲

内
で

、
ス

ポ
ー

ツ
ド

ク
タ

ー
を

帯
同

す
る

も
の

と
す

る
。 

 
 

な
お
、
帯
同

す
る
ス

ポ
ー

ツ
ド

ク
タ

ー
は
日

本
ス
ポ
ー

ツ
協

会
公

認
ス
ポ

ー
ツ
ド
ク

タ
ー

資
格

を
有
す

る
者

と
す

る
。
 

(
4
)
 

上
記
(
1
)
及
び

(
2
)
に
よ

る
本

部
役

員
総
数

の
範
囲
内

で
、
原

則
と
し

て
ア
ス

レ
テ

ィ
ッ

ク
ト

レ
ー
ナ

ー
を
帯

同
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
 

な
お
、
帯
同

す
る
ア

ス
レ

テ
ィ

ッ
ク

ト
レ
ー

ナ
ー
は
日

本
ス

ポ
ー

ツ
協
会

公
認
ア
ス

レ
テ

ィ
ッ

ク
ト
レ

ー
ナ

ー
資

格
を
有

す
る
者

と
す
る
。

 

(
5
)
 

都
道
府

県
選
手

団
本
部

役
員

の
１

日
当
た

り
の
編
成

人
数

に
つ

い
て
は

、
上

記
(
1
)
及

び
(
2)
に

よ
る

人
数
を

上
限

と
す
る

。
 

(
6
)
 

都
道
府

県
選
手

団
の
本

部
役

員
の

申
込
み

は
、
監
督

及
び

選
手

の
申
込

み
と
同
時

に
｢
８

 
参

加
申
込

方
法
｣

に
定

め
る
方

法
に
よ

り
行
う
。

 

 1
3
 

視
察
員

 

(
1
)
 
視
察

員
は
、

１
都
道
府

県
３

名
以

内
と
す

る
。
 

た
だ

し
、
2
0
2
3
年
以

降
の
特
別

国
民

体
育

大
会
冬

季
大
会
ま

た
は

国
民

ス
ポ
ー

ツ
大
会
冬

季
大

会
の

開
催
が

決
定

ま
た
は

内
定
し

て
い
る
県

に
つ

い
て

は
、

20
名

以
内

と
す

る
。

 

(
2
)
 

視
察
員

の
申
込

み
は
、
参

加
選

手
団

の
申
込

み
と
同

時
に

、
｢８

 
参

加
申

込
方

法
｣
に

定
め

る
方
法

に
よ
り

行
う

。
 

(
3
)
 

視
察
員

は
、
原

則
と
し

て
全

て
の

会
場
に

入
場
す
る

こ
と

が
で

き
る
。

 

 1
4
 

大
会
参

加
章
及

び
視
察
員

章
の

交
付

 

 
 
大
会

参
加
章

及
び
視

察
員

章
は

、
次

の
者
に

交
付
す
る

。
 

(
1
)
 

大
会
参

加
章
 

 
 

 
都
道

府
県
選

手
団
本
部

役
員

、
監

督
及
び

選
手
並
び

に
大

会
役

員
、
競

技
会
役
員

及
び

競
技

役
員
 

(
2
)
 

視
察
員

章
 

 
 

 
視
察

員
 

 1
5
 

参
加
上

の
注
意

 

(
1
)
 

大
会
期

間
中
は

、
交
付

さ
れ

た
大

会
参
加

章
ま
た
は

視
察

員
章

を
携
帯

し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

(
2
)
 

各
都
道

府
県
の

代
表
選

手
は

、
競

技
に
際

し
、
｢国

民
体

育
大

会
ユ
ニ

フ
ォ
ー
ム

規
程

｣
に
基

づ
き
、
ユ
ニ
フ

ォ
ー

ム
を
着

用
し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、
ス

ケ
ー

ト
競

技
に

つ
い
て

は
、
同
規

程
第

５
条

を
適
用

す

る
。

 

 1
6
 

個
人
情

報
及
び

肖
像
権
に

関
わ

る
取

扱
い

 

日
本

ス
ポ
ー

ツ
協
会

、
い
ち
ご

一
会

と
ち

ぎ
国
体

・
と
ち
ぎ

大
会

実
行

委
員
会

、
第

77
回

国
民

体
育

大
会
日

光
市

実
行
委

員
会
及

び
国
民
体

育
大

会
実

施
競
技

中
央
競
技

団
体

(
以
下

｢
国
体

関
係
機
関
・
団

体
｣
と
い

う
。
)
は
、

- 8
 - 

参
加

申
込
等

を
通
じ

て
取
得
す

る
個

人
情

報
及
び

肖
像
権
の

取
扱

い
に

関
し
て

、
次

の
と

お
り

対
応

す
る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 

個
人
情

報
の
取

扱
い
 

 
 

ア
 
利

用
目
的
 

 
 

 
 
大

会
参
加

申
込
と
し

て
国

民
体

育
大
会

参
加
申
込

シ
ス

テ
ム

へ
登
録

さ
れ
た
個

人
情

報
は

、
国

体
関
係

機

関
・
団

体
に
お

い
て

、
参

加
資

格
の

確
認

や
競
技

組
合
せ
な

ど
を

は
じ

め
と
す

る
大
会
運

営
業

務
の

た
め
に

利
用

し
、
目

的
以
外

に
利
用
し

な
い

。
 

 
 

イ
 
公

表
の
範

囲
と
方
法

 

 
 

 
 
個

人
情
報

の
う
ち
、
所

属
都

道
府
県

、
氏

名
、
性

別
、
年

齢
、
学
校

名
、
チ
ー

ム
名

等
、
所
属

と
個
人

を

識
別

す
る
た

め
に
必

要
な
情
報

に
つ

い
て

は
、
次

の
方
法
等

に
よ

り
公

表
す
る

こ
と
が
あ

る
。
 

 
 

 
(ア

) 
競

技
会

プ
ロ
グ
ラ

ム
へ

の
掲

載
 

 
 

 
(イ

) 
競

技
会

場
内
に
お

け
る

ア
ナ

ウ
ン
ス

等
に
よ
る

紹
介
 

 
 

 
(ウ

) 
競

技
会

場
内
外
の

掲
示

板
等

へ
の
掲

載
 

 
 

 
(エ

) 
大

会
関

連
ホ
ー
ム

ペ
ー

ジ
へ

の
掲
載
 

 
 

 
(オ

) 
報

道
機

関
へ
の
提

供
 

 
 

ウ
 
競

技
結
果

(
記

録
)等

 

 
 

 
 
競

技
結
果

(
記

録
)に

つ
い

て
は

、
上

記
イ

で
定
め

た
個

人
情

報
と
と

も
に

、
次

の
方

法
等

に
よ
り

公
表
す

る
こ

と
が
あ

る
。
 

 
 

 
(ア

) 
い

ち
ご

一
会
と
ち

ぎ
国

体
・

と
ち
ぎ

大
会
実
行

委
員

会
が

設
置
す

る
記
録
本

部
を

通
じ

た
公
開
 

 
 

 
(イ

) 
国

体
関

係
機
関
・
団
体

及
び
報

道
機
関

等
に
よ

る
新

聞
・
雑

誌
及
び

関
連
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等
へ

の
掲
載
 

 
 

 
(ウ

) 
国

体
関

係
機
関
・

団
体

が
作

成
す
る

大
会
報
告

書
等

へ
の

掲
載
 

 
 

 
(エ

) 
次

回
以

降
の
競
技

会
プ

ロ
グ

ラ
ム
へ

の
掲
載
【

新
記

録
、

優
勝
及

び
上
位
入

賞
結

果
(記

録
)等

】
 

(
2
)
 

肖
像
権

に
関
す

る
取
扱

い
 

 
 

ア
 
写

真
 

 
 

 
 
国

体
関
係

機
関
・
団

体
又

は
こ

れ
ら
に

認
め
ら
れ

た
報

道
機

関
等
に

よ
っ
て
撮

影
さ

れ
た

写
真
が

新
聞

・

雑
誌

・
報
告

書
及
び

関
連
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
で
公

開
さ
れ
る

こ
と

が
あ

る
。
 

 
 

イ
 
写

真
(
写
真

撮
影
企

業
等

) 

 
 

 
 
国

体
関
係

機
関
・
団

体
に

認
め

ら
れ
た

写
真
撮
影

企
業

等
に

よ
っ
て

撮
影
さ
れ

た
写

真
等

が
販
売

さ
れ
る

こ
と

が
あ
る

。
 

な
お

、
各

競
技
・
会

場
に

お
け

る
販

売
の

有
無
等

の
詳
細
は

、
当
該

中
央
競

技
団

体
を
中

心
に

対
応

す
る
。
 

 
 

ウ
 
映

像
 

 
 

 
 
国

体
関
係

機
関
・
団

体
又

は
こ

れ
ら
に

認
め
ら
れ

た
報

道
機

関
等
に

よ
っ
て
撮

影
さ

れ
た

映
像
が

中
継

・

録
画

放
映
及

び
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ

ト
に

よ
っ

て
配
信

さ
れ
る
こ

と
が

あ
る

。
 

ま
た

、
D
VD

等
に
編

集
さ
れ
、

販
売

・
配

布
さ
れ

る
こ
と
が

あ
る

。
 

な
お

、
各
競

技
に
お

け
る
販
売

の
有

無
等

の
詳
細

は
、
当
該

中
央

競
技

団
体
を

中
心
に
対

応
す

る
。
 

(
3
)
 

対
応
 

 
 

ア
 
承

諾
の
確

認
 

 
 

 
 
大

会
参
加

申
込
と
し

て
国

民
体

育
大
会

参
加
申
込

シ
ス

テ
ム

へ
登
録

さ
れ
た
時

点
で

、
上

記
取
扱

い
に

関
す

る
承
諾

を
得
た

も
の
と
し

て
対

応
す

る
。
 

 
 

 
 
な

お
、
各
競

技
会
に

お
け

る
取

扱
い
に

伴
い

、
別

途
、
当

該
中

央
競
技

団
体
等

に
よ

っ
て

個
別
に

承
諾
を

62
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確
認

す
る
こ

と
が
あ

る
。
 

 
 

イ
 
役

員
等
 

 
 

 
 
大

会
役
員

、
競

技
役

員
、
運

営
役
員
、
そ

の
他
各

種
委

員
や

補
助
員

、
国

体
関

係
機

関
・
団
体
と

大
会

に

関
す

る
契
約

を
し
て

い
る
者
及

び
大

会
運

営
関
係

者
に
つ
い

て
は

、
上

記
取

扱
い
に

関
す

る
承

諾
を

得
た
も

の
と

し
て
対

応
す
る

。
 

 1
7
 

都
道
府

県
大
会

及
び
ブ
ロ

ッ
ク

大
会

等
 

 
 
こ
の

大
会
の

予
選
と

し
て

次
の

と
お

り
都
道

府
県
大
会

(
ブ

ロ
ッ
ク

大
会
)
を

開
催
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

(
1
)
 

都
道
府

県
の
主

催
団
体

は
、
必

要
に
応

じ
て
日

本
ス

ポ
ー

ツ
協

会
及
び

中
央
競
技

団
体

等
関

係
団
体

と
協
議

の
上

、
本
要

項
に
基

づ
き
実
施

要
項

を
作

成
す
る

。
 

 
 

な
お
、
日
本

ス
ポ
ー

ツ
協

会
及

び
中

央
競
技

団
体
は
、
そ

の
内

容
に
不

備
が
あ

る
場

合
、
適

宜
指
導

を
行
う

も
の

と
す
る

。
 

(
2
)
 

都
道
府

県
大
会

の
実
施

に
あ

た
り

、
当

該
都

道
府
県

主
催

団
体

は
、
適
正

な
手
続

き
に

則
り

決
定
し

た
代
表

選
手

の
選
抜

方
法
・

選
考
基
準

に
つ

い
て

、
予
め

関
係
者
に

周
知

徹
底

を
図
る

も
の
と
す

る
。
 

(
3
)
 

参
加
者

は
、
実

施
要
項

に
基

づ
き

当
該
主

催
団
体
に

申
し

込
む

。
 

な
お

、
１
人

１
競
技

に
限
る
。

 

(
4
)
 

ブ
ロ

ッ
ク

大
会

の
申

込
み

は
、

原
則

と
し

て
国

民
体

育
大

会
参

加
申

込
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

行
い

、
様

式
は

、

日
本

ス
ポ
ー

ツ
協
会

及
び
当
該

主
催

団
体

が
協
議

の
上
、
作

成
す

る
。
 

な
お

、
参

加
申

込
シ
ス

テ
ム
を

使
用

し
な

い
場
合

の
様
式
に

つ
い

て
は

、
当

該
主

催
団
体

に
お

い
て

別
途
作

成
す

る
。
 

(
5
)
 

都
道
府

県
大
会

の
参
加

申
込

様
式

は
、
当

該
主
催
団

体
に

お
い

て
作
成

す
る
。
 

(
6
)
 

参
加
料

を
徴
収

す
る
場

合
の

金
額

は
、
当

該
主
催
団

体
が

中
央

競
技
団

体
と
協
議

の
上

、
定

め
る
。

 

 1
8
 

国
民
体

育
大
会

参
加
者
傷

害
補

償
制

度
 

 
 
日
本

ス
ポ
ー

ツ
協
会

及
び

都
道

府
県

体
育
・
ス

ポ
ー
ツ

協
会

は
、
国

民
体
育

大
会
参

加
者

に
対

す
る
社

会
的
責

任
体

制
を
整

え
る
と

と
も
に
、
大

会
参

加
者
の

相
互
扶

助
の

精
神

に
基

づ
い
た

補
償
制
度

と
し

て
大

会
参
加

者
に

よ
る

国
民
体

育
大
会

参
加
者
補

償
制

度
を

運
営
す

る
。
 

(
1
)
 

本
制
度

の
対
象

と
な
る

参
加

者
は

、
ブ

ロ
ッ
ク

大
会

及
び

本
大

会
に
参

加
す
る
本

制
度

給
付

規
程
に

定
め
ら

れ
た

選
手
、

監
督
、

選
手
団
本

部
役

員
(顧

問
を
含

む
｡
)、

視
察

員
並

び
に
そ

の
他
選
手

団
役

員
と

す
る
。
 

(
2
)
 

大
会
参

加
の
都

道
府
県

体
育
・
ス
ポ

ー
ツ
協

会
は
、
国

民
体

育
大

会
参
加

者
傷
害

補
償

制
度

の
対
象

と
な
る

参
加

者
数
に

応
じ
た

制
度
負
担

金
(
１

人
あ

た
り

1
,
0
0
0
円

)
を

日
本
ス

ポ
ー
ツ

協
会
へ

納
入

す
る

。
 

(
3
)
 

納
入
締

切
日
及

び
納
入

先
に

つ
い

て
は

、
別

途
日
本

ス
ポ

ー
ツ

協
会
か

ら
都
道
府

県
体

育
・
ス

ポ
ー
ツ

協
会

へ
通

知
す
る

。
 

 1
9
 

そ
の
他

 

(
1
)
 
参

加
申
込

及
び
宿

泊
申

込
が

定
め

ら
れ
た

締
切
日
ま

で
に

行
わ

れ
な
い

場
合
、
又

は
参

加
負

担
金
が

定
め
ら

れ
た

締
切
日

ま
で
に

納
入
さ
れ

な
い

場
合

は
、
こ

の
大
会
へ

の
参

加
を

認
め
な

い
。
 

(
2
)
 

そ
の
他

の
事
項

に
つ
い

て
は

、
国

民
体
育

大
会
開
催

基
準

要
項

及
び
同

細
則
に
よ

る
。
 

(
3
)
 

大
会
の

実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
対

策
と
し
て
、
政
府
方
針
を
は

じ
め
、

公
益
財
団
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
策
定
の
「
国
民
体
育
大
会
開
催
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

- 1
0 

- 

止
に
関

す
る
基
本
方
針

」
、
開
催
地
版

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

、
競
技
別
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
、

業
種
別
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
等
を

基

に
、
大
会
運
営
に
必
要
な
対
策
を
十
分
に
講
じ
た
上
で
開
催
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
感
染
拡
大
防
止
対
策
と
し

て
個
人
の
健
康
管
理
の
記
録
に
際
し
て
は
、
体
調
管
理
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
又
は
体
調
管
理
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
利

用
す
る
も
の
と
し
、
使
用
す
る
体
調
管
理
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
又
は
体
調
管
理
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
で
取
得
し
た
個
人

情
報
に
つ
い
て
は
、
大
会
へ
の
出
場
・
参
加
・
来
場
資
格
の
確
認
お
よ
び
大
会
運
営
業
務
の
た
め
に
利
用
し
、
目
的

以
外
に
利
用
し
な
い
。
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別
記

１
【
国

民
体
育

大
会
ふ
る

さ
と

選
手

制
度
】

 

１
 

成
年

種
別

の
年

齢
域

の
選

手
は

、
国

民
体

育
大

会
開

催
基

準
要

項
細

則
第

３
項

[
国

民
体

育
大

会
開

催
基

準
要

項
第

８
項
第

１
号
及

び
第

10
項

第
４
号

(
参

加
資

格
及
び

年
齢

基
準

等
)
]に

基
づ
き
、
次

の
い

ず
れ
か

を
拠
点

と

し
た

都
道
府

県
か
ら

参
加
す
る

こ
と

が
で

き
る
。
 

(
1
)
 

居
住
地

を
示
す

現
住
所

 

(
2
)
 

勤
務
地
 

(
3
)
 

ふ
る
さ

と
 

２
 

｢
ふ

る
さ

と
｣と

は
、
卒
業

小
学

校
、
卒

業
中
学

校
又
は

卒
業

高
等

学
校
の

い
ず
れ
か

の
所

在
地

が
属
す

る
都
道

府
県

と
す
る

。
 

た
だ

し
、

JO
C
エ

リ
ー

ト
ア
カ

デ
ミ

ー
に

係
る
選

手
に
つ
い

て
は

、
別

に
定
め

る
「
JO
C
エ

リ
ー

ト
ア

カ
デ
ミ

ー
に

係
る
選

手
の
参

加
資
格
の

特
例

措
置

」
第
３

項
に
よ
り

取
り

扱
う

も
の
と

す
る
。
 

３
 

我
が
国

の
競
技

力
向
上
を

支
援

す
る

観
点
よ

り
、
日
本

国
籍

を
有

す
る
者

及
び

｢永
住

者
｣
に
つ

い
て
は

、
日
本

に
お

け
る
滞

在
期
間

に
関
わ
ら

ず
、

本
制

度
を
活

用
で
き
る

も
の

と
す

る
。
 

４
 

｢
ふ

る
さ

と
選
手

制
度
｣を

活
用

し
参

加
を
希

望
す
る
選

手
は

、
予

め
所

定
の
方

法
に

よ
り

｢
ふ
る

さ
と
｣
を

登
録

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

な
お

、
一
度

登
録
し

た
｢
ふ
る

さ
と

｣
は
変

更
で
き

な
い
も

の
と

す
る

。
 

５
 

｢
ふ

る
さ

と
｣
か

ら
参

加
す

る
選

手
は

、
国

民
体

育
大

会
開

催
基

準
要

項
細

則
第

３
項

－
(
1
)
－

１
)
－

③
(
国

内

移
動

選
手
の

制
限

)に
抵

触
し

な
い

も
の

と
す
る

。
 

６
 

ふ
る
さ

と
選
手

制
度
の
活

用
に

つ
い

て
は

、
原

則
と
し

て
、
１

回
に

つ
き
２

年
以
上

連
続

と
し

、
利

用
で

き
る

回
数

は
２
回

ま
で
と

す
る
。
 

７
 

参
加
都

道
府
県

は
｢
ふ
る

さ
と

選
手

｣
を

所
定

の
様
式

、
方

法
に
よ

り
、
｢８

 
参

加
申

込
方

法
｣
で
定

め
た
参

加

申
込

み
締
切

り
期
日

ま
で
に
、

公
益

財
団

法
人
日

本
ス
ポ
ー

ツ
協

会
宛

に
提
出

す
る
。

 

                  

- 1
2 

- 

別
記

２
【
「
一

家
転
住

等
」
に

伴
う

特
例

措
置
】

 

転
校

へ
の
特

例
 

１
 

次
の

内
容

を
す

べ
て

満
た

す
こ

と
に

よ
り

、
国

内
移

動
選

手
の

制
限

(
国

民
体

育
大

会
開

催
基

準
要

項
細

則
第

３
項

－
(
1
)－

1
)
－
③

)
に
抵
触

し
な

い
も

の
と
す

る
。
 

(
1
)
 

本
特
例

の
対
象

は
、
少

年
種

別
年

齢
域
へ

の
参
加
者

に
限

る
。
 

(
2
)
 

本
特
例

を
受
け

る
こ
と

が
で

き
る

の
は
、

一
家
転
住

等
や

む
を

得
な
い

理
由
に
限

る
こ

と
と

す
る
。
 

な
お

、
｢
一
家

転
住
等

｣
と
は
概

ね
次

の
こ

と
を
い

う
。
 

 
 

ア
 
親

の
転
勤

に
よ
る
一

家
の

転
居
 

 
 

イ
 
親

の
結
婚

、
離
婚
に

よ
る

一
家

の
転
居
 

 
 

ウ
 
上

記
以
外

に
、
や
む

を
得

な
い

理
由
に

よ
る
一
家

の
転

居
 

(
3
)
 

転
居
し

た
時
点

に
応
じ

て
、

次
の

手
続
き

を
終
了
し

て
い

る
こ

と
。
 

ア
 

本
特
例

を
受
け

よ
う
と
す

る
参

加
者

は
、
下
記

２
(
1)
の

場
合

は
転

居
元

、
下

記
２

(
2
)
の

場
合

は
転
居

先

が
属

す
る

都
道

府
県

体
育

・
ス

ポ
ー

ツ
協

会
及

び
都

道
府

県
競

技
団

体
に

対
し

、
そ

の
旨

報
告

す
る

こ
と

。
 

イ
 

報
告
を

受
け
た

都
道
府
県

体
育
・
ス

ポ
ー

ツ
協
会

及
び

都
道

府
県

競
技
団

体
は

、
下

記
２
(
1
)の

場
合
は

転

居
先

、
下

記
２
(
2
)
の
場

合
は

転
居

元
が

属
す
る

都
道
府
県

体
育
・
ス

ポ
ー

ツ
協
会

及
び

都
道

府
県

競
技
団

体

に
対

し
、
そ

の
旨
報

告
し
了
承

を
得

る
こ

と
。
 

２
 

本
特
例

を
受
け

る
当
該
大

会
に

お
い

て
、
参

加
す
る
こ

と
が

で
き

る
都
道

府
県
は
以

下
の

と
お

り
と
す

る
。
 

(
1
)
 

転
居
し

た
時
点

に
お
い

て
、
次

に
該
当

す
る
場

合
は

転
居

元
が

属
す
る

都
道
府
県

か
ら

参
加

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 
 

ア
 
転

居
先
が

属
す
る
都

道
府

県
の

代
表
が

既
に
決
定

し
て

い
る

場
合
 

 
 

イ
 
当

該
参
加

者
が
、
転

居
元

が
属

す
る
都

道
府
県
の

代
表

と
し

て
既
に

決
定
し
て

い
る

場
合
 

 
 

ウ
 
当

該
参
加

者
が
、
転

居
元

が
属

す
る
都

道
府
県
の

代
表

選
考

過
程
に

あ
る
場
合
 

(
2
)
 

転
居
し

た
時
点

に
お
い

て
、
次

に
該
当

す
る
場

合
は

転
居

先
が

属
す
る

都
道
府
県

か
ら

参
加

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

ア
 

転
居
元

が
属
す

る
都
道
府

県
に

お
い

て
、
当

該
大
会
に

お
け

る
都

道
府
県

代
表
の
選

考
が

開
始

さ
れ
て

い

な
い

場
合
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- 1
3 

- 

別
記

３
【
ト

ッ
プ
ア

ス
リ
ー
ト

の
国

民
体

育
大
会

参
加
資
格

の
特

例
措

置
】

 

我
が

国
の

競
技

力
向

上
を

支
援

す
る

観
点

よ
り

、
一

定
の

競
技

力
を

有
す

る
選

手
に

対
し

て
、

｢
ト

ッ
プ

ア
ス

リ

ー
ト

の
国
民

体
育
大

会
参
加
資

格
の

特
例

措
置

(以
下

｢本
特

例
｣
と

い
う

。
)
｣を

次
の
と

お
り

定
め

る
。
 

１
 

本
特
例

の
対
象

と
な
る
選

手
 

 
 

本
特
例

の
対
象

と
な
る
選

手
は

、
次

の
条
件

の
い
ず
れ

か
を

満
た

す
者
と

す
る
。
 

(
1
)
 

第
23

回
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク

冬
季

競
技

大
会

(2
0
1
8
年
・

平
昌

)
に
参

加
し
た

者
。
 

(
2
)
 

2
0
21

年
1
0
月

3
1
日
時

点
で

、
次

の
い
ず

れ
か
に
該

当
し

、
各

中
央
競

技
団
体
が

本
特

例
の

対
象
と

し
て
認

め
た

者
。
 

ア
 

J
O
C
オ

リ
ン
ピ

ッ
ク
強
化

指
定

選
手
 

 
イ

 
各
競

技
(
種
目

)
に
お
け

る
国

体
ラ

ン
キ
ン

グ
上
位

1
0
位

以
内

の
者
 

 
ウ

 
中
央

競
技
団

体
が
定
め

た
強

化
指

定
選
手
 

[
注

]
 

強
化

指
定
ラ

ン
ク
に
つ

い
て

は
、
各
競

技
会
に

お
け

る
全

日
本

選
手
権

大
会
入
賞

レ
ベ

ル
以

上
の
カ

テ

ゴ
リ

ー
を
対

象
と
す

る
。
 

２
 

本
特
例

の
内
容
 

(
1
)
 

予
選
会

の
免
除
 

本
特

例
の
対

象
と
な

る
選
手
に

つ
い

て
は

、
都
道

府
県
予
選

会
及

び
ブ

ロ
ッ
ク

大
会
を
経

ず
に

国
民

体
育
大

会
本

大
会
に

参
加
す

る
こ
と
が

で
き

る
も

の
と
す

る
。
 

た
だ

し
、
ブ

ロ
ッ
ク

大
会
実
施

競
技

種
目
・
種

別
に

お
い
て

は
、
当
該

都
道
府

県
代
表
選

手
又

は
チ

ー
ム
が

ブ
ロ

ッ
ク
大

会
に
参

加
し
、
本

大
会

参
加

枠
を
獲

得
し
て
い

る
場

合
と

す
る
。
 

(
2
)
 

資
格
要

件
(日

数
要
件
の

緩
和

) 

本
特

例
の

対
象

と
な

る
選

手
が

所
属

都
道

府
県

と
し

て
｢
居

住
地

を
示

す
現

住
所

｣
又

は
｢
勤

務
地

｣
を

選
択

す
る

場
合
は

、
日
数

に
関
す
る

要
件

を
定

め
な
い

こ
と
と
し

、
次

の
と

お
り
と

す
る
。
 

 
 

ア
 
居

住
地
を

示
す
現
住

所
 

 
 

 
 
次

の
要
件

を
い
ず
れ

も
満

た
す

も
の
と

す
る
。
 

(ア
) 

2
0
2
1
年

４
月

30
日

以
前

か
ら

各
競

技
会
終

了
時

(ス
ケ

ー
ト
競

技
会

20
2
2
年

1
月

2
8
日

／
ア

イ
ス

ホ
ッ

ケ
ー
競

技
会

2
02
2
年
１

月
3
0
日

)ま
で

引
き

続
き

、
住

民
票

記
載
の

住
所
に
存

す
る

都
道

府
県
に

お
い

て
生
活

し
て
い

る
実
態
が

あ
り

、
当

該
都
道

府
県
以
外

(
海

外
を
含

む
)に

お
い
て
生

活
し

て
い

る
実

態
が

な
い
こ

と
。
 

な
お

、
生
活

実
態
に

つ
い
て
は

、
次

の
要

件
に
よ

り
判
断
す

る
。
 

ａ
 

自
ら
所

有
す
る

住
居
、
又

は
自

ら
の

名
義
で

住
居
を
賃

借
し

て
い

る
こ
と
 

 
 

 
 
 

ｂ
 
当

該
住
居
に

生
計

を
一

に
す
る

家
族
と
共

に
住

ん
で

い
る
こ

と
 

 
 

 
 
 

ｃ
 
当

該
住
居
の

水
道

光
熱

費
な
ど

費
用
を
自

ら
負

担
し

て
い
る

こ
と
 

 
 

 
 
 

ｄ
 
当

該
住
居
に

主
要

な
家

財
道
具

が
存
す
る

こ
と
 

 
 

 
(イ

) 
合

宿
、
試

合
等
に

よ
り

当
該

都
道
府

県
外
で
活

動
を

行
う

場
合

、
当

該
都
道

府
県

を
移

動
の
起

点
と
し

て
い

る
こ
と

。
 

イ
 

勤
務
地
 

 
 

 
 
次

の
要
件

を
い
ず
れ

も
満

た
す

も
の
と

す
る
。
 

 
 

 
(ア

) 
2
0
21

年
４
月

30
日

以
前

か
ら
各

競
技

会
終
了

時
(
ス

ケ
ー

ト
競
技

会
2
02
2
年

1
月

2
8
日

／
ア
イ

ス

ホ
ッ

ケ
ー
競

技
会

(2
0
2
2
年
１

月
3
0
日

)
ま
で

引
き
続

き
、

雇
用

主
と

雇
用
契
約

を
締
結

し
た

上
で

、
当

該
都

道
府
県

内
に
存

す
る
雇
用

主
の

会
社

や
事
業

所
等
に
現

実
に

通
勤

し
、
勤

務
し
て
い

る
こ

と
。
 

- 1
4 

- 

 
 

 
(イ

) 
当

該
都

道
府
県
内

で
、

競
技

普
及
活

動
等
の
事

業
に

参
加

す
る
こ

と
。
 

３
 

国
内
移

動
選
手

の
制
限
 

 
 

本
特
例

の
対
象

と
な
る
選

手
の

国
内

移
動
選

手
の
制
限

に
つ

い
て

は
、
国

民
体

育
大

会
開

催
基

準
要
項

細
則
第

３
項

－
(
1
)－

1
)
－
③

の
通
り

と
す

る
。
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- 1
5 

- 

別
記

４
【
東

日
本
大

震
災
に
係

る
選

手
及

び
監
督

の
国
民
体

育
大

会
参

加
資
格

の
特
例
措

置
】

 

１
 

特
例
の

対
象
と

な
る
被
災

地
域

都
道

府
県
 

 
 

震
災
に

よ
る
被

害
状
況
及

び
影

響
等

を
総
合

的
に
勘
案

し
、
青

森
県

、
岩
手

県
、
宮

城
県

、
福
島

県
、
茨

城
県
、

千
葉

県
の

６
県

を
本

特
例

の
適

用
対

象
と

な
る

被
災

地
域

都
道

府
県

(
以

下
｢
特

例
対

象
県

｣
と

い
う

。
)
と

す
る

。
 

な
お

、
特

例
対

象
県
以

外
の
都

道
府

県
に

お
い
て

対
応
が
必

要
と

な
っ

た
場
合

は
、
個
別

に
取

り
扱

う
こ
と

と

す
る

。
 

２
 

特
例
の

内
容
 

(
1
)
 

特
例
対

象
県
を

所
属
都

道
府

県
と

す
る
場

合
の
要
件

緩
和
 

次
の

選
手
及

び
監
督

に
つ
い
て

は
、
｢
居

住
地

を
示
す

現
住

所
｣
、
｢
学
校

所
在
地

｣
ま
た

は
｢
勤

務
地

｣
の
各

要

件
を

満
た
し

て
い
な

く
と
も
、

当
該

特
例

対
象
県

か
ら
参
加

す
る

こ
と

が
で
き

る
。
 

＜
特

例
の
対

象
者
＞
 

被
災

地
域
か

ら
の
避

難
等

、
災

害
の

影
響

に
よ
る

や
む
を
得

な
い

事
情

に
よ
っ

て
、
当
該

特
例

対
象

県
に

お
け

る
｢
居
住

地
を
示

す
現
住

所
｣
、
｢学

校
所
在

地
｣
ま
た

は
｢
勤

務
地

｣
の
各

要
件
を
満

た
す

こ
と

が
で
き

な

く
な

っ
た
者

。
 

た
だ

し
、
次

の
事
項

の
い
ず
れ

に
も

該
当

し
て
い

る
こ
と
。

 

ア
 

2
0
11

年
３
月

11
日
(震

災
発

生
時

)
時

点
に

お
い
て

、
当

該
特

例
対
象

県
内
に
居

住
ま

た
は

勤
務
し

て
い

た
者

。
若
し

く
は
当

該
特
例
対

象
県

内
の

｢
学

校
教

育
法
｣第

１
条

に
規

定
す
る

学
校
に
在

籍
し

て
い

た
者
で

あ
る

こ
と
。
 

イ
 

災
害
が

発
生
し

な
か
っ
た

と
仮

定
し

た
場
合

、
2
02
1
年

４
月

3
0
日

以
前
か

ら
各
競

技
会

終
了

時
｢
ス
ケ

ー

ト
競

技
会

2
0
22

年
1
月

28
日

／
ア

イ
ス
ホ

ッ
ケ
ー

競
技

会
2
02
2
年
１
月

3
0
日

｣ま
で

継
続
し

て
当
該

特

例
対

象
県
を

｢
居

住
地

を
示
す

現
住

所
｣、

｢
学
校

所
在
地
｣
ま

た
は

｢勤
務

地
｣と

す
る
要

件
を

満
た

し
て
い

た

と
合

理
的
に

推
測
さ

れ
る
者
で

あ
る

こ
と

。
 

(
2
)
 

避
難
等

に
よ
る

移
動
先

の
都

道
府

県
を
所

属
都
道
府

県
と

す
る

場
合
の

要
件
緩
和
 

ア
 

被
災
地

域
か
ら

の
避
難
等

に
よ

り
、
当

該
特

例
対
象
県

と
異

な
る

都
道
府

県
に
移
動

し
た

次
の

選
手
及

び

監
督

に
つ
い

て
は
、

移
動
先
の

都
道

府
県

か
ら
参

加
す
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

な
お

、
こ

の
場

合
、
第

7
5
回

及
び

第
7
6
回

大
会

に
当
該

特
例

対
象

県
か
ら

参
加
し
て

い
て

も
、
国

民
体

育
大

会
開
催

基
準
要

項
細
則
第

３
項

－
(1
)
－

1
)－

③
（
国

内
移

動
選

手
の
制

限
）
に
は

抵
触

し
な

い
も
の

と

す
る

。
 

＜
特

例
の
対

象
者
＞
 

被
災

地
域
か

ら
避
難

等
、
災
害

の
影

響
に

よ
る
や

む
を
得
な

い
事

情
に

よ
っ
て

、
当

該
特

例
対

象
県

か
ら

移
動

せ
ざ
る

を
得
な

か
っ
た
者

。
 

た
だ

し
、
次

の
事
項

の
い
ず
れ

に
も

該
当

し
て
い

る
こ
と
。

 

(ア
) 

2
0
1
1
年

３
月

1
1
日
時
点

に
お

い
て

、
当
該

特
例
対
象

県
内

に
居

住
ま
た
は

勤
務
し

て
い

た
者

。
若
し

く
は

当
該
特

例
対
象

県
内
の
「

学
校

教
育

法
」
第

１
条
に
規

定
す

る
学

校
に
在

籍
し
て
い

た
者

で
あ

る
こ

と
。
 

(イ
) 

移
動
先

の
都
道

府
県
を
「

居
住

地
を

示
す
現

住
所

」、
「

学
校

所
在

地
」
ま

た
は
「
勤

務
地

」
と

す
る
要

件
を

満
た
し

て
い
る

こ
と
。
 

な
お

、
移
動

が
生
じ

た
時
期
が

2
0
2
1
年
４

月
3
0
日

以
降
の

場
合

は
、

移
動
先

の
都
道
府

県
の

予
選

会

開
始

ま
で
に

要
件
を

満
た
し
て

い
る

こ
と

と
す
る

。
 

[
注

]
 
「
居

住
地
を

示
す
現
住

所
」
及
び
「

学
校

所
在
地
」
と

し
て
参

加
を
希

望
す
る
者

に
つ

い
て

は
、
当

- 1
6 

- 

該
自

治
体
へ

の
住
所

に
関
す
る

届
出

ま
た

は
学
籍

に
係
る
要

件
を

満
た

し
て
い

な
く
と
も

、
そ
れ

に
準
ず

る

公
的

な
証
明

書
類
を

提
出
で
き

、
か
つ

移
動
先

の
都
道

府
県

に
居

住
あ

る
い
は

通
学
し
て

い
る

実
態

を
有
し

て
い

る
と
日

本
ス
ポ

ー
ツ
協
会

が
認

め
た

場
合
、

移
動
先
の

都
道

府
県

か
ら
出

場
す
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

イ
 

本
項
ア

を
適
用

し
て
避
難

等
に

よ
る

移
動
先

の
都
道
府

県
か

ら
第

7
7
回

大
会
に
参

加
し

た
者

が
、

20
2
3

年
開

催
の
特

別
大
会

に
お
い
て

、
次

の
よ

う
な
震

災
に
係
る

理
由

に
よ

り
再
度

都
道
府
県

を
移

動
し

て
参
加

す
る

場
合
は

、
国

民
体
育

大
会

開
催

基
準

要
項
細

則
第
３
項

－
(
1
)
－
1
)
－

③
（

国
内
移

動
選

手
の

制
限
）
に

は
抵

触
し
な

い
も
の

と
す
る
。

 

 
＜

例
＞

 
○

 
避

難
先
を
離

れ
、

当
該

特
例
対

象
県
に
戻

る
場

合
 

 
 

 
 
 

○
 
避

難
先
を
離

れ
、
他

の
都
道

府
県
を

｢居
住

地
を
示

す
現
住

所
｣
、
｢学

校
所

在
地

｣
ま

た
は

｢
勤

務
地

｣
と

す
る

場
合
 

 
 

 
 
 

○
 
他

の
都
道
府

県
に

避
難

先
を
移

す
場
合
 

(
3
)
 

避
難

等
に

よ
る

移
動

先
の

属
す

る
都

道
府

県
に

お
い

て
学

校
を

卒
業

し
た

場
合

の
｢
ふ

る
さ

と
｣
選

択
要

件

の
緩

和
 

避
難

等
に
よ

る
移
動

先
の
属
す

る
都

道
府

県
に
お

い
て
小
学

校
、
中
学

校
ま
た

は
高
等
学

校
を

卒
業

し
た
者

が
、

成
年

種
別

年
齢

域
に

達
し

た
際

、
｢
国

民
体

育
大

会
ふ

る
さ

と
選

手
制

度
｣
を

活
用

し
て

参
加

す
る

場
合

、

次
の

い
ず
れ

か
を

｢ふ
る

さ
と

｣
と

し
て
登

録
す
る

こ
と
が

で
き

る
。
 

 
ア

 
卒
業

小
学
校

、
卒
業
中

学
校

ま
た

は
卒
業

高
等
学
校

の
所

在
地
 

イ
 

災
害
の

発
生
し

た
時
点
で

在
籍

し
て

い
た
小

学
校
、
中

学
校

ま
た

は
高
等

学
校
の
所

在
地
 

な
お

、
本

特
例
を

適
用
し

て
上

記
イ

の
学

校
所
在

地
を

｢ふ
る

さ
と

｣登
録

し
た

場
合
に

つ
い

て
も

、
卒

業

小
学

校
、
卒

業
中

学
校
ま

た
は

卒
業

高
等

学
校
の

所
在
地
を

｢
ふ

る
さ
と

｣
と
す

る
場
合
と

同
様

、
一

度
登

録

し
た

｢
ふ

る
さ

と
｣は

変
更
で
き

な
い

。
 

＜
特

例
の
対

象
者
＞
 

2
0
1
1
年

度
か

ら
2
01
2
年
度
(
小

学
校
は

2
0
1
5
年

度
)
ま
で

に
、
避
難

等
に
よ

る
移
動
先

の
属

す
る

都
道
府

県
に

お
い
て

小
学
校

、
中
学
校

ま
た

は
高

等
学
校

を
卒
業
し

た
者

。
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〔
１
〕
ス
ケ
ー
ト
競
技
 

 １
 

期
 
 

日
 
 

2
0
2
2
年

１
月

2
4
日

（
月
）

か
ら
１

月
2
8
日
（

金
）
ま

で
（
５

日
間

）
 

実
施

競
技
 

競
技

期
間

 

ス
ピ

ー
ド

 
2
0
2
2
年

１
月

2
5
日

（
火
）
～

１
月

2
8
日

（
金
）
 

シ
ョ

ー
ト

ト
ラ

ッ
ク
 

2
0
2
2
年

１
月

2
4
日

（
月
）
～

１
月

2
5
日

（
火
）
 

フ
ィ

ギ
ュ

ア
 

2
0
2
2
年

１
月

2
4
日

（
月
）
～

１
月

2
7
日

（
木
）
 

 ２
 

会
 
 

場
 

会
場

地
 

実
施

競
技
 

競
技

会
場
 

 

日
光

市
 

ス
ピ

ー
ド
 

日
光

市
霧
降

ス
ケ
ー

ト
セ
ン
タ

ー
 

シ
ョ

ー
ト

ト
ラ

ッ
ク
 

今
市

青
少
年

ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ

ー
屋

内
ス

ケ
ー
ト

リ
ン
ク
 

フ
ィ

ギ
ュ

ア
 

栃
木

県
立
日

光
霧
降

ア
イ
ス
ア

リ
ー

ナ
 

 ３
 

種
別
、

種
目
及

び
参
加
人

員
 

(
1
)
 

種
別
及

び
種
目
 

 
 

ア
 
ス

ピ
ー
ド
 

種
別
 

種
目

 

成
年

男
子

 
5
0
0
ｍ

・
1
00
0
ｍ

・
1
5
0
0
ｍ
・

5
0
0
0
ｍ
・

2
0
0
0ｍ

Ｒ
 

成
年

女
子

 
5
0
0
ｍ

・
1
00
0
ｍ

・
1
5
0
0
ｍ
・

3
0
0
0
ｍ
・

2
0
0
0ｍ

Ｒ
 

少
年

男
子

 
5
0
0
ｍ

・
1
00
0
ｍ

・
1
5
0
0
ｍ
・

5
0
0
0
ｍ
・

1
0
0
0
0ｍ

・
2
00
0
ｍ

Ｒ
 

少
年

女
子

 
5
0
0
ｍ

・
1
00
0
ｍ

・
1
5
0
0
ｍ
・

3
0
0
0
ｍ
・

2
0
0
0ｍ

Ｒ
 

 

イ
 

シ
ョ
ー

ト
ト
ラ

ッ
ク
 

種
別
 

種
目

 

成
年

男
子

 
5
0
0
ｍ

・
1
00
0
ｍ

・
5
0
0
0
ｍ
Ｒ

 

成
年

女
子

 
5
0
0
ｍ

・
1
00
0
ｍ

・
3
0
0
0
ｍ
Ｒ

 

少
年

男
子

 
5
0
0
ｍ

・
1
00
0
ｍ
 

少
年

女
子

 
5
0
0
ｍ

・
1
00
0
ｍ
 

 

ウ
 

フ
ィ
ギ

ュ
ア
 

種
別
 

種
目

 

成
年

男
子

 
 

シ
ョ

ー
ト

プ
ロ

グ
ラ

ム
 

フ
リ

ー
ス

ケ
ー

テ
ィ

ン
グ
 

成
年

女
子

 

少
年

男
子

 

少
年

女
子
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(
2
)
 

参
加
人

員
 

種
別
 

監
督
 

選
手
 

都
道

府
県
数
 

小
計
 

合
計
 

成
年

男
子
 

 

1
2
名

以
内
 

3
0
名

以
内
 

 

4
7
 

 

１
都

道
府
県
 

6
6
名

以
内
 

 

8
5
8
名

以
内
 

成
年

女
子
 

少
年

男
子
 

2
4
名

以
内
 

少
年

女
子
 

各
都

道
府
県

は
、
監
督

1
2
名

、
選

手
54

名
、
計

6
6
名
以

内
で

編
成

し
、
各
種

別
、
各

種
目

の
参

加
者
数

は
上

記
の
と

お
り
と

す
る
。
 

た
だ

し
、
総

計
8
58

名
を
超
え

る
場

合
は

、
公
益

財
団
法
人

日
本

ス
ケ

ー
ト
連

盟
が
調
整

す
る

。
 

成
年

選
手
が

監
督
を

兼
任
す
る

場
合

、
種

別
・
種

目
を
跨
ぐ

兼
任

は
認

め
な
い

。
 

ま
た

、
専
任

監
督
の

種
別
の
兼

任
は

認
め

る
が
、

種
目
を
跨

ぐ
兼

任
は

認
め
な

い
。
 

 

ア
 

ス
ピ
ー

ド
 

(
ｱ
)
 

 
各
都

道
府
県

の
エ
ン
ト

リ
ー

は
、

前
年
度

の
国
体
で

各
種

別
の

総
合
順

位
が
１
位

か
ら

16
位

ま
で

の

都
道

府
県
は

各
種
別

最
大
８
名

ま
で

、
17

位
以
下

の
都
道

府
県

は
各

種
別
最

大
５
名
ま

で
と

す
る

。
 

た
だ

し
、
国

体
開
催

県
が

17
位

以
下
の

場
合
は

1
6
位
に

繰
り

上
げ

る
。
 

各
都

道
府
県

の
種
別

順
位
が

1
6
位

ま
で

の
中
に

得
点
が

得
ら

れ
な

か
っ
た

場
合
、
順

位
が

決
定

し
て

い
る

都
道
府

県
以
下

の
順
位
の

決
定

は
、
各

種
目
予

選
か
ら

決
勝

ま
で

の
レ
ー

ス
ご
と
に

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
ポ

イ
ン
ト

を
１
位

８
点
、
２

位
７

点
、
３
位

６
点
、
４
位

５
点
、
５

位
４

点
、
６

位
３

点
、
７

位
２
点

、

８
位

１
点
を

与
え
て

都
道
府
県

ご
と

の
合

計
得
点

に
よ
り
以

降
の

順
位

を
決
定

す
る
。
こ

の
場

合
、

長
距

離
（

3
0
0
0ｍ

・
5
0
00
ｍ

・
10
0
0
0
ｍ

）
に
限

り
、
１

位
1
2
点

、
２

位
1
1
点

、
３

位
10

点
、

４
位

９
点

、

５
位

８
点
、

６
位
７

点
、
７
位

６
点

、
８

位
５
点

、
９
位
４

点
、

1
0
位
３

点
、
1
1
位
２

点
、

1
2
位
１

点

と
す

る
。
 

(
ｲ
)
 

た
だ

し
、
第

7
6
回
大

会
（
岐

阜
県

）
の

成
績
に

よ
り
、
上

位
 
1
6
 
位

以
内
と

な
っ
た

都
道

府
県

に
最

大
出

場
枠
を

与
え
る

。
ま
た
、

今
年

度
に

限
り
、

第
7
6
回

大
会

に
エ

ン
ト
リ

ー
（
参
加

申
し

込
み

）

し
た

都
道
府

県
は
第

7
5
回
大

会
（

青
森

県
）
の

成
績
に
よ

り
得

た
第

7
6
回
大

会
の
各

種
別

の
最

大
出

場
枠

の
権
利

を
第

7
7
回
大
会

（
栃

木
県

）
に
留

保
す
る
。
１

種
目
２

名
以
内

、
１
名
２

種
目

（
リ

レ

ー
は

除
く

。）
以

内
と

す
る
。

 

ま
た

、
最
大

枠
の
中

で
各
種
目

１
名

の
補

欠
を
エ

ン
ト
リ
ー

で
き

る
。
 

リ
レ

ー
の
エ

ン
ト
リ

ー
は
１
チ

ー
ム

６
名

以
内
と

し
、
競
技

は
４

名
で

行
う
。
 

(
ｳ
)
 
 
エ

ン
ト

リ
ー
後

に
お
け

る
選

手
の

交
代
は

、
公

益
財

団
法

人
日

本
ス
ケ

ー
ト
連
盟

ス
ピ

ー
ド

ス
ケ
ー

ト

競
技

規
則
運

用
マ
ニ

ュ
ア
ル
に

定
め

る
事

由
に
準

ず
る
。
 

(
ｴ
)
 
 
ス

ピ
ー

ド
と
シ

ョ
ー
ト

ト
ラ

ッ
ク

に
重
複

し
て
エ
ン

ト
リ

ー
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
。
 

(
ｵ
)
 
 
監

督
は

ス
ピ
ー

ド
、
シ

ョ
ー

ト
ト

ラ
ッ
ク

、
フ
ィ
ギ

ュ
ア

を
合

わ
せ
て

1
2
名
以

内
と

す
る

。
 

イ
 

シ
ョ

ー
ト

ト
ラ

ッ
ク

 

(
ｱ
)
 

前
年

度
国

体
で

各
種

別
の

総
合

順
位

が
１

位
か

ら
８

位
ま

で
の

都
道

府
県

と
、

前
年

の
全

日
本

都
道

府
県

対
抗

競
技

会
で

、
各

種
別

の
総

合
順

位
が

上
記

８
位

ま
で

を
除

い
た

都
道

府
県

で
、

各
種

別
そ

れ

ぞ
れ

８
位

ま
で

、
計

1
6
の

都
道

府
県

は
、

成
年

男
女

種
別

各
５

名
以

内
、

少
年

男
女

種
別

各
２

名
以

内

と
し

、
1
7
位

以
下

の
都

道
府

県
は

各
種

別
１

名
と

し
、

国
体

開
催

県
が

1
7
位

以
下

の
場

合
は

1
6
位

に
繰

り
上

げ
、

以
下

の
順

位
を

繰
り

下
げ

る
。
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前
年

度
の

国
体

の
各

都
道

府
県

の
種

別
順

位
が

８
位

ま
で

の
中

に
得

点
が

得
ら

れ
な

か
っ

た
場

合
は

、

全
日

本
都

道
府

県
対

抗
競

技
会

の
成

績
に

よ
る

。
 

た
だ

し
、

前
年

度
第

 
6
8
 
回

全
日

本
都

道
府

県
対

抗
競

技
会

（
大

阪
府

）
が

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス

感
染

防
止

の
た

め
中

止
に

な
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
9
位

か
ら

1
6
位

の
順

位
が

確
定

で
き

な
か

っ
た

た
め

、

今
年

度
に

限
り

、
第

7
6
回

大
会
（

愛
知

県
）
に

出
場

し
た

都
道

府
県

に
最

大
出

場
枠

を
与

え
、
第

7
6
回

大

会
に

エ
ン

ト
リ

ー
し

て
出

場
を

棄
権

し
た

都
道

府
県

に
つ

い
て

は
第

7
5
回

大
会

（
青

森
県

）
の

成
績

に

よ
り

得
た

第
7
6
回

大
会

の
各

種
別

の
最

大
出

場
枠

の
権

利
を

第
7
7
回

大
会

（
栃

木
県

）
に

留
保

す
る

。
 

 
 

 
(
ｲ
)
 

１
種

目
２

名
以

内
、

１
名

２
種

目
（

リ
レ

ー
は

除
く

。
）

以
内

と
す

る
。

 
 

ま
た

、
最

大
枠

の
中

で
各

種
目

１
名

の
補

欠
を

エ
ン

ト
リ

ー
で

き
る

。
 

リ
レ

ー
の

エ
ン

ト
リ

ー
は

１
チ

ー
ム

５
名

以
内

と
し

、
競

技
は

４
名

で
行

う
。

 

1
6
位

ま
で

の
都

道
府

県
少

年
男

女
種

別
と

1
7
位

以
下

の
都

道
府

県
各

種
別

に
つ

い
て

は
、

エ
ン

ト
リ

ー
後

に
病

気
、
け

が
等

で
出

場
で

き
な

い
場

合
は

、
抽

選
会

以
前

で
レ

フ
ェ

リ
ー

が
認

め
た

時
に

限
り

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
ｳ
)
 

上
記

以
外

の
エ

ン
ト

リ
ー

後
に

お
け

る
選

手
の

交
代

は
、

公
益

財
団

法
人

日
本

ス
ケ

ー
ト

連
盟

ス
ピ

 

ー
ド

ス
ー

ト
競

技
規

則
運

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
定

め
る

事
由

に
準

ず
る

。
 

(
ｴ
)
 

シ
ョ

ー
ト

ト
ラ

ッ
ク

と
ス

ピ
ー

ド
に

重
複

し
て

エ
ン

ト
リ

ー
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

(
ｵ
)
 

監
督

は
ス

ピ
ー

ド
、

シ
ョ

ー
ト

ト
ラ

ッ
ク

、
フ

ィ
ギ

ュ
ア

を
合

わ
せ

て
1
2
名

以
内

と
す

る
。

 

ウ
 

フ
ィ

ギ
ュ

ア
 

(
ｱ
)
 

参
加

人
数

は
、

各
種

別
と

も
１

都
道

府
県

１
チ

ー
ム

２
名

と
す

る
。

 

参
加

都
道

府
県

は
、

a
か

ら
c
に

該
当

す
る

最
大

1
6
チ

ー
ム

で
あ

る
。

 

a
 

前
年

度
の

国
体

で
、

各
種

別
の

総
合

順
位

が
上

位
８

チ
ー

ム
で

今
年

度
の

予
選

参
加

申
込

締
切

日

ま
で

に
大

会
出

場
の

意
向

を
提

出
し

た
チ

ー
ム

 

b
 

第
7
7
回

国
民

体
育

大
会

冬
季

大
会

フ
ィ

ギ
ュ

ア
競

技
予

選
会

に
お

い
て

出
場

権
を

得
た

チ
ー

ム
 

c
 

開
催

都
道

府
県

で
今

年
度

の
予

選
参

加
申

込
締

切
日

ま
で

に
大

会
出

場
の

意
向

を
提

出
し

た
チ

ー

ム
 

(
ｲ
)
 

監
督

は
ス

ピ
ー

ド
、

シ
ョ

ー
ト

ト
ラ

ッ
ク

、
フ

ィ
ギ

ュ
ア

を
合

わ
せ

て
1
2
名

以
内

と
す

る
。

 

 ４
 

競
技

上
の

規
定

及
び

競
技

方
法

 

(
1
)
 

ス
ピ

ー
ド

 

ア
 

公
益

財
団

法
人

日
本

ス
ケ

ー
ト

連
盟

シ
ン

グ
ル

ト
ラ

ッ
ク

ス
ピ

ー
ド

ス
ケ

ー
ト

競
技

特
別

規
則

に
よ

る
。

ト
ラ

ッ
ク

は
、
「

3
8
7
.
3
6
ｍ

標
準

シ
ン

グ
ル

ト
ラ

ッ
ク

（
Ｃ

タ
イ

プ
）
」

を
使

用
す

る
。

 

イ
 

競
技

は
個

人
及

び
都

道
府

県
対

抗
と

し
、

種
目

ご
と

に
予

選
及

び
決

勝
を

行
う

。
 

な
お

、
予

選
及

び
決

勝
は

、
次

の
方

法
に

よ
り

行
う

。
 

(
ｱ
)
 

予
選

は
、

各
都

道
府

県
か

ら
の

出
場

申
込

記
載

順
に

よ
り

シ
ー

ド
し

て
組

み
合

わ
せ

る
。

 

(
ｲ
)
 

決
勝

出
場

者
 

a
 

８
名

以
内

（
男

女
5
0
0
ｍ

、
男

女
1
0
0
0
ｍ

、
男

女
1
5
0
0
ｍ

）
 

b
 
 
1
2
名

以
内

（
男

子
5
0
0
0
ｍ

、
男

子
1
0
0
0
0
ｍ

、
女

子
3
0
0
0
ｍ

）
 

(
ｳ
)
 

出
場

者
数

が
上

記
の

人
数

を
超

え
た

場
合

は
予

選
を

行
う

。
 

た
だ

し
、

申
込

者
数

が
９

名
の

場
合

は
、

予
選

を
行

わ
ず

決
勝

と
す

る
。

 

(
ｴ
)
 

男
女

5
0
0
ｍ

、
1
0
0
0
ｍ

、
1
5
0
0
ｍ

に
つ

い
て

は
、

出
場

者
数

に
よ

り
準

決
勝

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。
 

- 2
0 

- 

(
ｵ
)
 

5
0
0
ｍ

と
リ

レ
ー

競
技

で
は

、
決

勝
Ａ

(
１

位
～

４
位

)
及

び
決

勝
Ｂ

(
５

位
～

８
位

)
を

行
い

、
順

位
を

決
定

す
る

。
 

 
 

 
た

だ
し

、
参

加
者

(
チ

ー
ム

)
が

６
名

(
チ

ー
ム

)
以

内
の

場
合

は
決

勝
の

み
と

す
る

。
 

(
ｶ
)
 

組
合

せ
に

当
た

っ
て

は
、

公
益

財
団

法
人

日
本

ス
ポ

ー
ツ

協
会

、
公

益
財

団
法

人
日

本
ス

ケ
ー

ト
連

盟
イ

ベ
ン

ト
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
、

レ
フ

ェ
リ

ー
及

び
ス

ピ
ー

ド
委

員
が

立
会

い
、

責
任

を
も

っ
て

調

整
す

る
。

 

ウ
 

リ
レ

ー
の

編
成

は
、

エ
ン

ト
リ

ー
選

手
で

あ
れ

ば
予

選
と

決
勝

で
同

一
選

手
で

な
く

て
も

よ
い

。
 

た
だ

し
、

メ
ン

バ
ー

及
び

出
走

順
の

提
出

は
リ

レ
ー

競
技

開
始

１
時

間
前

ま
で

と
し

、
ス

ケ
ー

ト
の

破

損
、

選
手

の
負

傷
等

の
特

別
な

理
由

に
よ

る
変

更
の

申
し

出
は

、
リ

レ
ー

競
技

開
始

3
0
分

前
ま

で
と

す

る
。

 

エ
 

責
任

先
頭

制
の

競
技

方
法

を
採

用
す

る
。

 

(
ｱ
)
 

責
任

先
頭

を
課

す
距

離
及

び
回

数
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

1
0
0
0
ｍ

(
１

回
)
、

1
5
0
0
ｍ

(
１

回
)
、

3
0
0
0
ｍ

(
２

回
)
、

5
0
0
0
ｍ

(
４

回
)
、

1
0
0
0
0
ｍ

(
８

回
)
 

(
ｲ
)
 

責
任

先
頭

判
定

ラ
イ

ン
は

、
両

ス
ト

レ
ー

ト
の

中
央

に
、

走
路

に
直

角
に

引
い

た
線

と
し

、
シ

ン
グ

ル
ト

ラ
ッ

ク
競

技
の

フ
ィ

ニ
ッ

シ
ュ

の
判

定
基

準
に

よ
り

行
う

。
た

だ
し

、
責

任
先

頭
の

回
数

は
、
1
0
0
0

ｍ
を

除
き

ス
タ

ー
ト

後
最

初
の

判
定

ラ
イ

ン
を

除
外

す
る

。
 

(
ｳ
)
 

責
任

先
頭

の
負

荷
種

目
の

順
位

は
、

責
任

先
頭

を
完

了
し

た
者

を
優

先
し

て
、

到
着

順
で

順
位

を
決

定
す

る
。

 

ま
た

、
責

任
先

頭
を

完
了

し
な

か
っ

た
者

は
、

取
得

し
た

回
数

の
多

少
に

か
か

わ
ら

ず
到

着
順

と
す

る
。

 

た
だ

し
、
男

子
1
0
0
0
0
ｍ

に
お

い
て

は
、
責

任
先

頭
を

完
了

し
た

者
を

優
先

し
て

到
着

順
に

順
位

を
決

定
し

、
次

に
回

数
未

完
了

者
の

中
で

、
取

得
回

数
の

多
い

順
に

順
位

を
付

け
、

同
回

数
の

場
合

は
到

着

順
で

決
定

す
る

。
さ

ら
に

、
未

取
得

の
者

が
到

着
順

に
こ

れ
に

続
く

。
 

オ
 

抗
議

は
、

監
督

を
通

じ
て

の
み

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
2
)
 

シ
ョ

ー
ト

ト
ラ

ッ
ク

 

ア
 

公
益

財
団

法
人

日
本

ス
ケ

ー
ト

連
盟

シ
ョ

ー
ト

ト
ラ

ッ
ク

ス
ピ

ー
ド

ス
ケ

ー
ト

競
技

特
別

規
則

に
よ

る
。

ト
ラ

ッ
ク

は
、

標
準

シ
ョ

ー
ト

ト
ラ

ッ
ク

を
使

用
す

る
。

 

イ
 

競
技

は
個

人
及

び
都

道
府

県
対

抗
と

す
る

。
 

ウ
 

出
場

者
を

も
っ

て
予

選
、

準
決

勝
、

決
勝

、
順

位
決

定
レ

ー
ス

を
行

い
、

順
位

を
決

定
す

る
。

 

な
お

、
予

選
及

び
決

勝
は

、
次

の
方

法
に

よ
り

行
う

。
 

(
ｱ
)
 

各
種

目
と

も
エ

リ
ミ

ネ
ー

シ
ョ

ン
方

式
と

し
、

ラ
ウ

ン
ド

及
び

組
数

は
、

出
場

者
数

に
基

づ
い

て
設

定
す

る
。

 

(
ｲ
)
 

レ
フ

ェ
リ

ー
救

済
者

を
除

き
、

5
0
0
ｍ

、
1
0
0
0
ｍ

の
準

決
勝

及
び

決
勝

は
４

名
ま

で
の

編
成

と
す

る
。 

(
ｳ
)
 

レ
フ

ェ
リ

ー
救

済
者

を
除

き
、

各
レ

ー
ス

の
１

位
、

２
位

の
者

は
次

の
ラ

ウ
ン

ド
に

進
出

で
き

る
。

(
ｴ
)
 

同
種

別
の

レ
ー

ス
間

に
最

低
1
5
分

間
の

休
憩

時
間

を
お

く
。

(
ｵ
)
 

成
年

男
子

リ
レ

ー
の

予
選

、
準

決
勝

は
3
0
0
0
ｍ

で
行

う
。

 

エ
 

各
種

目
と

も
、

最
初

の
ラ

ウ
ン

ド
の

組
合

せ
は

、
各

都
道

府
県

か
ら

の
出

場
申

込
記

載
の

ブ
ロ

ッ
ク

別

と
し

、
そ

の
ブ

ロ
ッ

ク
に

お
け

る
ラ

ウ
ン

ド
の

編
成

は
、

今
年

度
全

日
本

距
離

別
ラ

ン
キ

ン
グ

に
基

づ
い

て
、

次
に

バ
ッ

ジ
テ

ス
ト

級
に

よ
り

同
一

級
の

中
で

抽
選

し
て

各
組

に
配

置
す

る
。

 

ま
た

、
補

欠
を

起
用

す
る

場
合

は
予

選
に

の
み

適
用

し
、

交
代

者
の

組
に

置
き

換
え

る
こ

と
と

し
、

全

68



- 2
1 

- 

体
の

組
合

せ
の

変
更

は
行

わ
な

い
。

組
合

せ
に

当
た

っ
て

は
、

公
益

財
団

法
人

日
本

ス
ポ

ー
ツ

協
会

、
公

益
財

団
法

人
日

本
ス

ケ
ー

ト
連

盟
イ

ベ
ン

ト
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
、

レ
フ

ェ
リ

ー
、

コ
ン

ペ
チ

タ
ー

ズ
ス

チ
ュ

ワ
ー

ド
及

び
ス

ピ
ー

ド
委

員
が

立
会

い
、

責
任

を
も

っ
て

調
整

す
る

。
 

オ
 

順
位

は
、

決
勝

レ
ー

ス
及

び
順

位
決

定
レ

ー
ス

に
よ

り
、

１
位

か
ら

８
位

を
決

定
す

る
。

 

(
3
)
 

フ
ィ

ギ
ュ

ア
 

ア
 

公
益

財
団

法
人

日
本

ス
ケ

ー
ト

連
盟

フ
ィ

ギ
ュ

ア
ス

ケ
ー

ト
競

技
特

別
規

則
に

準
ず

る
。

採
点

は
 

 

Ｉ
Ｓ

Ｕ
ジ

ャ
ッ

ジ
ン

グ
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

。
 

イ
 

各
種

別
参

加
選

手
3
2
名

以
内

に
よ

っ
て

シ
ョ

ー
ト

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

行
い

、
上

位
2
4
名

に
よ

る
フ

リ
ー

ス

ケ
ー

テ
ィ

ン
グ

を
行

い
、

２
名

の
総

合
成

績
合

計
で

各
チ

ー
ム

の
順

位
を

決
定

す
る

団
体

競
技

と
す

る
。

数
値

が
同

じ
場

合
は

、
個

人
成

績
の

良
い

選
手

を
含

む
チ

ー
ム

が
上

位
と

な
る

。
 

[
注

]
①

 
１

名
で

は
参

加
で

き
な

い
。

 

 
 

②
 

２
名

申
込

み
の

場
合

で
も

１
名

が
棄

権
し

た
場

合
は

、
そ

の
チ

ー
ム

は
失

格
と

す
る

。
 

ウ
 

本
大

会
に

お
い

て
シ

ョ
ー

ト
プ

ロ
グ

ラ
ム

終
了

以
前

に
１

名
で

も
選

手
が

棄
権

し
た

場
合

は
、

そ
の

チ

ー
ム

は
失

格
と

な
る

。
 

た
だ

し
、

フ
リ

ー
ス

ケ
ー

テ
ィ

ン
グ

に
お

け
る

棄
権

は
、

棄
権

し
た

選
手

に
対

し
フ

リ
ー

ス
ケ

ー
テ

ィ

ン
グ

の
最

下
位

の
順

位
が

与
え

ら
れ

る
。

 

エ
 

予
選

チ
ー

ム
と

本
大

会
出

場
チ

ー
ム

は
、

有
資

格
者

で
あ

れ
ば

メ
ン

バ
ー

が
異

な
っ

て
も

構
わ

な
い

。
 

オ
 

本
選

に
お

い
て

選
手

の
変

更
の

あ
る

場
合

は
、

監
督

会
議

前
に

文
書

で
届

け
出

た
場

合
の

み
１

名
の

変

更
を

認
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

抽
選

後
の

変
更

は
認

め
ら

れ
な

い
。

 

カ
 

競
技

課
題

 

シ
ョ

ー
ト

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

、
2
0
2
1
年

国
際

ス
ケ

ー
ト

連
盟

規
程

第
6
1
1
条

に
基

づ
き

、
少

年
は

Ｉ
Ｓ

Ｕ

ジ
ュ

ニ
ア

課
題

、
成

年
は

Ｉ
Ｓ

Ｕ
シ

ニ
ア

課
題

と
す

る
。

 

フ
リ

ー
ス

ケ
ー

テ
ィ

ン
グ

は
、

2
0
2
1
年

国
際

ス
ケ

ー
ト

連
盟

規
程

第
6
1
2
条

に
基

づ
き

、
少

年
は

ジ
ュ

ニ
ア

、
成

年
は

シ
ニ

ア
の

Ｉ
Ｓ

Ｕ
規

則
に

準
ず

る
。

 

キ
 

滑
走

時
間

 

(
ｱ
)
 

シ
ョ

ー
ト

プ
ロ

グ
ラ

ム
滑

走
時

間
は

、
２

分
4
0
秒

プ
ラ

ス
／

マ
イ

ナ
ス

1
0
秒

と
す

る
。

 

(
ｲ
)
 

フ
リ

ー
ス

ケ
ー

テ
ィ

ン
グ

滑
走

時
間

は
、

成
年

男
子

・
成

年
女

子
４

分
プ

ラ
ス

／
マ

イ
ナ

ス
1
0
秒

、
 

少
年

男
子

・
少

年
女

子
３

分
3
0
秒

プ
ラ

ス
／

マ
イ

ナ
ス

1
0
秒

と
す

る
。

 

ク
 

音
楽

は
、

Ｃ
Ｄ

を
使

用
す

る
こ

と
と

し
、

最
初

か
ら

再
生

で
き

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

必
ず

予
備

の

音
源

も
持

参
す

る
こ

と
。

 

ケ
 

演
技

予
定

要
素

リ
ス

ト
は

、
参

加
選

手
個

人
に

お
い

て
2
0
2
2
年

１
月

４
日

(
火

)
ま

で
に

公
益

財
団

法
人

日
本

ス
ケ

ー
ト

連
盟

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「
マ

イ
ペ

ー
ジ

」
よ

り
登

録
す

る
こ

と
。

 

登
録

手
続

き
Ｕ

Ｒ
Ｌ

 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
s
k
a
t
i
n
g
j
a
p
a
n
.
j
p
/
m
y
p
a
g
e
/
 

な
お

、
登

録
で

き
な

い
場

合
は

、
都

道
府

県
単

位
で

ま
と

め
て

次
の

送
付

先
へ

提
出

す
る

こ
と

。
 

【
送

付
先
】
 

〒
3
2
1
-
1
2
92
 

栃
木

県
日
光

市
今
市

本
町
１
番

地
 

第
7
7
回

国
民

体
育
大

会
日
光
市

実
行

委
員

会
事
務

局
 

E
-
m
a
i
l
：

ko
k
u
t
a
i@
c
i
t
y
.n
i
k
k
o
.
l
g
.
jp
 

コ
 

滑
走

順
抽

選
は

監
督

会
議

に
お

い
て

行
う

。
 

- 2
2 

- 

５
 

参
加

資
格

、
所

属
都

道
府

県
及

び
選

手
の

年
齢

基
準

 

「
２

 
実

施
要

項
総

則
」

５
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 

監
督

 

公
益

財
団

法
人

日
本

ス
ポ

ー
ツ

協
会

公
認

ス
ポ

ー
ツ

指
導

者
資

格
制

度
に

基
づ

く
公

認
ス

ケ
ー

ト
コ

ー
チ

１
、
公

認
ス

ケ
ー
ト

コ
ー
チ
３

、
公

認
ス

ケ
ー
ト

コ
ー
チ
４

、
又

は
公

認
ス
ケ

ー
ト
教
師

の
資

格
を

有
す
る

こ

と
。
 

(
2
)
 

ス
ピ

ー
ド

 

公
益

財
団

法
人

日
本

ス
ケ

ー
ト

連
盟

バ
ッ

ジ
テ

ス
ト

Ｂ
級

以
上

（
ス

ピ
ー

ド
・

シ
ョ

ー
ト

）
の

資
格

を
有

す
る

者
（

バ
ッ

ジ
テ

ス
ト

認
定

証
は

、
必

ず
持

参
す

る
こ

と
。
）

 

(
3
)
 

シ
ョ

ー
ト

ト
ラ

ッ
ク

 

公
益

財
団

法
人

日
本

ス
ケ

ー
ト

連
盟

バ
ッ

ジ
テ

ス
ト

Ｂ
級

以
上

（
ス

ピ
ー

ド
・

シ
ョ

ー
ト

）
の

資
格

を
有

す
る

者
（

バ
ッ

ジ
テ

ス
ト

認
定

証
は

、
必

ず
持

参
す

る
こ

と
。
）

 

(
4
)
 

フ
ィ

ギ
ュ

ア
 

各
種

別
と

も
、

公
益

財
団

法
人

日
本

ス
ケ

ー
ト

連
盟

フ
ィ

ギ
ュ

ア
バ

ッ
ジ

テ
ス

ト
総

合
５

級
以

上
の

資
格

を
有

す
る

者
。

 

た
だ

し
、

中
学

３
年

生
が

参
加

す
る

場
合

は
、

バ
ッ

ジ
テ

ス
ト

総
合

６
級

以
上

と
す

る
。

 

 ６
 

総
合

成
績

決
定

方
法

 

男
女

総
合

成
績

（
天

皇
杯

得
点

）
及

び
女

子
総

合
成

績
（

皇
后

杯
得

点
）

は
、

競
技

得
点

と
参

加
得

点
を

合

計
し

、
そ

の
得

点
の

多
い

都
道

府
県

順
に

１
位

か
ら

８
位

ま
で

を
決

定
す

る
。

 

た
だ

し
、

同
得

点
の

場
合

は
そ

の
順

位
を

共
有

し
、

次
の

順
位

を
欠

位
と

す
る

。
 

(
1
)
 

競
技

得
点

の
種

類
 

ア
 

各
種

目
に

与
え

る
得

点
競

技
：

ス
ピ

ー
ド

、
シ

ョ
ー

ト
ト

ラ
ッ

ク
 

イ
 

種
別

に
与

え
る

得
点

競
技

：
フ

ィ
ギ

ュ
ア

 

(
2
)
 

競
技

得
点

 

天
皇

杯
対

象
種

別
 

皇
后

杯
対

象
種

別
 

競
技

得
点
 

成
年

男
子
 

成
年

女
子
 

少
年

男
子
 

少
年

女
子
 

成
年

女
子
 

少
年

女
子
 

ス
ピ

ー
ド

、
シ

ョ
ー

ト
ト

ラ
ッ

ク
 

 
各

種
目
（

リ
レ

ー
を

含
む

。
）
と

も
、
１

位
８

点
、
２

位
７

点
、
３

位
６

点
、
４

位
５

点
、
５

位
４

点
、
６

位
３

点
、
７

位

２
点

、
８

位
１

点
の

競
技

得
点

を
与

え
る

。
 

フ
ィ

ギ
ュ

ア
 

 
各

種
別

と
も

、
１

位
2
4
点

、
２

位
2
1
点

、
３

位
1
8
点

、
４

位

1
5
点

、
５

位
1
2
点

、
６

位
９

点
、
７

位
６

点
、
８

位
３

点
の

競

技
得

点
を

与
え

る
。

 

※
 

同
得

点
の

場
合

は
、

そ
の

順
位

を
共

有
し

、
次

の
順

位
を

欠
位

と
す

る
。

 

得
点

は
、

次
の

順
位

の
得

点
を

加
え

、
当

該
都

道
府

県
で

等
分

す
る

。
 

(
3
)
 

参
加

得
点

 

大
会

（
ブ

ロ
ッ

ク
大

会
等

を
含

む
。
）

に
参

加
し

た
都

道
府

県
に

、
参

加
得

点
1
0
点

を
与

え
る

。
 

た
だ

し
、

第
7
7
回

国
民

体
育

大
会

冬
季

大
会

フ
ィ

ギ
ュ

ア
競

技
予

選
会

で
本

大
会

の
出

場
権

を
獲

得
し

な

が
ら

、
本

大
会

に
参

加
し

な
か

っ
た

場
合

は
与

え
な

い
。
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７
 

表
 

 
彰

 

(
1
)
 

男
女

総
合

成
績

及
び

女
子

総
合

成
績

の
１

位
か

ら
８

位
ま

で
の

都
道

府
県

に
、

そ
れ

ぞ
れ

表
彰

状
を

授
与

す
る

。
 

(
2
)
 

男
女

総
合

成
績

１
位

の
都

道
府

県
に

、
国

民
体

育
大

会
会

長
ト

ロ
フ

ィ
ー

を
授

与
す

る
。

 

(
3
)
 

競
技

の
各

種
別

及
び

種
目

の
１

位
か

ら
８

位
ま

で
に

賞
状

を
授

与
す

る
。

 

た
だ

し
、
団

体
競

技
の

場
合

は
、
そ

の
都

道
府

県
名

と
チ

ー
ム

全
員
（

監
督

含
む

。
）
の

氏
名

を
記

載
し

た

も
の

を
都

道
府

県
用

に
１

枚
、

さ
ら

に
、

そ
の

都
道

府
県

名
と

当
該

個
人

名
を

記
載

し
た

も
の

を
チ

ー
ム

全

員
に

授
与

す
る

。
 

 

８
 

諸
会

議
 

(
1
)
 

組
合

せ
抽

選
会

 

ア
 

ス
ピ

ー
ド

 
 

 

日
 

時
 

 
2
0
2
2
年

１
月

９
日

（
日

）
1
4
:
3
0
～

 

場
 

所
 

 
日

光
市

霧
降

ス
ケ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

 
会

議
室

 

電
 

話
 

 
0
2
8
8
-
5
4
-
2
4
0
1
 

イ
 

シ
ョ

ー
ト

ト
ラ

ッ
ク

 

日
 

時
 

 
2
0
2
2
年

１
月

９
日

（
日

）
1
3
:
0
0
～

 

場
 

所
 

 
日

光
市

霧
降

ス
ケ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

 
会

議
室

 

電
 

話
 

 
0
2
8
8
-
5
4
-
2
4
0
1
 

(
2
)
 

監
督

会
議

 

ア
 

ス
ピ

ー
ド

 
 

 

日
 

時
 

 
2
0
2
2
年

１
月

2
4
日

（
月

）
1
5
:
0
0
～

 

場
 

所
 

 
日

光
千
姫

物
語
 

コ
ン

ベ
ン

シ
ョ
ン

ル
ー
ム
 

電
 

話
 

 
0
2
8
8
-
5
4
-
1
0
1
0
 

イ
 

シ
ョ

ー
ト

ト
ラ

ッ
ク

 

日
 

時
 

 
2
0
2
2
年

１
月

2
3
日

（
日

）
1
4
:
0
0
～

 

場
 

所
 

 
大

沢
公

民
館

 
会

議
室
 

電
 

話
 

 
0
2
8
8
-
2
6
-
1
9
7
5
 

ウ
 

フ
ィ

ギ
ュ

ア
 

 
 

日
 

時
 

 
2
0
2
2
年

１
月

2
3
日

（
日

）
1
4
:
0
0
～

 

場
 

所
 

 
日

光
千
姫

物
語
 

コ
ン

ベ
ン

シ
ョ
ン

ル
ー
ム
 

電
 

話
 

 
0
2
8
8
-
5
4
-
1
0
1
0
 

(
3
)
 

競
技

役
員

会
議

 

ア
 

ス
ピ

ー
ド

 
 

 

日
 

時
 

 
2
0
2
2
年

１
月

2
4
日

（
月

）
1
7
:
0
0
～

 

場
 

所
 

 
日

光
市

霧
降

ス
ケ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

 
競

技
役

員
控

室
 

電
 

話
 

 
0
2
8
8
-
5
4
-
2
4
0
1
 

イ
 

シ
ョ

ー
ト

ト
ラ

ッ
ク

 

日
 

時
 

 
2
0
2
2
年

１
月

2
3
日

（
日

）
1
5
:
0
0
～

 

場
 

所
 

 
大

沢
公

民
館

 
会

議
室

 

- 2
4 

- 

電
 

話
 

 
0
2
8
8
-
2
6
-
1
9
7
5
 

ウ
 

フ
ィ

ギ
ュ

ア
（

レ
フ
ェ
リ
ー
、
テ
ク
ニ
カ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
会
議
）

 

日
 

時
 

 
2
0
2
2
年

１
月

2
3
日

（
日

）
1
2
:
3
0
～

 

場
 

所
 

 
日

光
千
姫

物
語
 

コ
ン

ベ
ン

シ
ョ
ン

ル
ー
ム
 

電
 

話
 

 
0
2
8
8
-
5
4
-
1
0
1
0
 

 

９
 

そ
の

他
 

そ
の

他
の

事
項

に
つ

い
て

は
、

総
則

の
定

め
に

よ
る

。
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- 2
5 

- 

〔
２

〕
ア

イ
ス

ホ
ッ

ケ
ー

競
技

 
 １

 
期

 
 

日
 
 

2
0
2
2年

１
月

2
6
日
（

水
）
か

ら
１
月
3
0
日

（
日
）

ま
で
（

５
日
間
）
 

種
 

 
別
 

１
月

2
6
日

(水
) 

１
月

2
7
日

(木
) 

１
月

2
8
日

(金
) 

１
月

2
9
日

(土
) 

１
月

3
0
日

(日
) 

成
年

男
子
 

１
 

回
 
戦
 

２
 

回
 
戦
 

準
々

決
勝

 
準

 
決

 
勝
 

順
位

決
定
戦
 

決
 

 
 
勝
 

３
位

決
定
戦
 

少
年

男
子
 

 
１

 
回

 
戦
 

準
々

決
勝

 

順
位

決
定
戦
 

準
 

決
 
勝
 

順
位

決
定
戦
 

決
 

 
 
勝
 

３
位

決
定
戦
 

 ２
 

会
 
 

場
 

会
場

地
 

実
施

競
技
 

競
技

会
場
 

 

日
光

市
 

 

ア
イ

ス
ホ

ッ
ケ

ー
 

栃
木

県
立
日

光
霧
降

ア
イ
ス
ア

リ
ー

ナ
 

日
光

市
細
尾

ド
ー
ム

リ
ン
ク
 

今
市

青
少
年

ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ

ー
屋

内
ス

ケ
ー
ト

リ
ン
ク
 

 ３
 

種
別
及

び
参
加

人
員
 

種
別
 

監
督
 

選
手
 

参
加

都
道
府

県
数
 

小
計
 

合
計
 

成
年

男
子
 

１
 

1
6
 

2
6
 

4
4
2
 

6
6
3
 

少
年

男
子
 

１
 

1
6
 

1
3
 

2
2
1
 

 ４
 

競
技
上

の
規
定

及
び
競
技

方
法
 

(
1
)
 

ア
イ
ス

ホ
ッ
ケ

ー
公
式

国
際

競
技

規
則
及

び
本
大
会

要
項

に
よ

る
。
 

(
2
)
 

ト
ー
ナ

メ
ン
ト

方
式
に

よ
り

、
１

位
か
ら

８
位
ま
で

を
決

定
す

る
。
 

(
3
)
 

５
位
か

ら
８
位

ま
で
の

順
位

決
定

戦
の
組

合
せ
抽
選

は
行

わ
な

い
。
 

(
4
)
 

競
技
時

間
は
、
１

試
合

を
第

１
、
第

２
、
第

３
ピ
リ

オ
ド

の
３

回
に
分

け
、
ピ
リ

オ
ド

間
に

イ
ン
タ

ー
バ
ル

を
挟

む
。
 

成
年

、
少

年
と

も
準
決

勝
、
３

位
決

定
戦

及
び
決

勝
は
各
ピ

リ
オ

ド
正

味
2
0分

、
こ

れ
以

外
の

試
合

は
各
ピ

リ
オ

ド
正
味

1
5
分
で

行
う
。
イ

ン
タ

ー
バ

ル
は
全

て
の
試
合

と
も

1
0分

と
す
る

。
 

 
(
5
)
 

第
３

ピ
リ

オ
ド

終
了

時
に

同
点

の
場

合
は

、
３

分
間

の
休

憩
の

後
、

５
分

間
の

サ
ド

ン
デ

ス
方

式
に

よ
る

「
３

o
n
３
方

式
」
の

延
長

ピ
リ

オ
ド

を
行

う
。
な

お
、
決
し

な
い

場
合

は
、
３

名
に

よ
る

ペ
ナ

ル
テ

ィ
シ
ョ

ッ

ト
・
シ
ュ

ー
ト
ア

ウ
ト
を

行
う

。
そ
れ

で
も
決

し
な
い

場
合

は
、
１

名
ず
つ

の
サ
ド

ン
デ

ス
方

式
に

よ
る
ペ

ナ

ル
テ

ィ
シ
ョ

ッ
ト
・

シ
ュ
ー
ト

ア
ウ

ト
を

行
う
。
 

(
6
)
 

成
年
、

少
年
と

も
大
会

登
録

は
、

大
会
中

に
ゴ
ー
ル

テ
ン

ダ
ー

１
名
を

含
め
、
1
6
名

以
内
と

す
る
。
 

な
お

、
試

合
進

行
の

た
め

に
必

要
な

員
数

を
氷

上
に

揃
え

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
っ

た
時

点
で

没
収

試
合

と
し

、
０
対

1
5
で
当

該
チ
ー
ム

の
敗

戦
と

す
る
。
 

 ５
 

予
選
方

法
 

(
1
)
 

予
選
は

都
道
府

県
大
会

及
び

ブ
ロ

ッ
ク
大

会
と
す
る

。
 

(
2
)
 

都
道

府
県

大
会

は
各

都
道

府
県

ス
ポ

ー
ツ

協
会

等
の

主
催

と
し

、
ブ

ロ
ッ

ク
大

会
は

各
ブ

ロ
ッ

ク
内

関
係

- 2
6 

- 

都
道

府
県
ス

ポ
ー
ツ

協
会
等
の

共
催

、
開

催
地
連

盟
の
主
管

と
す

る
。
 

(
3
)
 

ブ
ロ
ッ

ク
大
会

の
関
係

都
道

府
県

及
び
選

出
チ
ー
ム

数
は

次
の

と
お
り

と
す
る
。

 

ブ
ロ

ッ
ク
名
 

都
道

府
県
名
 

成
年
 

少
年
 

北
 
 

海
  

道
 

北
海

道
 

１
 

１
 

東
 

 
 
 

北
 

青
森

・
岩
手

・
宮
城

・
秋
田
・

山
形

・
福

島
 

４
 

２
 

関
 

 
 
 

東
 

茨
城

・
群
馬

・
埼
玉

・
千
葉
・

東
京

・
神

奈
川
・

山
梨
 

４
 

３
 

北
信

越
・
東

海
 

新
潟

・
長
野

・
富
山

・
石
川
・

福
井

・
静

岡
・
愛

知
・
三
重

・
岐

阜
 

４
 

３
 

近
 

 
 
 

畿
 

滋
賀

・
京
都

・
大
阪

・
兵
庫
・

奈
良

・
和

歌
山
 

４
 

中
国

・
四

国
 

鳥
取

・
島
根

・
岡
山

・
広
島
・

山
口

・
香

川
・
徳

島
・
愛
媛

・
高

知
 

４
 

３
 

九
 

 
 
 

州
 

福
岡

・
佐
賀

・
長
崎

・
熊
本
・

大
分

・
宮

崎
・
鹿

児
島
・
沖

縄
 

４
 

開
 
 

催
  

地
 

栃
木
 

１
 

１
 

計
 

 
2
6
 

1
3
 

 ６
 

参
加
資

格
、
所

属
都
道
府

県
及

び
選

手
の
年

齢
基
準
 

「
２

 
実
施

要
項
総

則
」
５
に

定
め

る
も

の
の
ほ

か
、
次
の

と
お

り
と

す
る
。
 

(
1
)
 

本
年
度

ア
ジ
ア

リ
ー
グ

に
出

場
し

た
チ
ー

ム
に
所
属

登
録

さ
れ

た
者
は

出
場
で
き

な
い

。
 

(
2
)
 

本
大
会

の
参
加

人
員
は

、「
ア
イ

ス
ホ
ッ

ケ
ー
競
技

要
項
」
の

３
に

よ
る
が

、
選

手
に

つ
い

て
は
、
各
都

道

府
県

大
会
及

び
ブ
ロ

ッ
ク
大
会

に
出

場
し

た
者
の

う
ち
か
ら

メ
ン

バ
ー

を
編
成

す
る
。
 

(
3
)
 

監
督

は
、

公
益

財
団

法
人

日
本

ス
ポ

ー
ツ

協
会

公
認

ス
ポ

ー
ツ

指
導

者
制

度
に

基
づ

く
公

認
ア

イ
ス

ホ
ッ

ケ
ー

コ
ー

チ
１

、
公

認
ア

イ
ス

ホ
ッ

ケ
ー

コ
ー

チ
３

又
は

公
認

ア
イ

ス
ホ

ッ
ケ

ー
コ

ー
チ

４
の

資
格

を
有

す

る
こ

と
。
 

 ７
 

総
合
成

績
決
定

方
法
 

総
合

成
績
（

天
皇

杯
得
点

）
は

、
競
技

得
点
と

参
加
得

点
を

合
計

し
、
そ
の

得
点
の

多
い

都
道

府
県

順
に
１

位

か
ら

８
位
ま

で
を
決

定
す
る
。

 

た
だ

し
、
同

得
点
の

場
合
は
そ

の
順

位
を

共
有
し

、
次
の
順

位
を

欠
位

と
す
る

。
 

(
1
)
 

競
技
得

点
 

天
皇

杯
対
象

種
別
 

競
技

得
点
 

成
 
年

 
男

 子
 

少
 
年

 
男

 子
 

 
各

種
別
の

１
位

40
点

、
２
位

3
5
点

、
３
位

3
0
点

、
４
位

25
点

、
５

位
2
0点

、
 

 
 

６

位
1
5
点

、
７

位
1
0点

、
８
位
５

点
の

競
技

得
点
を

与
え
る
。
 

 
た

だ
し
、
同

順
位

の
場
合
は

そ
の

順
位

を
共
有

し
、
次
の

順
位

を
欠

位
と
す

る
。
得

点
は

次
の
順

位
の
得

点
を
加
え

、
当

該
都

道
府
県

で
等
分
す

る
。
 

(
2
)
 

参
加
得

点
 

大
会

（
ブ
ロ

ッ
ク
大

会
を
含
む

。
）

に
参
加

し
た
都

道
府
県

に
、

参
加

得
点

10
点

を
与
え

る
。
 

た
だ

し
、
ブ

ロ
ッ

ク
大
会

で
本

大
会

の
出

場
権
を

獲
得
し
な

が
ら
、
本

大
会

に
参
加

し
な

か
っ

た
場

合
は
与

え
な

い
。
 

(
3
)
 

そ
の
他
 

ア
 

総
合
成

績
（
天

皇
杯
得
点

）
の

決
定

は
、
公

益
財
団
法

人
日

本
ア

イ
ス
ホ

ッ
ケ
ー
連

盟
が

行
う

。
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イ
 

天
候
そ

の
他
の

事
情
に
よ

り
一

部
競

技
が
中

止
に
な
っ

た
場

合
の

成
績
は

、
大
会
総

務
委

員
会

と
公
益

財
団

法
人
日

本
ア
イ

ス
ホ
ッ
ケ

ー
連

盟
が

協
議
す

る
。
 

 

８
 

表
 
 

彰
 

(
1
)
 

総
合
成

績
の
１

位
か
ら

８
位

ま
で

の
都
道

府
県
に
、

そ
れ

ぞ
れ

表
彰
状

を
授
与
す

る
。
 

(
2
)
 

総
合
成

績
１
位

の
都
道

府
県

に
、

国
民
体

育
大
会
会

長
ト

ロ
フ

ィ
ー
を

授
与
す
る

。
 

(
3
)
 

各
種
別

の
１
位

か
ら
８

位
ま

で
に

賞
状
を

授
与
す
る

。
 

賞
状

は
、
そ

の
都
道

府
県
名
と

チ
ー

ム
全

員
（
監

督
を
含
む

。
）

の
氏
名

を
記
載

し
た
も

の
を

都
道

府
県

用
に

１
枚
、

さ
ら
に

、
そ
の
都

道
府

県
名

と
当
該

個
人
名
を

記
載

し
た

も
の
又

は
、
都
道

府
県

名
と

チ
ー
ム

全
員

（
監
督

を
含
む

。
）

の
氏

名
を

記
載

し
た
も

の
を
チ
ー

ム
全

員
に

授
与
す

る
。
 

 ９
 

参
加
上

の
注
意
 

(
1
)
 

2
0
2
2年

１
月
６

日
（
木

）
ま

で
に

チ
ー
ム

の
ホ
ー
ム

用
及

び
ビ

ジ
タ
ー

用
ユ
ニ
フ

ォ
ー

ム
の

写
真
デ

ー
タ

を
Ｃ

Ｄ
で
郵

送
又
は

Ｅ
メ
ー
ル

で
、

次
の

送
付
先

へ
提
出
す

る
こ

と
。
 

【
送

付
先
】
 

〒
3
2
1
-
1
2
91
 

栃
木

県
日
光

市
今
市

本
町
１
番

地
 

第
7
7
回

国
民

体
育
大

会
日
光
市

実
行

委
員

会
事
務

局
 

E
-
m
a
i
l
：

ko
k
u
t
a
i@
c
i
t
y
.n
i
k
k
o
.
l
g
.
jp
 

(
2
)
 

ア
イ
ス

ホ
ッ
ケ

ー
公
式

国
際

競
技

規
則
第

3
1
条
及

び
第

3
5
条

に
基
づ

き
、
少

年
に

参
加

す
る
プ

レ
イ
ヤ

ー
は

、
フ
ル

フ
ェ
イ

ス
・
マ
ス

ク
と

首
と

の
ど
の

プ
ロ
テ
ク

タ
ー

及
び

マ
ウ
ス

ピ
ー
ス
を

着
用

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

ゴ
ー
ル

テ
ン
ダ
ー

に
つ

い
て

は
、

18
歳

未
満

の
規

則
を

適
用
す

る
。
 

(
3
)
 

そ
の
他

の
事
項

は
、「

２
 

実
施
要

項
総
則

」
1
5
に

よ
る

も
の

と
す
る

。
 

 1
0
 

諸
会
議
 

(
1
)
 

組
合
せ

抽
選
会
 

ア
 

日
 
時

 
 

20
2
2
年
１
月

1
1
日

（
火

）
1
4
:0
0
～
 

イ
 

場
 
所

 
 

JA
P
A
N
 
SP
O
R
T
 
O
L
Y
M
PI
C
 
S
Q
UA
R
E 

ウ
 

電
 
話

 
 

03
-
5
8
4
3-
0
3
7
5
（

公
益

財
団
法

人
日
本
ア

イ
ス

ホ
ッ

ケ
ー
連

盟
）
 

(
2
)
 

監
督
会

議
 

ア
 

日
 
時

 
 

20
2
2
年
１
月

2
5
日

（
火

）
1
5
:0
0
～
 

イ
 

場
 
所

 
 
日

光
千
姫
物

語
 

コ
ン

ベ
ン
シ

ョ
ン
ル
ー

ム
 

ウ
 

電
 
話

 
 

02
8
8
-
5
4-
1
0
1
0 

 1
1
 

そ
の
他
 

そ
の

他
の
事

項
に
つ

い
て
は
、

総
則

の
定

め
に
よ

る
。
 

    

- 2
8 

- 

４
 

式
 

典
 

次
 

第
 

【
第

7
7
回

国
民

体
育

大
会

冬
季

大
会

ス
ケ

ー
ト

競
技

会
・

ア
イ

ス
ホ

ッ
ケ

ー
競

技
会

】
 

開
 

始
 

式
 

 

期
 

日
 

2
0
2
2
年

１
月

2
4
日

（
月

）
 

場
 

所
 

日
光

市
今

市
文

化
会

館
 

順
 

次
 

 
 
 

第
 

時
 

刻
 

１
 

 
開

場
 

 
9：

00
 

２
 

 
役

員
・

選
手

団
集

合
開

始
 

 
9：

20
 

３
 

 
役

員
・

選
手

団
着

席
完

了
 

 
9：

54
 

４
 

 
歓

迎
ア

ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

 
 
9：

55
 

５
 

 
参

加
都

道
府

県
旗

入
場

・
選

手
団

紹
介

 
1
0：

15
 

６
 

 
開

式
通

告
 

1
0：

30
 

７
 

 
競

技
会

開
始

宣
言

 
1
0：

31
 

８
 

 
国

旗
儀

礼
 

1
0：

34
 

９
 

 
大

会
旗

・
日

本
ス

ポ
ー

ツ
協

会
旗

・
実

施
競

技
団

体
旗

儀
礼

 
1
0：

36
 

1
0 

 
大

会
会

長
ト

ロ
フ

ィ
ー

返
還

 
1
0：

37
 

1
1 

 
日

本
ス

ポ
ー

ツ
協

会
あ

い
さ

つ
 

1
0：

41
 

1
2 

 
ス

ポ
ー

ツ
庁

あ
い

さ
つ

 
1
0：

43
 

1
3 

 
中

央
競

技
団

体
あ

い
さ

つ
 

1
0：

45
 

1
4 

 
歓

迎
の

こ
と

ば
 

1
0：

47
 

1
5 

 
選

手
代

表
宣

誓
 

1
0：

53
 

1
6 

 
閉

式
通

告
 

1
0：

56
 

1
7 

 
役

員
・

選
手

団
解

散
 

1
0：

57
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【
第

7
7
回

国
民

体
育

大
会

冬
季

大
会

ス
ケ

ー
ト

競
技

会
】

 

表
 

彰
 

式
 

 

期
 

日
 

2
0
2
2
年

１
月

2
8
日

（
金

）
 

場
 

所
 

観
光

ホ
テ

ル
 

日
光

千
姫

物
語

 

順
 

次
 

 
 

 
第

 
時

 
刻

 

１
 

 
開

場
 

1
4：

00
 

２
 

 
役

員
・

選
手

団
集

合
開

始
 

1
4：

00
 

３
 

 
役

員
・

選
手

団
着

席
完

了
 

1
4：

59
 

４
 

 
開

式
通

告
 

1
5：

00
 

５
 

 
成

績
発

表
 

1
5：

01
 

６
 

 
ス

ケ
ー

ト
競

技
会

表
彰

状
授

与
 

1
5：

04
 

７
 

 
ス

ケ
ー

ト
競

技
会

大
会

会
長

ト
ロ

フ
ィ

ー
授

与
 

1
5：

12
 

８
 

 
中

央
競

技
団

体
あ

い
さ

つ
 

1
5：

14
 

９
 

 
会

場
地

あ
い

さ
つ

 
1
5：

17
 

1
0 

 
国

旗
儀

礼
 

1
5：

23
 

1
1 

 
競

技
会

終
了

宣
言

 
1
5：

25
 

1
2 

 
閉

式
通

告
 

1
5：

26
 

1
3 

 
役

員
・

選
手

団
解

散
 

1
5：

27
 

 

- 3
0 

- 

【
第

7
7
回

国
民

体
育

大
会

冬
季

大
会

ア
イ

ス
ホ

ッ
ケ

ー
競

技
会

】
 

表
 

彰
 

式
 

 

期
 

日
 

2
0
2
2
年

１
月

3
0
日

（
日

）
 

 

場
 

所
 

観
光

ホ
テ

ル
 

日
光

千
姫

物
語

 

順
 

次
 

 
 

 
第

 
時

 
刻

 

１
 

 
開

場
 

1
4：

00
 

２
 

 
役

員
・

選
手

団
集

合
開

始
 

1
4：

00
 

３
 

 
役

員
・

選
手

団
着

席
完

了
 

1
4：

59
 

４
 

 
開

式
通

告
 

1
5：

00
 

５
 

 
成

績
発

表
 

1
5：

01
 

６
 

 
ア

イ
ス

ホ
ッ

ケ
ー

競
技

会
表

彰
状

授
与

 
1
5：

04
 

７
 

ア
イ

ス
ホ

ッ
ケ

ー
競

技
会

大
会

会
長

ト
ロ

フ
ィ

ー
授

与
 

1
5：

08
 

８
 

 
中

央
競

技
団

体
あ

い
さ

つ
 

1
5：

10
 

９
 

 
会

場
地

あ
い

さ
つ

 
1
5：

13
 

1
0 

 
国

旗
儀

礼
 

1
5：

19
 

1
1 

 
競

技
会

終
了

宣
言

 
1
5：

21
 

1
2 

 
閉

式
通

告
 

1
5：

22
 

1
3 

 
役

員
・

選
手

団
解

散
 

1
5：

23
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５
 
宿
泊

要
項

 
 １

 
趣

旨
 

 
 
こ
の

要
項
は

、
第

77
回

国
民

体
育

大
会
冬

季
大
会
ス

ケ
ー

ト
競

技
会
・

ア
イ
ス
ホ

ッ
ケ

ー
競

技
会
に

参
加
す

る
選

手
・
監

督
、
都

道
府
県
選

手
団

本
部

役
員
、
大

会
役
員

、
競

技
会

役
員
、
競

技
役
員

及
び

視
察

員
（
以

下
「
大

会
参

加
者
」

と
い
う

。
）

の
宿

泊
等

に
関

し
て
、

必
要
な
事

項
を

定
め

る
。

 
 ２

 
方

針
 

い
ち

ご
一
会

と
ち
ぎ

国
体
・
と

ち
ぎ

大
会

実
行
委

員
会
（
以

下
「
県

実
行
委

員
会
」
と
い

う
。
）
及

び
会
場

地
市

町
村

実
行
委

員
会
（
以

下
「
会

場
地

委
員

会
」
と
い

う
。）

は
、
い

ち
ご

一
会
と

ち
ぎ
国

体
合

同
配

宿
本
部
（

以
下

「
合

同
配

宿
本

部
」

と
い

う
。
）

を
設

置
し

、
緊

密
な

連
携

の
も

と
、

相
互

に
十

分
な

連
絡

調
整

を
行

う
と

と
も

に
、

関
係
す

る
機
関

及
び
団
体

の
協

力
を

得
て
、

大
会
参
加

者
の

宿
泊

に
つ
い

て
万
全
を

期
す

る
。

 
 ３

 
業

務
の

実
施
 

 
 
合
同

配
宿
本

部
は
、

競
技

団
体

、
栃

木
県
旅

館
ホ
テ
ル

生
活

衛
生

同
業
組

合
等
の
関

係
団

体
、

宿
泊
施

設
 

等
と

連
絡
調

整
の
う

え
、
大
会

参
加

者
の

宿
舎
の

選
定
、
確

保
、

配
宿

等
に
関

す
る
業
務

に
当

た
る

と
と

 
も

に
、

こ
れ

に
関
す

る
紛
議
が

生
じ

た
場

合
は
、

調
停
及
び

あ
っ

せ
ん

を
行
う

。
 

 ４
 

宿
舎
の

選
定
及

び
確
保
 

宿
舎

の
選
定

及
び
確

保
に
つ
い

て
は

、
次

に
よ
り

行
う
も
の

と
す

る
。

 
（

１
）

大
会

参
加
者

の
宿
泊
は

、
原

則
と

し
て
会

場
地
市
町

村
内

の
旅

館
等
（

旅
館
業
法

（
昭

和
23

年
法

 
律

第
13

8
号
）

の
許

可
を
受

け
て

営
業

を
行
う

旅
館
・
ホ

テ
ル

及
び

簡
易
宿

所
を
い
う

。
以

下
同

じ
。
）

 
を

利
用

す
る

。
 

（
２

）
会
場

地
市
町

村
内
の
旅

館
等

で
大

会
参
加

者
の
収
容

が
困

難
な

場
合
は

、
近
隣
市

町
村

の
旅

館
等
を

 
利

用
す

る
。

 
（

３
）

風
紀

、
衛
生

及
び
防
災

上
支

障
が

あ
る
と

認
め
ら
れ

る
旅

館
等

は
利
用

し
な
い
。

 
 ５

 
配

宿
 

 
 

大
会
参

加
者
の

配
宿
に
当

た
っ

て
は

、
合
同

配
宿
本
部

が
次

の
事

項
に
留

意
し
て
行

う
も

の
と

す
る
。

 
（

１
）

選
手

・
監
督

の
宿
舎
は

、
競

技
会

場
及
び

練
習
会
場

ま
で

の
交

通
状
況

、
環
境
等

に
配

慮
し

、
都
道

府
 

県
別

、
競
技

別
、
種

別
及
び
男

女
別

を
考

慮
し
て

配
宿
す
る

。
 

（
２

）
選
手

・
監
督

の
宿
舎
は

、
原

則
と

し
て
都

道
府
県
選

手
団

本
部

役
員
、

競
技
会
役

員
及

び
競

技
役
員

 
と

は
別

に
す

る
。

 
（

３
）

競
技

会
役
員

及
び
競
技

役
員

に
つ

い
て
は

、
で
き
る

限
り

同
一

、
又
は

近
隣
の
宿

舎
に

配
宿
す

る
。

 
（

４
）

１
人

の
宿
舎

に
要
す
る

広
さ

は
、

3.
3
㎡

（
２
畳
）

以
上

と
す

る
。

 
 ６

 
宿

泊
料

金
等
 

 
 

大
会
参

加
者
の

宿
泊
料
金

等
は

次
の

と
お
り

と
す
る
。

 
（

１
）

宿
泊

及
び
素

泊
ま
り

 
 

 
ア

 
宿

泊
と
は

、
入
宿
日

の
15

時
か
ら

、
出
発

日
の

10
時

ま
で
の

客
室
の

使
用

を
い

う
も

の
と
し

、
 

- 3
2 

- 

原
則

と
し
て

１
泊
２

食
と
す
る

。
 

 
 

イ
 
素

泊
ま
り

と
は
、
食

事
を

伴
わ

な
い
宿

泊
を
い
う

も
の

と
す

る
。

 
（

２
）

宿
泊

料
金

 
 

 
 

宿
泊

料
金
は

次
の
料
金

範
囲

内
と

す
る
。

た
だ
し
、

定
員

未
満

で
の
利

用
な
ど
を

希
望

す
る

場
合
は

、
 

こ
の

料
金
範

囲
を
超

え
る
こ
と

が
あ

る
。

 

区
分

 
税

率
 

宿
泊

料
金

 
備

考
 

１
泊

２
食

 
素

泊
ま

り
 

営
業

 
宿

泊
 

施
設

 

税
抜

 
6,

00
0
円

～
13

,0
00

円
※
１

 
4,

20
0
円

～
9,

10
0
円

※
２

 
通

常
の

サ
ー

ビ
ス

・
奉

仕
料

及
び

冷
暖

房
料

を

含
む

 
10

％
 

6,
60

0
円

～
14

,3
00

円
 

4,
62

0
円

～
10

,0
10

円
 

 
 

※
１
 

１
泊
２

食
の
宿
泊

料
金

は
、

50
0
円

刻
み

と
す

る
。

 
 

 
※

２
 

「
素
泊

ま
り
」
料

金
は

、
「
１

泊
２
食

」
料
金

の
70

％
相
当

額
と
す

る
。

 
（

３
）

入
湯

税
 

 
 

 
入
湯

税
に
つ

い
て
は
外

税
と

し
、

宿
泊
料

金
と
は
別

に
支

払
う

も
の
と

す
る
。

 
（

４
）

欠
食

控
除

 
 

 
 

欠
食

控
除
の

適
用
は
、

朝
食

、
夕

食
と
も

に
前
々
日

の
12

時
ま
で

に
申
し

出
た

場
合

に
限

る
。
た

だ
 

し
、

夕
食
の

場
合
、

競
技
の
進

行
状

況
に

よ
り
当

該
時
刻
ま

で
に

申
し

出
る
こ

と
が
困
難

な
場

合
は

、
 

宿
舎

と
協
議

し
て
決

定
す
る
。

 
 

 
ア

 
夕

食
を
欠

食
し
た
場

合
の

宿
泊

料
金

 
 

 
 

 
当

該
施
設

の
宿
泊
料

金
か

ら
20

％
を

控
除

し
た

額
と

す
る

。
 

 
 

イ
 
朝

食
を
欠

食
し
た
場

合
の

宿
泊

料
金

 
 

 
 

 
当

該
施
設

の
宿
泊
料

金
か

ら
10

％
を

控
除

し
た

額
と

す
る

。
 

区
分

 
税

率
 

夕
食

を
欠
食

し
た
場

合
 

朝
食

を
欠
食

し
た
場

合
 

営
業

 
宿

泊
 

施
設

 

税
抜

 
4,

80
0
円

～
10

,4
00

円
 

5,
40

0
円

～
11

,7
00

円
 

10
%

 
5,

28
0
円

～
11

,4
40

円
 

5,
94

0
円

～
12

,8
70

円
 

（
５

）
休
憩

料
金

 
 

 
 

入
宿

日
15

時
以

前
及

び
出

発
日

の
10

時
以

降
に

客
室

を
利

用
す
る

場
合
の
休

憩
料

金
は

、
各
宿

舎
 

の
規

定
に
基

づ
く
も

の
と
す
る

。
 

（
６

）
入
浴

料
 

 
 

 
宿
泊

者
が
宿

舎
か
ら
の

要
請

に
よ

り
公
衆

浴
場
等
を

利
用

し
た

時
の
入

浴
料
は
、

当
該

宿
舎

が
負
担

 
す

る
も

の
と

す
る
。

 
 

（
７

）
宿
泊

料
金
等

の
精
算

 
 

 
 

宿
泊

料
金
等

は
、
原
則

と
し

て
宿

泊
責
任

者
（
宿
泊

申
込

代
表

者
が
宿

泊
者
の
中

か
ら

定
め

た
者
。

 
以

下
同

じ
。）

が
、
各

宿
舎
の

指
定

す
る

方
法
に

よ
り
、
現

地
に

て
精

算
す
る

。
 

 
た

だ
し
、

選
手
・

監
督
及
び

都
道

府
県

選
手
団

本
部
役
員

に
あ

っ
て

は
、
出

発
日
に
一

括
精

算
す

る
 

こ
と

が
で
き

る
。

 
（

８
）

宿
泊

取
消
料

 
 

 
ア

 
大

会
参
加

の
取
り
や

め
等

、
や

む
を
得

な
い
理
由

に
よ

り
宿

泊
を
取

り
消
し
た

場
合

の
宿

泊
取
消
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料
は

次
の
と

お
り
と

す
る
。

 
申

出
区

分
 

宿
泊

取
消
料

 
備

考
 

宿
泊

予
定
日

の
６
日

前
ま
で

 
不

要
 

素
泊

ま
り

又
は

欠
食

で
申

し

込
ん

だ
場

合
は

、
そ

の
料

金

（
税

抜
）

を
宿

泊
料

金
と

す

る
。

 

宿
泊

予
定
日

の
５
日

前
か
ら

 
宿

泊
予

定
日

の
前
日

ま
で

 
宿

泊
料

金
（

税
抜
）

の
50

％
 

宿
泊

予
定
日

当
日

 
宿

泊
料

金
（

税
抜
）

の
10

0％
 

 
 

 
（
注

）
・

荒
天

等
に
よ

る
交

通
機

関
の
不

通
で
、
宿

舎
へ

の
到

着
が
困

難
な
場
合

は
、

宿
舎

と
協
議

 
し

て
取

消
料

を
決
定

す
る
。

 
 

 
 

 
 

 ・
取
り

消
し
た

泊
数

に
か

か
わ
ら

ず
、
一
人

に
つ

き
１

泊
分
の

取
消
料
の

み
と

す
る

。
 

 
 

イ
 
選

手
・
監

督
が
、
荒

天
等

に
よ

る
競
技

会
会
期
の

短
縮

決
定

又
は
競

技
敗
退
の

理
由

に
よ

り
宿
泊

 
取

消
を

申
し

出
た
場

合
の
宿
泊

取
消

料
は

、
前
号

の
定
め
に

か
か

わ
ら

ず
、
特

例
と
し
て

次
の

と
お

 
り

と
す

る
。

 
な

お
、

こ
の

特
例
は

選
手
・
監

督
以

外
に

は
適
用

し
な
い
。

 
申

出
区

分
 

宿
泊

取
消
料

 
備

考
 

敗
退

日
当

日
又

は
競

技
会

期
短

縮
決

定

日
当

日
の
宿

泊
取
消

し
 

宿
泊

料
金
（

税
抜
）

の
10

0％
 

素
泊

ま
り

又
は

欠

食
で

申
し

込
ん

だ

場
合

は
、
そ
の

料
金

（
税

抜
）
を
宿

泊
料

金
と

す
る
。

 

敗
退

日
翌

日
以

降
又

は
競

技
会

期
短

縮

決
定

日
の
翌

日
以
降

の
宿
泊
取

消
し

 
不

要
 

 
 

ウ
 
災

害
そ
の

他
の
事
由

（
地

震
、

風
水
害

、
感
染
症

等
）

に
よ

り
、
競

技
会
（
種

目
・

種
別

）
が
中

止
 

と
な

っ
た
場

合
は
、

入
宿
前
後

に
か

か
わ

ら
ず
、

上
記
ア
の

例
に

よ
る

も
の
と

す
る
。

 
 

 
 

 
な

お
、
こ

の
規
定
は

、
大

会
参

加
者
す

べ
て
に
適

用
す

る
も

の
と
す

る
。

 
エ

 
宿

泊
申

込
み
後

、
変
更
・

取
消

し
の

申
出
が

な
い
ま
ま

宿
泊

を
し

な
か
っ

た
場
合
の

取
消

料
は

、
 

上
記

ア
、
イ

の
定
め

に
か
か
わ

ら
ず

、
宿

泊
料
金

（
税
抜
）

の
全

額
と

す
る
。

 
 

 
オ

 
宿

泊
取
消

料
は
、
宿

泊
責

任
者

又
は
本

人
が
当
該

宿
舎

へ
直

接
支
払

う
も
の
と

す
る

。
 

 
 

 
 
ま

た
、
宿

泊
責
任
者

又
は

本
人

が
宿
泊

料
金
を
支

払
う

こ
と

が
で
き

な
い
場
合

は
、

宿
泊

申
込
代

 
表

者
が

最
終

責
任
を

負
う
。

 
（

９
）

宿
泊

料
金
等

の
適
用
期

間
 

 
 

 
宿
泊

料
金
等

の
適
用
期

間
は

、
令

和
４
（

20
22

）
年

１
月

20
日

（
木
）

15
時

か
ら

令
和

４
（

20
22

）
 

年
１

月
31

日
（

月
）

10
時
ま

で
と

す
る

。
 

 ７
 

宿
泊
の

申
込
み
 

（
１

）
宿
泊

の
申
込

み
は
、
別

に
定

め
る

宿
泊
事

務
実
施
要

領
（

以
下
「

実
施

要
領
」
と

い
う

。）
に

よ
り
、
宿
泊
申

込
代

表
者
が

イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト

を
利

用
し

て
合
同

配
宿
本
部

に
行

う
も

の
と
す

る
。

 
 

 
 

た
だ

し
、
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト

シ
ス

テ
ム
の

異
常
等
に

よ
り

、
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
に

よ
る

申
込

み
が
困

難
な
場

合
は

、
宿

泊
申

込
書
に

必
要
事

項
を

記
入

の
う
え

、
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
又

は
郵
便

に
よ
り
行

う
こ

と
を

認
め
る

も

の
と

す
る
。

 
 

 
 

な
お

、
効

力
の

発
生
は

、
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

に
つ
い

て
は

受
信

時
、
フ
ァ

ク
シ
ミ

リ
等

で
は

到
達
し

た
日
時

と
す

る
。

 
（

２
）

選
手

・
監
督

、
都
道
府

県
選

手
団

本
部
役

員
に
あ
た

っ
て

は
、

第
77
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ト
競

技
会
・
ア

イ
ス
ホ

ッ
ケ
ー

競
技

会
実

施
要
項
（

以
下
「

大
会

実
施
要

項
」
と
い

う
。
）
に

定
め

る
人

員
を
超

え
る

宿
泊
申

込
み
は

認
め
な
い

。
 

（
３

）
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
に

よ
る

宿
泊

申
込

み
は

、
実

施
要

領
に

定
め

る
申

込
期

限
ま

で
に

行
う

も
の

と
す

る
。 

（
４

）
選

手
・
監

督
及

び
都
道

府
県

選
手

団
本
部

役
員
に
つ

い
て

は
、
申

込
期
限

ま
で
に

宿
泊

申
込

み
が
な

か
っ
た

場
合

は
、
大

会
実
施

要
項
の
定

め
に

よ
り

、
大
会

へ
の
参
加

を
認

め
な

い
。

 
 ８

 
宿

泊
の

変
更
及

び
取
消
し

 

（
１

）
大

会
参

加
者
の

宿
舎
決

定
後

の
宿

泊
取
消

し
に
つ
い

て
は

、
限
ら

れ
た
宿

泊
施
設

を
有

効
活

用
し
て

配
宿
を

行
う

こ
と
か

ら
、
大

会
へ
の
参

加
取

消
し

等
の
特

別
な
事
情

の
な

い
限

り
認
め

な
い
。

 
な

お
、
不

適
切

な
対
応

が
発
生

し
た

場
合

は
、
日
本

ス
ポ
ー

ツ
協

会
国

民
体
育

大
会
委
員

会
に

お
い

て
報
告

す
る

。
 

（
２

）
入

宿
前

の
変
更

及
び
取

消
し

に
つ

い
て
は

、
実

施
要

領
の

様
式

に
よ
り

、
宿

泊
申

込
代

表
者

が
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト

を
利
用

し
て
速

や
か
に
合

同
配

宿
本

部
に
行

う
も
の
と

す
る

。
 

 
 

 
た
だ

し
、
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト

シ
ス

テ
ム
の

異
常
等
に

よ
り

、
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
に

よ
る

変
更

や
取
消

し
が
困

難
な

場
合
は

、
フ

ァ
ク

シ
ミ
リ

や
郵

便
に

よ
り
行

う
も
の
と

し
、
こ

の
場

合
に
あ

っ
て
も

、
速

や
か
に

合
同
配

宿
本

部
へ
連

絡
す
る

も
の
と
す

る
。

 
 

 
 

な
お

、
そ

の
効

力
の
発

生
は

、
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
に

つ
い

て
は

受
信
時

、
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
等

で
は
到

着
し
た

日
時

と
す
る

。
 

（
３

）
入

宿
後
に

あ
っ
て

は
、
宿

泊
責

任
者
が

、
直

接
当
該

宿
舎

へ
速

や
か
に

申
し
出
る

も
の

と
し

、
そ

の
効
力

の

発
生

は
、
当

該
申

出
の
あ

っ
た

日
時

と
す

る
。
宿

舎
は

、
変

更
及

び
取

消
を
受

け
付
け
た

場
合
、
精

算
後

に
合

同
配

宿
本
部

に
報
告

す
る
。

 
（

４
）

合
同

配
宿
本

部
が
指
定

す
る

宿
舎

の
変
更

は
、
原
則

と
し

て
認

め
な
い

。
任
意
に

変
更

し
た

こ
と
に

 
よ

っ
て

生
じ

た
す
べ

て
の
損
失

は
、

任
意

に
変
更

し
た
者
が

そ
の

責
任

を
負
う

。
 

  ９
 

食
事
 

（
１

）
大

会
参
加

者
に
提

供
す

る
食

事
は

、
安

全
・
安

心
で

栄
養

バ
ラ

ン
ス
が

良
く
、
豊

か
な

自
然

と
良
質

な
水
に

育
ま

れ
た
栃

木
県
産

の
様
々
な

食
材

を
取

り
入
れ

た
郷
土
色

豊
か

な
献

立
と
し

、
関

係
者

の
協

力
を

得
て
提

供

す
る

も
の
と

す
る
。

 
（

２
）
昼

食
に
つ

い
て
は

、
原

則
と

し
て

自
由
調

達
と
す
る

が
、
あ

っ
せ
ん

を
希
望

す
る

場
合

は
、
実
行

委
員
会

が

定
め

る
弁
当

申
込
方

法
に
よ
り

申
込

む
も

の
と
す

る
。

 
な

お
、

昼
食

（
弁
当

）
料
金
は

次
の

と
お

り
と
す

る
。

 
区

分
 

消
費

税
 

料
金

 

昼
食

弁
当
（

お
茶
を

含
む
）

 
税

抜
 

90
0
円

以
内

 

 
 

 
※
消

費
税
に

つ
い
て
は

、
開

催
時

の
税
率

を
適
用
す

る
も

の
と

す
る
。

 
 1
0
 

ア
イ
ス

ホ
ッ
ケ

ー
競
技
の

用
具

保
管

場
所
 

 
 

ア
イ
ス

ホ
ッ
ケ

ー
競
技
の

用
具

は
、

宿
舎
の

指
示
に
従

い
、

指
定

さ
れ
た

場
所
に
保

管
す

る
も

の
と
す

 
る

。
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1
1
 

そ
の
他
 

（
１

）
こ
の

要
項
に

定
め
る
も

の
の

ほ
か

、
宿
泊

業
務
の
実

施
に

関
し

て
必
要

な
事
項
は

、
実

施
要

領
に
定

 
め

る
も

の
と

す
る
。

 
 

 
 

ま
た

、
報
道

員
及
び
そ

の
他

大
会

関
係
者

の
宿
泊
等

に
関

し
て

必
要
な

事
項
は
、

別
に

定
め

る
も
の

 
と

す
る

。
 

（
２

）
宿
泊

料
金
、

昼
食
弁
当

料
金

と
も

に
、
消

費
税
及
び

地
方

消
費

税
の
税

率
に
変
更

が
あ

っ
た

場
合
は

、
 

変
更

後
の
税

率
を
適

用
す
る
も

の
と

す
る

。
 

                

- 3
6 

- 

６
 
輸
送

交
通
要

項
 

 １
 
趣
旨
 

 
 
こ
の
要
項
は
、
第

7
7
回
国
民
体
育
大
会
冬
季
大
会
ス
ケ
ー
ト
競
技
会
・
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
会
（
以
下
「
大
会
」

と
い
う
。
）
に
参
加
す
る
選
手
・
監
督
、
役
員
、
視
察
員
、
報
道
員
及
び
そ
の
他
関
係
者
（
以
下
「
大
会
参
加
者
」
と
い

う
。
）
並
び
に
一
般
観
覧
者
の
輸
送
・
交
通
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

 
 ２
 
基
本
方
針
 

 
 
い
ち
ご
一
会
と
ち
ぎ
国
体
・
と
ち
ぎ
大
会
実
行
委
員
会
（
以
下
「
県
委
員
会
」
と
い
う
。
）
及
び
会
場
地
市
町
村
実
行

委
員
会
（
以
下
「
会
場
地
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
相
互
に
連
携
し
、
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
等
（
以
下
「
関
係
機

関
等
」
と
い
う
。）

の
協
力
を
得
て
、
大
会
参
加
者
及
び
一
般
観
覧
者
の
安
全
・
確
実
か
つ
円
滑
な
輸
送
を
行
う
。

 
 ３
 
輸
送
方
法
 

（
１
）
大
会
参
加
者
の
輸
送

 
 
 
ア
 
全
国
輸
送

 
 
 
 
 
大
会
参
加
者
は
、
自
由
集
合
・
自
由
解
散
と
す
る
。
た
だ
し
、
県
委
員
会
は
必
要
に
応
じ
て
関
係
機
関
等
の
協

力
を
得
て
、
輸
送
力
の
確
保
に
努
め
る
。

 
イ
 
開
始
式
・
表
彰
式
輸
送

 
 
 
 
 
開
始
式
・
表
彰
式
輸
送
は
、
原
則
と
し
て
計
画
輸
送
と
し
、
県
委
員
会
が
会
場
地
委
員
会
及
び
関
係
機
関
等
の

協
力
を
得
て
実
施
す
る
。

 
ウ
 
競
技
会
輸
送
 

競
技
会
輸

送
は
、

原
則

と
し
て

計
画
輸

送
と
し

、
会

場
地
委

員
会
が

関
係
機

関
等

の
協
力

を
得
て

実
施
す

る
。 

エ
 
各
種
会
議
の
輸
送

 
 
 
 
 
各
種
会
議
の
輸
送
は
、
原
則
と
し
て
自
由
集
合
・
自
由
解
散
と
す
る
。

 
（
２
）
一
般
観
覧
者
の
輸
送

 
一
般
観
覧
者
の
輸
送
は
、
県
委
員
会
及
び
会
場
地
委
員
会
が
関
係
機
関
等
の
協
力
を
得
て
、
公
共
交
通
機
関
等
の

利
用
に
よ
る
効
率
的
で
円
滑
な
実
施
に
努
め
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
に
配
慮
し
て
行
う
。

 
な
お
、
県
委
員
会
及
び
会
場
地
委
員
会
は
、
会
場
周
辺
の
公
共
交
通
機
関
の
状
況
や
最
寄
り
駅
等
か
ら
会
場
ま
で

の
距
離
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
て
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
運
行
等
の
措
置
を
講
じ
る
。

 
（
３
）
そ
の
他

 
鉄
道
・
路
線
バ
ス
等
の
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
場
合
は
、
大
会
参
加
者
及
び
一
般
観
覧
者
が
所
定
の
料
金
を

支
払
う
。

 
 ４
 
駐
車
場
対
策
 

（
１
）
開
始
式
・
表
彰
式
会
場
駐
車
場
 

開
始
式
・
表
彰
式
会
場
に
お
け
る
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
県
委
員
会
が
十
分
な
確
保
に
努
め
、
効
率
的
な
利
用
を

図
る
。
 

な
お
、
駐
車
場
利
用
者
は
、
県
委
員
会
が
発
行
す
る
許
可
証
等
の
交
付
を
受
け
た
車
両
の
み
と
し
、
大
会
参
加
者

及
び
一
般
観
覧
者
の
自
家
用
車
に
よ
る
来
場
は
原
則
と
し
て
認
め
な
い
。
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（
２
）
各
競
技
会
場
駐
車
場
 

各
競
技
会
場
に
お
け
る
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
会
場
地
委
員
会
が
十
分
な
確
保
に
努
め
、
効
率
的
な
利
用
を
図
る
。 

な
お
、
駐
車
場
利
用
者
は
、
会
場
地
委
員
会
の
指
示
に
従
い
、
指
定
さ
れ
た
駐
車
場
を
利
用
す
る
。

 
５
 
交
通
安
全
対
策
 

（
１
）
開
始
式
・
表
彰
式
 

県
委
員
会
は
、
開
始
式
・
表
彰
式
に
お
け
る
大
会
参
加
者
及
び
一
般
観
覧
者
の
交
通
安
全
の
確
保
と
円
滑
な
輸
送

を
図
る
た

め
、
関
係

機
関
等
の

協
力
を

得
て
、
歩

行
者
及
び

車
両
の

誘
導
、
交

通
規
制
等

必
要
な

対
策
を
講

じ
る

。
 

（
２
）
各
競
技
会
 

会
場
地
委
員
会
は
、
各
競
技
会
に
お
け
る
大
会
参
加
者
及
び
一
般
観
覧
者
の
交
通
安
全
の
確
保
と
円
滑
な
輸
送
を

図
る
た
め
、
関
係
機
関
等
の
協
力
を
得
て
、
歩
行
者
及
び
車
両
の
誘
導
、
交
通
規
制
等
必
要
な
対
策
を
講
じ
る
。
 

（
３
）
積
雪
、
凍
結
等
へ
の
対
応

 
県
委
員
会
及
び
会
場
地
委
員
会
は
、
ス
リ
ッ
プ
等
に
よ
る
交
通
事
故
や
走
行
不
能
を
防
止
す
る
た
め
、
使
用
車
両

に
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
、
タ
イ
ヤ
チ
ェ
ー
ン
等
を
装
着
又
は
携
行
す
る
と
と
も
に
、
積
雪
、
凍
結
な
ど
の
路
面
状

況
や
天
候
等
に
応
じ
た
走
行
に
留
意
す
る
等
必
要
な
対
策
を
講
じ
る
。

 
 ６
 
輸
送
・
交
通
の
案
内
 

県
委
員
会
及
び
会
場
地
委
員
会
は
、
輸
送
・
交
通
の
案
内
を
各
種
会
議
及
び
広
報
媒
体
を
通
じ
て
周
知
を
図
る
ほ
か
、

県
委
員
会
が
設
置
す
る
総
合
案
内
所
等
に
お
い
て
行
う
。
 

 ７
 
そ
の
他
 

こ
の
要
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
輸
送
・
交
通
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
県
委
員
会
及
び
会
場
地
委
員
会
が
別

に
定
め
る
。
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７
 
医
療

救
護
要

項
 

 １
 

趣
旨
 

 
 

こ
の
要

項
は

、
い

ち
ご
一

会
と

ち
ぎ

国
体

 医
療

救
護

基
本

計
画

に
基
づ

き
、
第

7
7
回

国
民
体

育
大
会

冬
季
大

会
ス

ケ
ー
ト

競
技
会
・
ア

イ
ス

ホ
ッ

ケ
ー

競
技
会
（

以
下
「

大
会

」
と

い
う

。
）
に

お
け
る

医
療

救
護

に
万
全

を
期

す
る

た
め
、

必
要
な

事
項
を
定

め
る

。
 

 ２
 

実
施
方

法
 

 
 

い
ち
ご

一
会
と

ち
ぎ
国
体
・
と

ち
ぎ
大

会
実
行

委
員
会
（

以
下
「

県
委

員
会

」
と
い

う
。
）
及

び
会

場
地
市

実
行

委
員

会
（
以

下
「
会

場
地
委
員

会
」
と
い

う
。）

は
、
相
互

に
連

絡
調

整
を
図

り
、
医
療

機
関

、
関

係
団
体

等
の
協

力
を

得
て
、

医
療
救

護
を
実
施

す
る

。
 

 ３
 

実
施
業

務
及
び

分
担
 

 
 

県
委
員

会
及
び

会
場
地
委

員
会

が
行

う
業
務

は
、
次
の

と
お

り
と

す
る
。
 

（
１

）
県
委

員
会
 

 
 

ア
 
開

始
式
及

び
表
彰
式

会
場

に
お

け
る
医

療
救
護
 

 
 

イ
 
県

委
員
会

主
催
の
大

会
関

連
イ

ベ
ン
ト

に
お
け
る

医
療

救
護
 

（
２

）
会
場

地
委
員

会
 

 
 

ア
 
競

技
会
場

及
び
練
習

会
場

に
お

け
る
医

療
救
護
 

 
 

イ
 
会

場
地
委

員
会
主
催

の
大

会
関

連
イ
ベ

ン
ト
に
お

け
る

医
療

救
護
 

 
 

ウ
 
宿

泊
施
設

に
お
け
る

医
療

救
護
 

 ４
 

救
護
本

部
及
び

救
護
所
の

設
置
 

 
 

県
委
員

会
及
び

会
場
地
委

員
会

は
、
前

項
の
業

務
を
実

施
す

る
に

あ
た
り

、
必

要
に

応
じ

て
救

護
本
部

及
び
救

護
所

を
設
置

す
る
。
 

 ５
 

救
護
班

の
配
置
 

（
１

）
救
護

所
に
は

、
救
護
班

を
配

置
す

る
。
 

（
２

）
救

護
班
は

、
医

師
、
歯

科
医

師
、
看
護

師
、
保
健
師

、
ア

ス
レ

テ
ィ

ッ
ク
ト

レ
ー

ナ
ー

、
事

務
職

員
等
に

よ

り
、

必
要
に

応
じ
た

編
成
と
す

る
。
 

（
３

）
救
護

班
は
、

傷
病
者
に

応
急

処
置

を
行
い

、
必
要
に

応
じ

て
医

療
機
関

に
搬
送
す

る
。
 

 ６
 

医
薬
品

及
び
救

急
自
動
車

等
の

配
備
 

（
１

）
救

護
所

に
は

、
必
要
に

応
じ

て
医

薬
品

、
医
療

器
具

、
Ａ

Ｅ
Ｄ
（

自
動

体
外
式
除

細
動

器
）
、
そ

の
他
必

要
物

品
を

配
備
す

る
。
 

（
２

）
ド
ー

ピ
ン
グ

禁
止
物
質

を
含

有
す

る
医
薬

品
は
配
備

し
な

い
。
 

（
３

）
救
急

自
動
車

等
の
配
備

に
つ

い
て

は
、
別

途
関
係
機

関
と

協
議

し
て
定

め
る
。
 

 ７
 

医
療
費
 

 
 

救
護
所

及
び
救

急
自
動
車

等
に

お
い

て
要
し

た
経
費
を

除
き

、
医

療
費
は

全
て
受
診

者
が

負
担

す
る
。
 

 ８
 

そ
の
他
 

 
 

こ
の
要

項
に
定

め
る
も
の

の
ほ

か
、
医

療
救
護

の
実
施

に
関

し
て

必
要
な

事
項
は
、
県

委
員

会
及

び
会
場

地
委

員
会

が
、
そ

れ
ぞ
れ

別
に
定
め

る
。
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８
 
国
民

体
育
大

会
天
皇
杯

・
皇
后

杯
授
与
規

程
 

 第
１

条
 
天

皇
杯

、
男

女
総
合

成
績

第
１

位
の
都

道
府
県
、
皇

后
杯

は
、
女

子
総

合
成
績

第
１

位
の

都
道
府

県
に
授

与
す

る
。

 
 

 
２

 
第

１
位
が

２
都
道
府

県
以

上
の

場
合
は

、
当
該
都

道
府

県
で

共
有
す

る
。

 
 第

２
条

 
天

皇
杯
及

び
皇
后
杯

は
、

総
合

閉
会
式

に
授
与
し

、
次

回
総

合
開
会

式
に
お
い

て
返

還
す

る
。

 
 第

３
条

 
天

皇
杯
又

は
皇
后
杯

を
授

与
さ

れ
た
都

道
府
県
は

、
次

の
各

項
の
義

務
を
有
す

る
。

 
 

 
 
(
1
) 

信
託
会

社
又
は
確

実
な

金
庫

に
保
管

す
る
。
 

 
 

 
(
2
) 

破
損
、

紛
失
等
の

場
合

は
、

当
該
都

道
府
県
の

責
任

と
す

る
。
 

 
 

 
(
3)

 
公

益
財

団
法

人
日

本
ス

ポ
ー

ツ
協

会
が

優
勝

都
道

府
県

名
刻

印
の

た
め

又
は

そ
の

他
の

必
要

に
よ

り

一
時

返
還
を

求
め
た

場
合
は
、

こ
れ

に
応

じ
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

 附
 

則
 
 

本
規
程

は
、
昭
和

4
1
年

４
月

 
１
日

制
定
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
昭
和

4
5
年

１
月

2
2
日

一
部
改
定

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
昭
和

4
8
年

７
月

1
0
日

一
部
改
定

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
昭
和

5
4
年

５
月

 
９
日

一
部
改
定

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
平
成

1
7
年

６
月

1
6
日

一
部
改
定

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
平
成

2
2
年

３
月

1
7
日

一
部
改
改

定
 

 
 

 
 
 

本
規
程

は
、
公
益

財
団

法
人

日
本
体

育
協
会
の

設
立

の
登

記
の
日

(
平

成
2
3
年

４
月
１

日
)
か
ら

施
行

す
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
平
成

3
0
年

４
月

 
１
日

一
部
改
定

 

        

- 4
0 

- 

９
 
国
民

体
育
大

会
会
長
ト

ロ
フ
ィ

ー
授
与
規

程
 

 第
１

条
 
国

民
体
育

大
会
会
長

ト
ロ

フ
ィ

ー
(
以
下

｢
大
会
会

長
ト

ロ
フ

ィ
ー

｣と
い

う
。
)
は

、
正

式
競

技
別
男

女
総

合
成

績
第
１

位
の
都

道
府
県
に

授
与

す
る

。
 

 
 

２
 
第

１
位
が

２
都
道
府

県
以

上
の

場
合
は

、
当
該
都

道
府

県
で

共
有
す

る
。
 

 第
２

条
 
大

会
会
長

ト
ロ
フ
ィ

ー
は

、
競

技
会
表

彰
式
に
授

与
し

、
次

回
競
技

会
に
お
い

て
返

還
す

る
。
 

 第
３

条
 
大

会
会
長

ト
ロ
フ
ィ

ー
を

授
与

さ
れ
た

都
道
府
県

は
、

次
の

各
項
の

義
務
を
有

す
る

。
 

 
 

 
(
1
) 
責

任
を

も
っ
て
保

管
す

る
。
 

 
 

 
(
2
) 
破

損
、

紛
失
等
の

場
合

は
、

当
該
都

道
府
県
の

責
任

と
す

る
。
 

(
3
)
 
優

勝
の

刻
印
を

次
回
大
会

ま
で

に
行

う
も
の

と
す
る
。
た

だ
し

、
第
１

条
第
２

項
の

場
合

は
、
当

該
都

道
府

県
で
協

議
し
て

決
め
る
も

の
と

す
る

。
 

(
4
)
 
公

益
財

団
法
人

日
本
ス
ポ

ー
ツ

協
会

が
必
要

に
よ
り
一

時
返

還
を

求
め
た

場
合
は
、
こ

れ
に
応

じ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

  附
 

則
 
本

規
程
は

、
昭
和

4
1
年

４
月

 
１
日

制
定
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
昭
和

4
5
年

１
月

2
2
日

一
部
改
定

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
昭
和

4
8
年

７
月

1
0
日

一
部
改
定

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
昭
和

5
4
年

５
月

 
９
日

一
部
改
定

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
平
成

1
7
年

６
月

1
6
日

一
部
改
定

 

本
規

程
は
、

公
益
財

団
法
人
日

本
体

育
協

会
の
設

立
の
登
記

の
日

(
平
成

23
年
４

月
１

日
)
か

ら
施

行
す

る
。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
平
成

3
0
年

４
月

 
１
日

一
部
改
定
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- 4
1 

- 

1
0
 
関
係
団
体
事

務
局
一
覧

表
 

団
 
体
 
名
 

所
 
在
 
地
 

T
E
L 

F
A
X 

公
益
財
団
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
 

〒
1
6
0
-0
0
1
3 

東
京
都
新
宿
区
霞
ヶ
丘
町

4
番

2
号
 

J
A
P
A
N
 S
P
O
RT
 
O
LY
M
P
IC
 
S
QU
A
R
E
内
 

0
3
-
6
9
10
-
5
80
8 

0
3
-
6
9
10
-
5
82
0 

ス
ポ
ー
ツ
庁
競
技
ス
ポ
ー
ツ
課
 

〒
1
0
0
-8
9
5
9 

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関

3
丁
目

2-
2 

0
3
-
6
7
34
-
2
99
9 

0
3
-
6
7
34
-
3
79
3 

公
益
財
団
法
人
日
本
ス
ケ
ー
ト
連
盟
 

〒
1
6
0
-0
0
1
3 

東
京
都
新
宿
区
霞
ヶ
丘
町

4
番

2
号
 

J
A
P
A
N
 S
P
O
RT
 
O
LY
M
P
IC
 
S
QU
A
R
E
内
 

0
3
-
5
8
43
-
0
41
5 

0
3
-
5
8
43
-
0
41
6 

公
益
財
団
法
人
日
本
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
連
盟
 

〒
1
6
0
-0
0
1
3 

東
京
都
新
宿
区
霞
ヶ
丘
町

4
番

2
号
 

J
A
P
A
N
 S
P
O
RT
 
O
LY
M
P
IC
 
S
QU
A
R
E
内
 

0
3
-
5
8
43
-
0
37
5 

0
3
-
5
8
43
-
0
37
6 

公
益
財
団
法
人
栃
木
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
 

〒
3
2
1
-0
1
5
2 

栃
木
県
宇
都
宮
市
西
川
田

4-
1
-
1 

0
2
8
-
6
80
-
7
77
1 

0
2
8
-
6
15
-
5
15
1 

栃
木
県
ス
ケ
ー
ト
連
盟
 

〒
3
2
1
-1
4
9
2 

栃
木
県
日
光
市
御
幸
町

4
番
地

1 

日
光
公
民
館
内
 

0
2
8
8
-
53
-
3
70
0 

0
2
8
8
-
53
-
4
42
1 

栃
木
県
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
連
盟
 

〒
3
2
1
-1
4
9
2 

栃
木
県
日
光
市
御
幸
町

4
番
地

1 

日
光
公
民
館
内
 

0
2
8
8
-
53
-
4
42
1 

0
2
8
8
-
43
-
4
42
1 

い
ち
ご
一
会
と
ち
ぎ
国
体
・
と
ち
ぎ
大
会
 

実
行
委
員
会
事
務
局
 

〒
3
2
0
-8
5
0
1 

栃
木
県
宇
都
宮
市
塙
田

1
-
1-
2
0
 

0
2
8
-
6
23
-
3
84
9 

0
2
8
-
6
23
-
3
52
7 

日
光
市
教
育
委
員
会
事
務
局
国
体
推
進
課
 

冬
季
大
会
競
技
運
営
係
 

〒
3
2
1
-1
2
9
2 

栃
木
県
日
光
市
今
市
本
町
１
番
地
 

0
2
8
8
-
25
-
6
90
0 

0
2
8
8
-
25
-
6
90
1 

 

   
- 4

2 
- 

第
77

回
国

民
体

育
大

会
冬

季
大

会
ス

ケ
ー

ト
競

技
会

・
ア

イ
ス

ホ
ッ

ケ
ー

競
技

会
 

参
加

選
手

・
監

督
【

交
代

（
変

更
）

届
・

棄
権

届
】

※
い

ず
れ

か
に

○
 

※
手

続
き
に

あ
た
っ

て
は
、
次

ペ
ー

ジ
の

留
意
事

項
を
参
照

す
る

こ
と

 

１
 

参
加

申
込

者
 

競
技

名
 

 
種

別
 

 
部

・
種

目
別

 
 

参
加

申
込

者
名

 
 

 ２
 

交
代

（
変

更
）
・

棄
権

の
理

由
 

  ３
 

交
代

（
変

更
）

者
 

※
棄

権
の

場
合

は
記

入
不

要
 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

生
年

月
日

 
（
西
暦
）

 
  

 
年

 
 

月
 

 
日

生
（

 
歳

）
 

氏
 

 
名

 
 

所
属

区
分

※
１

 
 

所
属

の
所

在
地

※
２

 
 

プ
ロ

グ
ラ

ム
掲

載
用

所
属

 
 

第
7
5

回
大

会
 

参
加

都
道

府
県

名
 

 
第

7
6

回
大

会
 

参
加

都
道

府
県

名
 

  
例

外
適

用
※

３
 

 

中
央

競
技

団
体

 
登

録
の

有
無

 
有

 
・

 
無

 
有

の
場

合
 

登
録

番
号

等
 

 

そ
の

他
の

必
要

事
項

（
身

長
、

体
重

、
記

録
等

）
 

 
※

１
 

第
7
7
回

大
会

(
都

道
府

県
予

選
会

、
ブ

ロ
ッ

ク
大

会
)
所

属
都

道
府

県
に

つ
い

て
、

次
の

い
ず

れ
を

選
択

し
て

参
加

し
た

か
を

記
入

。
 

成
年

種
別

 
 

ア
．

居
住

地
を

示
す

現
住

所
 

 
イ

．
勤

務
地

 
 

ウ
．

ふ
る

さ
と

 
少

年
種

別
 
 

ア
．

居
住

地
を

示
す

現
住

所
 

 
イ

．
学

校
教

育
法

第
１

条
に

規
定

す
る

学
校

の
所

在
地

 
 

ウ
．

勤
務

地
 

※
２

 
所

在
地

は
、

市
区

町
村

名
ま

で
記

入
。

ふ
る

さ
と

を
選

択
し

た
場

合
に

は
「

卒
業

学
校

名
」

を
記

入
。

 
※

３
 

今
回

(
第

7
7
回

大
会

)
と

第
7
6
回

大
会

(
不

出
場

の
場

合
は

第
7
5
回

大
会

)
の

参
加

都
道

府
県

が
異

な
る

場
合

の
み

記
入

。
 

 
 

１
 

新
卒

業
者

 
 

 
 

 
２

 
結

婚
又

は
離

婚
 

 
 

 
 

 
 

３
 

ふ
る

さ
と

（
成

年
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
 

一
家

転
住

（
少

年
）

 
５

 
東

日
本

大
震

災
に

係
る

特
例

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

当
該
中
央
競
技
団
体
会
長
（
代
表
者
）
 
殿

 
第

77
回
国
民
体
育
大
会
冬
季
大
会
当
該
開
催
県
実
行
委
員
会
会
長
 
殿

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
協
会

 

 
会
 
長
（
代
表
者
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○印

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
協
会
・
連
盟

 

 
会
 
長
（
代
表
者
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○印
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43
 

第
7
7
回
国

民
体
育

大
会
冬

季
大

会
ス
ケ

ー
ト

競
技
会

・
ア

イ
ス
ホ

ッ
ケ

ー
競
技

会
 

参
加
選

手
・
監

督
交

代
（
変

更
）
・

棄
権

手
続
き

に
あ

た
っ

て
の
留

意
事

項
 

 
１

 
交

代
（

変
更
）

手
続
き
 

特
別
な
事
情
で
選
手
又
は
監
督
を
交
代
（
変
更
）
す
る
場
合
に
は
、
次
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
交
代

（
変
更
）
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
中
央
競
技
団
体
の
判
断
に
よ
る
。

 
(
1
)
 
実
施
要
項
総
則
及
び
当
該
競
技
実
施
要
項
を
参
照
し
、
交
代
（
変
更
）
す
る
選
手
又
は
監
督
の
参
加
資
格
を
確

認
し
た
上
で
、
交
代
（
変
更
）
届
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
各
競
技
が
定
め
る
提
出
期
限
ま
で
に
、
当
該
中
央
競

技
団
体
及
び
開
催
県
実
行
委
員
会
宛
に
提
出
す
る
こ
と
。

 
(
2
)
 

当
該
中

央
競
技

団
体
提
出

用
に
は

、
当
該

中
央
競

技
団

体
に
確

認
の
上

、
診
断

書
等

必
要
書

類
を
添

付
す
る

こ
と
。

 
(
3
)
 
交
代
（
変
更
）
届
提
出
時
に
公
印
（
会
長
印
等
）
を
捺
印
し
提
出
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
当
該
都
道

府
県
選
手
団
連
絡
責
任
者
（
※
１
）
及
び
当
該
選
手
・
チ
ー
ム
に
お
け
る
監
督
の
署
名
及
び
捺
印
に
よ
る
提
出
を

認
め
る
。

 
(
4
)
 
そ
の
他
、
競
技
に
よ
り
別
に
定
め
る
事
項
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
に
従
う
こ
と
。

 
 

２
 

棄
権
手

続
 

参
加
申
込
み
締
切
後
か
ら
競
技
初
戦
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
特
別
な
事
情
で
選
手
が
競
技
会
を
棄
権
す
る
場
合
に

は
、
次
の
棄
権
手
続
き
を
と
る
こ
と
。

 
(
1
)
 

当
該
選

手
又
は

監
督
は
、

所
属
都

道
府
県

の
連
絡

責
任

者
へ
連

絡
す
る

こ
と
。

連
絡

を
受
け

た
都
道

府
県
連

絡
責
任
者
は
、
棄
権
届
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
当
該
競
技
会
責
任
者
（
※
２
）
宛
に
指
定
の
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
へ
Ｆ

Ａ
Ｘ
に
て

提
出
す

る
こ

と
（
開

催
県
実

行
委
員

会
に

は
提
出

不
要

）
。
な

お
、
原

本
は
提
出

後
、
必

ず
保
管

し
、

「
３
大
会
終
了
後
の
手
続
」
に
従
い
、
後
日
、
公
益
財
団
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
へ
提
出
す
る
こ
と
。

 
(
2
)
 
棄
権
届
提
出
時
に
公
印
（
会
長
印
等
）
を
捺
印
し
提
出
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
選
手

団
連
絡
責
任
者
（
※
１
）
の
署
名
及
び
捺
印
に
よ
る
提
出
を
認
め
る
。（

当
該
選
手
･
チ
ー
ム
に
お
け
る
監
督
の
署

名
及
び
捺
印
は
不
要
）

 
(
3
)
 
中
央
競
技
団
体
へ
の
診
断
書
等
の
添
付
は
不
要
。

 
(
4
)
 
そ
の
他
、
競
技
に
よ
り
別
に
定
め
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
に
従
う
こ
と
。

 
 

３
 

大
会
終

了
後
の

手
続

 
大
会
終
了
後
、
都
道
府
県
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
協
会
並
び
に
中
央
競
技
団
体
は
次
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
。

 
(
1
)
 
都
道
府
県
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
協
会
は
、
大
会
終
了
後
通
知
さ
れ
る
公
益
財
団
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
の
案
内

に
従
い
、
交
代
（
変
更
）
手
続
き
後
の
参
加
申
込
み
情
報
の
修
正
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
棄
権
手
続
き
の
場
合
、

参
加
申
込
み
情
報
の
修
正
は
不
要
。

 
(
2
)
 
大
会
終
了
後
２
週
間
以
内
に
、
下
記
を
公
益
財
団
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
に
提
出
す
る
こ
と
。

 
ア
 
中
央
競
技
団
体
は
、
交
代
（
変
更
）
届
（
写
し
）
及
び
棄
権
届
（
写
し
）

 
イ
 
都
道
府
県
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
協
会
は
、
棄
権
届
（
原
本
）
及
び
棄
権
届
提
出
一
覧

 
 
※
１
 

都
道
府
県
選
手
団

連
絡
責
任

者
は
、
公
益
財
団

法
人
日
本

ス
ポ
ー
ツ
協
会
が

大
会
開
催

前
に
各
都
道
府
県
体

育
・
ス
ポ
ー
ツ
協
会
に
対
し
照
会
を
行
い
、
取
り
ま
と
め
の
上
、
中
央
競
技
団
体
に
通
知
す
る
。
 

※
２
 
競
技
会
責
任
者
及
び
指
定
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
は
、
公
益
財
団
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
が
大
会
開
催
前
に
各
中
央
競

技
団
体
に
対
し
照
会
を
行
い
、
取
り
ま
と
め
の
上
、
都
道
府
県
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
協
会
に
通
知
す
る
。
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